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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

千葉県保安林制度施行要綱 

 

平成１２年３月２８日農林部長決裁 

最終改正 令和８年２月２日 

 

第１章 総則（省略） 

 

（趣旨） 

第１条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関

する法律（平成１１年７月１６日法律第８７号）により、改

正となった森林法（昭和２６年法律第２４９号）は、従来機

関委任事務制度の中で実施していた民有林に係る保安林の

指定及び指定の解除等の事務について、国と地方公共団体が

分担すべき役割を明確にし、住民に身近な保安林に関する権

限の大部分が地方公共団体に移譲されることとなった。 

これに従い、知事に移譲されることとなった事務（以下「自

治事務」という。）の処理について定めるものとする。 

 

第２章 保安林の指定 

 

（保安林の指定に直接の利害関係を有する者の範囲） 

第５条 法第２７条第１項に規定する、保安林の指定に直接の

利害関係を有する者については、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

（１） 保安林の指定に係る森林の所有者その他権原に基づ

きその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者 

（２） 保安林の指定により直接利益を受ける者又は現に受

けている利益を直接害され、若しくは害されるおそれが

ある者 

千葉県保安林制度施行要綱 

 

平成１２年３月２８日農林部長決裁 

最終改正 平成３０年６月７日 

 

第１章 総則（省略） 

 

（趣旨） 

第１条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関

する法律（平成１１年７月１６日法律第８７号）により、改

正となった森林法（昭和２６年法律第２４９号）は、従来機

関委任事務制度の中で実施していた民有林に係る保安林の

指定及び指定の解除等の事務について、国と地方公共団体が

分担すべき役割を明確にし、住民に身近な保安林に関する権

限の大部分が地方公共団体に委譲されることとなった。 

これに従い、知事に委譲されることとなった事務（以下「自

治事務」という。）の処理について定めるものとする。 

 

第２章 保安林の指定 

 

（保安林の指定に直接の利害関係を有する者の範囲） 

第５条 法第２７条第１項に規定する、保安林の指定に直接の

利害関係を有する者については、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

（１） 保安林の指定に係る森林の所有者その他権原に基づ

きその森林の立木竹若しくは土地の使用又は収益をす

る者 

（２） 保安林の指定により直接利益を受ける者又は現に受

けている利益を直接害され、若しくは害されるおそれが
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誤記 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

    なお、「保安林の指定により直接利益を受ける者」に

ついては、別表２を基本的な考え方とし、現地の実態も

踏まえながら適切に対処するものとする。 

 

 

 

（指定の申請書に添付する書類等） 

第６条 規則第４８条第１項第２号に規定する申請者が当該

申請に係る指定に直接の利害関係を有する者であることを

証する書類は、次の各号による。 

（１） 当該申請者が当該申請に係る森林の所有者である場

合 

   ア 当該申請に係る森林の土地が登記されている場合 

   （ア） 当該申請者が、登記簿に登記された所有権、地

上権、貸借権その他の権利の登記名義人（以下「登

記名義人」という。）である場合には、登記事項証明

書（登記記録に記録されている事項の全部を証明し

たものに限る。） 

   （イ） 当該申請者が、登記名義人でない場合には、登

記事項証明書（登記記録に記録されている事項の全

部を証明したものに限る。）及び公正証書、戸籍の

謄本又は売買契約書の写しその他当該申請者が当

該森林の土地について登記名義人又はその承継人

から所有権、地上権、貸借権その他の権利を取得し

ていることを証する書類 

  イ 当該申請に係る森林の土地が登記されていない場合 

    固定資産課税台帳に基づく証明書その他当該申請者

が当該森林の土地について、その上に木竹を所有し、及

び育成することにつき正当な権限を有する者であるこ

ある者 

  （別表２に定めるところによる） 

 

 

 

 

（申請書に添付する書類等） 

第６条 法第２７条第１項に規定する申請者が、当該申請に係

る指定に直接の利害関係を有する者であることを証する書

類は、次の各号による。 

（１）  当該申請が当該申請に係る森林の所有者である場合 

 

 ア 当該申請に係る森林の土地が登記されている場合 

当該申請者の権利が記載された登記事項証明書、又は当

該申請者が登記名義人若しくはその承継人から権利を取

得していることを証する書類 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 イ 当該申請に係る森林の土地が登記されていない場合 

   当該申請者が当該森林の土地において、立木竹の所有、

育成に権利を有する者であることを証する書類 

 

林野庁長官

通知（以下

「基本通

知」とい

う。）の文言

に修正 

 

基本通知の

引用に合わ

せ修正 

 

 

規則の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

とを証する書類 

（２） 当該申請者が当該申請に係る森林の所有者以外の者

である場合 

 当該申請により森林の保安機能が維持強化又は弱化

されることによって、直接利益又は損失を受けることと

なる土地、建築物その他の物件（以下「土地等」という。）

につき権利者であることを証する登記事項証明書その

他当該土地等について正当な権限を有する者であるこ

とを証する書類 

２ 規則第４８条第１項第１号の規定により申請書に添付す

る位置図及び区域図は、原則として地域森林計画図の写し及

び公図とする。なお、申請区域が１筆の土地の一部の場合は、

当該区域の実測図を添付する。 

３ 知事は、申請が不適法であって、補正することができるも

のであるときは、直ちにその補正を求め、補正することがで

きないものであるときは、当該申請者に対し、理由を付した

書面を送付して、却下するものとする。 

４ 知事は、指定の申請に対し、指定をしない旨の処分をした

場合には、遅滞なく申請者に対し指定をしない旨及びその

理由を記載した書面を送付して通知するものとする。 

 

（指定の調査等） 

第７条 知事は、保安林の指定に際しては、実地調査を行うほ

か適宜の方法により十分な調査を行い、次の書類を作成の

上、指定の適否を判断するものとする。この場合において、

当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに森林所有者及

び当該森林に関し登記した権利を有する者の当該指定に関

する意見を聴くものとする。 

 

 

（２）  当該申請者が当該申請に係る森林の所有者以外の者で

ある場合 

 当該申請により、直接利益または損失を受けることと

なる土地、建築物等につき権利者であることを証する書

類 

 

 

 

２ 規則第４８条第１項の規定により申請書に添付する図面

は、実測図又は申請箇所及び区域が明示されている図面とす

る。 

 

（移動） 

 

 

 

（移動） 

 

 

 

（指定の調査等） 

第７条 知事は、法第２７条第１項に規定する指定の申請があ

った場合は、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調

査を行うものとする。この場合においては、当該森林の所在

地を管轄する市町村の長及び森林所有者並びに当該森林に

関し登記した権利を有する者から当該指定に関する意見を

聴くものとする。なお、申請が不適法であって、補正するこ

とができるものであるときは直ちにその補正を求め、補正す

 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せ修正 

 

 

 

規則の改正 

 

 

 

現行第７条

第１項から

移動 

 

現行第７条

第２項から

移動 

 

 

基本通知の

改正に伴

い、指定の

適否を判断

するための

書類を規定 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 （１） 指定調書 

 （２） 指定調査地図 

 （３） 位置図 

 （４） その他必要な書類 

２ 前項第４号の書類には、次に掲げる書類を含むものとす

る。 

 （１） 千葉県森林審議会に諮問した場合にあってはその答

申書の写し 

 （２） 申請に係る森林が国有林である場合にあっては当該

国有林を管理する国の機関の長（国有林野、国庫帰属

森林又は官行造林地にあっては、所轄の森林管理局

長）の意見 

 （３） 当該森林の現況を明らかにする写真 

 （４） 当該指定について森林所有者又は当該森林に関し登

記した権利を有する者に異議がある場合にあっては、

それらの者の氏名（法人にあっては名称）、当該森林

の所在場所、異議の内容及び理由その他必要な事項を

記載した書面 

３ 知事は、民有林について申請をする場合において、当該指

定の区域が１筆の土地の一部であるときは、当該区域の実測

図を作成し、又は調査地図に地形地物を表示し、後日におい

て現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。 

（削る。） 

 

 

 

（保安林予定森林に関する広告） 

第８条 法第３０条の２の規定による掲示の内容は、保安林予

ることができないものであるときは却下するものとする。 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

２ 知事は、前項の申請に対し、指定をしない旨の処分をした

場合には、遅滞なく申請者に対し指定をしない旨及びその理

由を記載した書面を送付して通知するものとする。 

 

（保安林予定森林に関する広告） 

第８条 法第３０条の２の規定による掲示の内容は、同条の告

 

 

 

基本通知の

改正に伴

い、指定時

に必要な書

類を具体的

に規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正に伴

い、部分指

定の場合を

規定 

 

 

 

 

基本通知の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

定森林の告示の内容に準ずるものとする。 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

（削る。） 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

２ 法第３０条の２の規定による森林所有者等への通知は、保

安林予定森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権

利を有する者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏

名）及び住所を調査した後に行うものとする。 

なお、登記した権利を有する者は現に登記簿、立木登記簿

又は鉱業原簿に登記（登録）されている権利の登記（登録）

名義人（当該名義人が森林所有者である場合を除く。）であ

る。 

３ 法第３０条の２の規定による森林所有者等への通知には、

保安林に指定する旨並びに保安林予定森林の所在場所、当該

指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る指

定施業要件のほか、次の事項を含めるものとする。 

 （１）  同一の単位とされる保安林において伐採年度ごとに

皆伐による伐採をすることができる面積（保安林の面

示の内容に準ずるものとし、同条の通知の内容は、保安林に

指定する旨並びに保安林予定森林の所在場所、当該指定の目

的及び保安林の指定後における当該森林に係る指定施業要

件のほか、次の各号とする。 

 （１）  同一の単位とされる保安林において伐採年度ごとに

皆伐による伐採をすることができる面積（保安林の面

積 の異動 等に より変 更する こと がある 旨を付 記す

る。） 

 （２）  伐採種を定めない森林において行う主伐は、皆伐に

よることができる旨 

 （３）  標準伐期齢 

（４）  指定施業要件に従って樹種又は林相を改良するため

に伐採するときは、伐採跡地の植栽について条件を付する

ことがある旨 

（５）  その他必要な事項 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

改正 

 

「通知の内

容」は基本

通知の構成

に合わせて

第３項に移

動 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

規定を追加 

 

 

 

 

 

 

改正前第１

項から通知

の内容につ

いて項を新

設 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

積の異動等により変更することがある旨を付記する

ものとする。） 

（２）  伐採種を定めない森林においてする主伐は、皆伐に

よることができる旨 

（３）  標準伐期齢 

（４）  指定施業要件に従って樹種又は林相を改良するため

に伐採するときは、伐採跡地の植栽について条件を付

することがある旨 

（５）  その他必要な事項 

４ 知事は、保安林予定森林に係る区域が１筆の土地の一部で

ある場合には、法第３０条の２の規定による通知書に当該部

分を明示した図面を添付するものとする。 

５ 知事は保安林指定告示附属明細書を、保安林台帳に準じて

保管するものとする。 

６ （省略） 

７ （省略） 

８ 指定目的の変更のためにする指定は、現に定められている

指定目的に係る保安林の解除と同時又は解除前に行うもの

とする。この場合において、法第３０条の２及び法第３３条

第６項において準用する同条第３項の規定による通知書に

は、指定目的の変更のためにする指定である旨を付記するも

のとする。 

９ 現に保安林に指定されている森林について、その指定の目

的以外の目的を達成するため重ねて保安林に指定する場合

（以下「兼種保安林の指定」という。）における法第３０条の

２及び法第３３条第６項において準用する同条第３項の規

定による通知書には、従前の指定目的に新たな目的を追加す

るための指定である旨を付記するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事は、保安林予定森林に係る区域が１筆の土地の１部で

ある場合には、第１項の通知に当該部分を明示した図面を添

付する。 

（新設） 

 

３（省略） 

４（省略） 

（移動） 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 

基本通知の

規定を追加 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて改正前

第１０条第

２項から移

動 

基本通知の

構成に合わ

せて改正前

第１０条第

３項から移

動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 （保安林予定森林に関する公告等の取り消し） 

第９条 法第３０条の２の規定による保安林予定森林につい

て、事情の変更その他の理由により指定を取り止める場合に

は、当該保安林予定森林に係る法第３０条の２の規定による

告示、掲示及び通知を取り消すものとする。 

 

 （意見書及び添付書類） 

第１０条 法第３２条第１項の規定による意見書は、意見に係

る森林及び理由が共通である場合に限り連署して提出する

ことができるものとする。 

２ 法第３２条第１項の意見書を提出した者が当該意見書の

提出に係る保安林の指定に直接の利害関係を有する者であ

るか否かの判断は、第５条及び第６条の規定を準用するもの

とする。 

 

 （意見書の受理） 

第１１条 （省略） 

 

 （意見聴取会の期日等の通知） 

第１２条 法第３２条第３項の通知書には、同項に規定された

事項のほか、次の各号を記載するものとする。 

 （１） 意見聴取会の開始日時 

（省略） 

 

 （意見聴取会の期日等の公示） 

第１３条 （省略） 

 

 （意見聴取会の運営等） 

第１４条 （省略） 

 （保安林予定森林に関する公告等の取り消し） 

第９条 法第３０条の２の規定に基づく保安林予定森林につ

いて、事情の変更その他の理由により指定を取り止める場合に

は、当該保安林予定森林に係る法第３０条の２の規定による告

示、掲示及び通知を取り消すものとする。 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

（移動） 

 

誤記 

 

 

 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて改正前

第３２条か

ら移動 

 

 

 

 

改正前第３

３条から移

動 

改正前第３

４条から移

動 

 

 

 

改正前第３

５条から移

動 

改正前第３
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

９ 第５項の規定によりその陳述につき時間を制限された者

がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第６項若

しくは第７項の規定により発言を許可された者が前項の範

囲を越えて発言し、若しくは不穏当な言動があったときは、

議長は、その者の陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命

ずることができる。 

１０ （省略） 

１１ 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過

に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに記名す

るものとする。 

 

（指定の通知） 

第１５条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

３項の規定による森林所有者等への保安林の指定の通知（以

下「指定通知」という。）は、次の各号により行うものとす

る。 

 （１） 法第３０条の２の規定による保安林予定森林の通知

をした森林所有者に異動があった場合には、新森林所

有者を通知の相手方とする。 

 （２） 指定通知の内容が法第３０条の２の規定による保安

林予定森林の通知の内容と同一である場合には、森林

所有者に異動があった場合を除き、通知書に保安林予

定森林についての通知の内容と同一である旨を記載

すれば足りるものとする。 

 （３）  指定に係る森林が１筆の土地の一部である場合には、

指定通知に当該部分を明示した図面を添付するもの

とする。ただし、森林所有者に異動があった場合を除

き、当該区域が保安林予定森林の区域と同一である場

合には、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定の通知） 

第１０条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

３項の規定による通知は、次の各号により行うものとする。 

 

 

 （１） 法第３０条の２の規定による通知をした森林所有者

に異動があった場合には、新森林所有者を通知の相手

方とする。 

 （２） 通知の内容が法第３０条の２の規定による通知の内

容と同一である場合には、森林所有者に異動があった

場合を除き、通知書に保安林予定森林についての通知

の内容と同一である旨を記載する。 

 

 （３）  指定に係る森林が１筆の土地の一部である場合には、

通知書に当該部分を明示した図面を添付する。ただし、

森林所有者に異動があった場合を除き当該区域が保安

林予定森林の区域と同一である場合には、この限りで

ない。 

６条から移

動 

 

 

 

 

 

規則の改正

により署名

押印から記

名に修正 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（移動） 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

２ 法第２５条の２第２項の規定により指定をしたときは、当

該処分の内容その他必要な事項を当該保安林の所在地を管

轄する市町村の長に通知するものとする。 

 

 

３ 指定目的の変更のためにする指定及び兼種保安林の指定

に係る指定通知については、第８条第８項及び第９項を準用

するものとする。 

 

第１６条（省略） 

 

第３章 保安林の指定施業要件の決定 

 

（指定施業要件を定める場合の単位） 

第１７条（省略） 

２ 法第３３条第６項において準用する法第３３条第１項の指

定施業要件のうち、立木の伐採の方法、立木を伐採した後にお

２ 指定目的の変更のためにする指定は、現に定められている

指定目的に係る保安林の解除と同時又は解除前に行うもの

とする。この場合において、法第３０条の２及び法第３３条

第６項において準用する法第３３条第３項の規定による通

知書には、指定目的の変更のためにする指定である旨を付記

するものとする。 

３ 現に保安林に指定されている森林についてその指定の目

的以外の目的を達成するため、重ねて保安林に指定する場合

（以下「兼種保安林の指定」という。）における法第３０条の

２及び法第３３条第６項において準用する法第３３条第３

項の規定による通知書には、従前の指定目的に新たな目的を

追加するための指定である旨を付記するものとする。 

４ 法第２５条の２第２項の規定に基づき指定をしたときは、

当該処分の内容その他必要な事項を当該保安林の所在地を

管轄する市町村の長に通知するものとする。ただし、指定目

的の変更のためにする指定又は兼種保安林の指定について

はこの限りでない。 

（新設） 

 

 

 

第１１条（省略） 

 

第３章 保安林の指定施業要件の決定 

 

（指定施業要件を定める場合の単位） 

第１２条（省略） 

２ 法第３３条第６項において準用する法第３３条第１項の指

定施業要件のうち、立木の伐採の方法、立木を伐採した後にお

改正後第８

条第８項へ

移動 

 

 

 

改正後第８

条第９項へ

移動 

 

 

 

誤記 

 

基本通知の

構成に合わ

せてただし

書きを第３

項とし、文

言修正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

いて当該伐採跡地について行う必要のある植栽の方法及び期

間並びに樹種（以下「植栽の方法等」という。）については、当

該森林の地況、林況等を勘案して地番の区域又はその部分を単

位として定めるものとする。 

 

（主伐に係る伐採の方法） 

第１８条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

１項により指定施業要件として定める立木の伐採の方法は、

令別表第２の第１号によるほか次の各号によるものとする。 

（１） 令別表第２の第１号（一）の主伐に係る伐採の方法 

のうち伐採種については、森林の地況、林況等を勘案 

して地番の区域又はその部分を単位として、別表３に

より定めるものとし、伐採をすることができる立木

は、標準伐期齢以上のものとする旨を定めるものとす

る。 

（削る。） 

 

 

 （２） 保安林の機能の維持又は強化を図るために樹種又は

林相を改良することが必要であり、かつ、当該改良の

ためにする伐採が当該保安林の指定の目的の達成に

支障を来さないと認められるときは、前号以外の方法

によっても伐採をすることができる旨（以下「伐採方

法の特例」という。）を定めることができる。伐採方法

の特例は、当該保安林の樹種若しくは林相を改良する

必要が現に生じている場合又はこれが１０年以内に

生ずると見込まれる場合に限り定め得るものとし、指

定の日から１０年を超えない範囲内で当該特例の有

効期間を定めるものとする。 

いて当該伐採跡地について行う必要のある植栽の方法及び期

間並びに樹種（以下、「植栽の方法等」という。）については、

当該森林の地況、林況等を勘案して地番の区域又はその部分を

単位として定めるものとする。 

 

（主伐に係る伐採の方法） 

第１３条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

１項により指定施業要件として定める立木の伐採の方法は、

令別表第２の第１号によるほか次の各号によるものとする。 

 （１） 主伐に係るもの（次号に規定するものを除く。）は、

別表３に規定するところにより定める。 

  

 

 

 

（２） 前号に規定するもののほか、主伐に係る伐採の方法

については、伐採をすることができる立木は標準伐期

齢以上のものとする旨を定める。 

 （３） 保安林の機能の維持又は強化を図るために樹種又は

林相を改良することが必要であり、かつ、当該改良の

ためにする伐採が当該保安林の指定の目的の達成に

支障を及ぼさないと認められるときは、前号に規定す

るもののほか、主伐に係る伐採の方法については、前

各号の規定により定められる方法以外の方法によっ

ても伐採をすることができる旨を定めることができ

る。 

 

 

 

 

誤記 

 

 

 

 

改正前第１

号と第２号

を統合し、

基本通知の

文言に合わ

せ修正 

 

 

 

 

 

 

改正前第３

号と第４号

を統合し、

基本通知の

文言に合わ

せ修正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

なお、伐採方法の特例のうち伐採種については、択

伐とする森林については伐採種を定めないとすること

ができるものとし、禁伐とする森林については択伐と

することができるものとする。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（間伐の指定） 

第１９条 間伐の指定は、主伐に係る伐採種を定めない森林、

択伐とする森林で択伐林型を造成するための間伐を必要と

するもの及び禁伐とする森林で保育のために間伐をしなけ

れば当該保安林の指定の目的を達成することができないも

のについて定めるものとする。 

  なお、択伐林型を造成するための間伐には、択伐林型を新

たに造成する場合のほか、択伐林型の準備段階や造成途中に

ある場合、択伐林型の下木の造成に必要な上木を間伐する場

合を含むものとする。 

 

（伐採の限度） 

第２０条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

１項の指定施業要件のうち、立木の伐採の限度については、

 

 

 

 

（４） 前号の規定による主伐に係る伐採の方法（以下「伐

採方法の特例」という。）は当該保安林の樹種又は林相

を改良する必要が現に生じている場合又は１０年以

内に生ずると見込まれる場合に限り定めるものとす

るが、伐採方法の特例のうち伐採種に関するもの（以

下「伐採種の特例」という。）は、択伐とする森林につ

いては皆伐（伐採種を定めない）、禁伐とする森林につ

いては択伐とするものとする。なお、伐採方法の特例

を定める場合には、指定の日から１０年を超えない範

囲内で当該特例の有効期間も定める。 

 

（間伐の指定） 

第１４条 間伐の指定は、主伐に係る伐採種を定めない森林、

択伐とする森林で択伐林型を造成するため間伐を必要とす

るもの及び禁伐とする森林で保育のために間伐をしなけれ

ば当該保安林の指定の目的を達成することができないもの

について定めるものとする。 

 

 

 

 

 

（伐採の限度） 

第１５条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

１項の指定施業要件のうち、立木の伐採の限度については、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

令別表第２の第２号によるほか次の各号によるものとする。 

 （１） 令別表第２の第２号（一）イの伐採の限度のうち１

伐採年度において皆伐による伐採をすることができ

る面積に係るものは、指定施業要件を定めるについて

同一の単位とされる保安林又はその集団のうち当該

指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指

定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受け

ている森林以外のものの面積を令別表第２の第２号

（一）イに規定する伐期齢に相当する数で除して得た

面積（以下この条において「総年伐面積」という｡）に

前伐採年度における伐採につき法第３４条第１項の

許可（以下「立木伐採許可」という。）をした面積が当

該前伐採年度の総年伐面積に達していない場合には、

その達するまでの部分の面積を加えて得た面積とす

る旨を定めるものとする。 

 （２） 令別表第２の第２号（一）ロの１箇所当たりの皆伐

面積の限度は、原則として飛砂防備、干害防備及び保健

の各保安林について定める。なお、当該限度は１０ヘク

タール以下の範囲内において伐採跡地からの土砂の流

出の危険性、急激な疎開による周辺の森林への影響等に

配慮して個別にきめ細かに定めるものとする。 

    なお、保安林等の指定を円滑に進めるため、皆伐面積

の限度を定める際には森林所有者の意向を十分に把握

するものとする。 

 （３） 第１８条第２号により、伐採種を定めないものとさ

れた保安林に係る１箇所当たりの皆伐面積の限度は定

めないものとする。 

 （４）令別表第２第２号（一）ニの択伐の限度は、伐採の方

法として択伐が指定されている森林及び伐採種を定め

令別表第２の第２号によるほか次の各号によるものとする。 

 （１） １伐採年度において皆伐による伐採をすることがで

きる面積に係るものは、指定施業要件を定めるについ

て同一の単位とされる保安林又はその集団のうち当

該指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が

指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受

けている森林以外のものの面積を令別表第２の第２

号（１）イに規定する伐期齢に相当する数で除して得

た面積（以下この条において「総年伐面積」という｡）

に前伐採年度における伐採につき法第３４条第１項

の許可をした面積が当該前伐採年度の総年伐面積に

達していない場合にはその達するまでの部分の面積

を加えて得た面積とする旨を定める。 

 

 

（２） 令別表第２の第２号（１）ロの１箇所当たりの皆伐

面積の限度は、原則として飛砂防備、干害防備及び保健

の各保安林について定める。なお、当該限度は１０ヘク

タール以下の範囲内において伐採跡地からの土砂の流

出の危険性、急激な疎開による周辺の森林への影響等に

配慮して定めるものとする。 

 

  

 

（３） 伐採種の特例により、伐採種を定めないものとされ

た保安林に係る１箇所当たりの皆伐面積の限度は定め

ない。 

 （４）令別表第２第２号（１）ニの択伐の限度は、伐採の方

法として択伐が指定されている森林及び伐採種を定め

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

誤記 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

基本通知の

改正 

 

誤記 

 



千葉県保安林制度施行要綱（新旧対照表） 

 13

 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ない森林に対して適用するものとする。 

 （５） 規則第５６条第３項に規定する保安林又は保安施設

地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林につい

ての択伐率の算出に用いる係数は、当該森林における標

準伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木の材積の

３０パーセント（伐採跡地につき植栽によらなければ的

確な更新が困難と認められる森林につき、保安林又は保

安施設地区に指定後最初に択伐による伐採をする場合

には、４０パーセント）以上である森林にあっては当該

森林の立木度、その他の森林にあっては当該森林の標準

伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木の材積の３

０パーセント（伐採跡地につき植栽によらなければ的確

な更新が困難と認められる森林につき、保安林又は保安

施設地区に指定後最初に択伐による伐採をする場合に

は、４０パーセント）以上となる時期において推定され

る立木度とする。この場合において、推定立木度は、保

安林の指定時における当該森林の立木度を将来の成長

状態を加味して±１０分の１の範囲内で調整して得た

ものとする。 

なお、立木度は、現在の林分蓄積と当該林分の林齢に

相応する期待蓄積とを対比して１０分率をもって表わ

す。ただし、蓄積を計上するに至っていない幼齢林分に

ついては蓄積に代えて本数を用いる。 

 

（植栽の方法） 

第２１条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

１項の指定施業要件のうち、植栽の方法等については、令別

表第２の第３号によるほか、次の各号によるものとする。 

 （１） 令別表第２の第３号は、立木を伐採した後において

ない森林に対して適用するものとする。 

 （５） 規則第５６条第３項に規定する係数は、当該森林に

おける標準伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木

の材積の３０パーセント（伐採跡地につき植栽によらな

ければ的確な更新が困難と認められる森林につき、指定

後最初に択伐による伐採をする場合には、４０パーセン

ト）以上である森林にあっては当該森林の立木度、その

他の森林にあっては当該森林の標準伐期齢以上の立木

の材積が当該森林の立木の材積の３０パーセント（伐採

跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認

められる森林につき、指定後最初に択伐による伐採をす

る場合には、４０パーセント）以上となる時期において

推定される立木度とする。この場合において、推定立木

度は、保安林の指定時における当該森林の立木度を将来

の成長状態を加味して±１０分の１の範囲内で調整し

て得たものとする。 

なお、立木度は、現在の林分蓄積と当該林分の林齢に

相応する期待蓄積とを対比して１０分率をもって表わ

す。ただし、蓄積を掲上するに至っていない幼齢林分に

ついては蓄積にかえて本数を用いる。 

 

 

 

 

（植栽の方法） 

第１６条 法第３３条第６項において準用する法第３３条第

１項の指定施業要件のうち、植栽の方法等については、令別

表第２の第３号によるほか、次の各号によるものとする。 

 （１） 植栽の方法等は、植栽によらなければ的確な更新が

 

基本通知の

文言に合わ

せ修正 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せ修正 

 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せ修正 

 

 

 

 

 

 

誤記 

誤記 

 

 

 

 

 

基本通知の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

現在の森林とおおむね同等の保安機能を有する森林

を再生する趣旨で設けられたものであるから、植栽以

外の方法により的確な更新が期待できる場合には、こ

れを定めないものとする。この場合において、人工造

林にかかる森林及び森林所有者が具体的な植栽計画

をたてている森林については、原則として定めるもの

とする。 

（移動） 

 

 

 

 

 

 （２） 規則第５７条第１項の「満１年未満の苗にあっては、

同一の樹種の満１年以上の苗と同等の根元径及び苗

長を有するものであること」については、千葉県林業

種苗法施行細則（昭和４６年千葉県規則第５９号）及

び千葉県林業用種苗生産実態調査要領（昭和５５年施

行）に定められている２年生以上の苗の根元径及び苗

長と比較することをもって、満１年未満の苗が同一樹

種の満１年以上の苗と同等の根元径及び苗長を有し

ていることの妥当性を判断するものとする。 

なお、樹盛が旺盛である、根張りが良い、損傷がな

い等植栽しようとする苗が健全であることに留意す

るものとする。 

（３） 保安林において満１年未満の苗を植栽しようとする

場合は、苗を生産する事業者等に苗齢並びに根元径及

び苗長を表示した林業種苗法（昭和４５年法律第８９

号）第１８条第１項に規定する生産事業者表示票を確

困難と認められる場合、人工造林にかかる森林及び森

林所有者が具体的な植栽計画をたてている森林につ

いては、原則として定める。 

  

 

 

 

（２） 前号により植栽の方法等を定める場合には、法第３

４条第２項の許可又は規則第６３条第１項第５号の

協議の同意を伴う場合において、保安機能の維持上問

題がないと認められるときは、当該許可又は当該同意

の際に条件として付した行為の期間内に限り定める

ことを要しないものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

改正 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて第１７

条第１項第

３号に移動 

 

基本通知の

規定を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

規定を追加 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

実に添付するよう指導し、当該表示票を確認する方法

等により、書面を中心として苗齢並びに根元径及び苗

長を確認するものとする。 

（４） 規則第５７条第２項柱書の付録第８の「当該森林に

おいて、植栽する樹種ごとに、同一の樹種の単層林が

標準伐期齢に達しているものとして算出される１ヘク

タール当たりの当該森林の単層林の立木の材積を標準

伐期齢で除してえた数値」は、原則として当該森林の

森林簿又は、森林調査簿（以下「森林簿等」という。）

に示されている植栽樹種に係る地位級（樹種別に伐期

総平均成長量を立方メートル単位の等級に区分したも

のをいう。以下同じ。）をもって表すものとする。 

    ただし、当該森林の森林簿等に植栽する樹種に係る

地位級が示されていない場合にあっては、近傍類似の

森林の森林簿等に示されている当該樹種又は当該樹種

と同等の生育が期待される樹種に係る地位級を、当該

森林の森林簿等に示されている植栽する樹種に係る地

位級が、当該樹種の伐期総平均成長量と異なる場合に

あっては、当該地位級に代えて当該樹種の伐期総平均

成長量の数値を、規則付録第８の算式の V に代入して

植栽本数を算出するものとする。 

なお、規則付録第８の算式の算出結果は、次表のと

おりである。 

付録第８の算式による植栽本数 

Ｖ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

(5/

Ｖ)2/3 

1.00

0 

0.88

6 

0.8

00 

0.73

2 

0.6

76 

0.63

0 

0.59

2 

0.55

8 

植栽本

数 

3,00

0 

2,70

0 

2,4

00 

2,20

0 

2,1

00 

1,90

0 

1,80

0 

1,70

0 

 

 

 

（３） 規則付録第１２の「当該森林において、植栽する樹

種ごとに、同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達して

いるものとして算出される１ヘクタール当たりの当該

森林の単層林の材積を標準伐期齢で除してえた数値」

は、原則として当該森林の森林簿又は、森林調査簿（以

下「森林簿等」という。）に示されている植栽樹種に係

る地位級（樹種別に伐期総平均成長量をｍ３単位の等

級に区分したものをいう。以下同じ。）当該森林の森林

簿等に植栽する樹種に係る地位級が示されていない場

合には、近傍類似の森林の森林簿に示されている当該

樹種又は当該樹種と同等の生育が期待される樹種に係

る地位級をもって表すこととする。 

なお、規則付録第１２の算式の算出結果は、次表の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

付録第１２の算式による植栽本数 

Ｖ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

(5/

Ｖ)2/3 

1.00

0 

0.88

6 

0.8

00 

0.73

2 

0.6

76 

0.63

0 

0.59

2 

0.55

8 

植栽本

数 

3,00

0 

2,70

0 

2,4

00 

2,20

0 

2,1

00 

1,90

0 

1,80

0 

1,70

0 

 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

Ｖ １３ １４ １

５ 

１６ １

７ 

１８ １９ ２０ 

(5/

Ｖ)2/3 

0.52

9 

0.50

4 

0.4

81 

0.46

1 

0.4

43 

0.42

6 

0.41

1 

0.39

7 

植栽本

数 

1,60

0 

1,60

0 

1,5

00 

1,40

0 

1,4

00 

1,30

0 

1,30

0 

1,20

0 

  

 （５） 規則第５７条第２項第１号において、規則付録第８

の算式により算出された本数が３，０００本を超える

場合の植栽本数は、３，０００本とする。 

 （６） 規則第５７条第２項第２号について、次の条件に適

合する場合の植栽本数は、植栽本数を定めようとする

保安林が所在する市町村の市町村森林整備計画に定

められている人工造林の標準的な方法に基づく本数

であって、当該市町村のおおむね過半の区域におい

て、特定の森林所有者等に偏ることなく幅広い関係者

が施業した実績のある施業方法に基づく本数であり、

かつ当該林分における保育作業（鳥獣害対策を含む。）

の実績から、確実に更新を図ることが可能であると見

込まれる本数とするものとする。 

ただし、植栽本数を定めようとする保安林が、２以

上の市町村にわたり、かつこれらの市町村の市町村森

林整備計画に差異があることによって、当該保安林の

一体的な整備が妨げられる場合にあっては、市町村森

林整備計画に代えて地域森林計画に定められている人

工造林の標準的な方法に基づく本数とすることもでき

る。 

   ア 「地盤が安定し、土砂の流出又は崩壊その他の災害

を発生させるおそれがなく」については、急傾斜地で

Ｖ １３ １４ １

５ 

１６ １

７ 

１８ １９ ２０ 

(5/

Ｖ)2/3 

0.52

9 

0.50

4 

0.4

81 

0.46

1 

0.4

43 

0.42

6 

0.41

1 

0.39

7 

植栽本

数 

1,60

0 

1,60

0 

1,5

00 

1,40

0 

1,4

00 

1,30

0 

1,30

0 

1,20

0 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ある等個々の保安林の地形や土壌の現況からして、土

砂の流出又は崩壊が発生しやすいものでないことな

ど、植栽本数を減じることによって、周囲の森林に影

響を与えるおそれがない場合とする。 

   イ 「自然的社会的条件からみて効率的な施業が可能で

ある」ことについては、自然的条件にあっては、地形、

気象、土壌等の要因から苗の活着及び生育に不向きな

立地ではないこと、社会的条件にあっては、植栽本数

を定めようとする森林へのアクセスに問題がなく、伐

期に至るまで間伐等の施業が継続的に実施されてい

るなど植栽後の苗の管理が適切に実施できる立地で

あることについて確認するものとし、植栽後に効率的

な施業が可能である場合とする。 

（７） 令別表第２第３号（三）の「経済的利用に資するこ

とができる樹種」については、当該保安林の指定目的、

地形、気象、土壌等状況及び樹種の経済的特性を踏ま

えて、木材生産に資することができる樹種に限らず、

幅広い用途の経済性の高い樹種を定めることができる

ものとし、例示すれば次のような樹種が含まれる。 

   ア 木材生産に資する樹種の例 

スギ、ヒノキ等 

イ 高木性の広葉樹の例 

クヌギ、コナラ、シイ等 

ウ 深根性の樹種の例 

ケヤキ、カシ、アカマツ、クロマツ等 

エ 趣のある林相を構成する樹種の例 

ヤマザクラ、カエデ等 

オ 防火等特定の指定目的の達成のために必要とされ

る樹種の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４） 令別表第２第３号（３）の「経済的利用に資するこ

とができる樹種」については、当該保安林の指定目的、地形、

気象、土壌等状況及び樹種の経済的特性を踏まえて、木材生

産に資することができる樹種に限らず、幅広い用途の経済性

の高い樹種を定めることができる。 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例示樹種に

ついては課

内調整の

上、基本通

知に記載樹

種のうち、

本県に適し

た樹種のみ

記載 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ヤマモモ等 

（８） 早生樹をはじめ、造林樹種として新たに普及を行う

樹種を指定する場合は、当該樹種が保安林の指定目

的、地形、気象、土壌等の状況及び経済的特性等の観

点から適切であることについて、必要に応じて、試験

研究機関や大学等の学識経験者の助言を聞くものと

する。 

（９） 全ての樹種を明示して指定することが困難な場合に

は、当該森林の保安機能の維持又は強化を図るために

植栽を奨励すべき樹種を極力明示した上で、その他の

樹種については「当該地域で一般的に造林が行われ、

かつ、当該森林において的確な更新が可能である高木

性の広葉樹」等の客観的な判断が可能な記載方法によ

り、明示することが困難な樹種を包括的に指定するこ

とができるものとする。ただし、伐期総平均成長量が

６以上の樹種については、極力樹種名を明示して指定

すること。 

 

第４章 保安林の指定施業要件の変更 

（指定施業要件の変更） 

第２２条 知事は、法第３３条第６項において準用する法第３

３条の２第１項に基づく指定施業要件の認定又は同条第２

項により申請された指定施業要件の変更を、次の各号のとお

り行うものとする。 

 （１） 災害の発生等に伴い保安林に係る指定施業要件を変

更しなければ、当該保安林の指定の目的を達成するこ

とができないと認められるに至った場合には、法第３

３条の２第２項の指定施業要件を変更すべき旨の申

請がなくても、同条第１項の規定に基づく指定施業要

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 保安林の指定施業要件の変更 

（指定施業要件の変更） 

第１７条 知事は、法第３３条第６項において準用する法第３

３条の２第１項に基づく指定施業要件の認定又は同条第２

項に基づき申請された指定施業要件の変更を、次の各号に該

当する場合に行うものとする。 

 （１）  災害の発生等に伴い当該保安林に係る指定施業要件

を変更しなければ、その保安林の指定の目的を達成す

ることができないと認められるに至った場合及び植

栽が行われた場合（指定施業要件として植栽の方法、

期間および樹種が定められている場合を除く。） 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 

 

基本通知の

改正 

現状に合わ

せ「植栽に

係る指定施
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

件の変更を遅滞なく行うものとする。 

 （２） 森林所有者から規則第７２条第 1 号の規定による認

定を求められた場合において、当該保安林について現

に指定施業要件として定められている植栽の方法、期

間又は樹種が当該伐採跡地の的確な更新を図る上で

実情に即しないと認められるときであって、法第３３

条の２第１項の規定により当該指定施業要件を変更

することにより植栽が可能となり、かつ当該変更をす

る時間的な余裕があるときは、指定施業要件の変更の

手続を行うものとする。現地の状況に著しい変化が生

じたため植栽が不可能となった場合又は指定施業要

件を変更する時間的な余裕がない場合は、規則第７２

条第１号の規定による認定を行うものとし、指定施業

要件の変更をすべきものについては、その後、遅滞な

く同様の手続を行うものとする。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 （３） 指定施業要件として植栽が定められている保安林に

ついては、作業許可又は規則第６３条第１項第５号の

協議（以下「作業協議」という。）の同意を伴う場合で

あって保安機能の維持上問題がないと認められると

きは、当該指定施業要件を変更し、当該許可又は当該

同意の際に条件として付した行為の期間内に限り植

栽することを要しない旨を当該指定施業要件とする

ことができるものとする。 

 

（２）  森林所有者から規則第７２条第 1 号の規定による認

定を求められた場合において、当該保安林について現

に指定施業要件として定められている植栽の方法、期

間又は樹種が当該伐採跡地の的確な更新を図るうえで

実情に即しないと認められるときであって、当該指定

施業要件を変更することにより植栽が可能となり、か

つ当該変更をする時間的な余裕があるとき。  

 

 

 

 

 

 

 

（３）  前号において、現地の状況に著しい変化が生じたた

め植栽が不可能となった場合又は指定施業要件を変

更する時間的な余裕がない場合は、規則第７２条第 1

号の規定による認定を行うものとし、指定施業要件の

変更をすべきものについてはその後遅滞なく同様の

手続を行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

業要件が定

められてい

ない保安林

において植

栽が行われ

た場合」を

削る。 

 

改正前第２

号と第３号

を統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

（指定施業要件の変更を要しない行為） 

第２３条 （省略） 

 （２） 別表５の３に掲げる行為 

 （３） （省略） 

 

（変更の手続き） 

第２４条 法第３３条の２第２項の規定による指定施業要件

の変更に係る申請書の受理については、第５条及び第６条を

準用するものとする。 

２ 知事が行う保安林の指定施業要件の変更に係る調査等に

ついては、第７条を準用するものとする。 

３ 法第３３条の３において準用する第３０条の２の規定に

よる指定施業要件変更予定保安林の告示等については、第８

条（第５項、第８項及び第９項を除く。）を準用するものとす

る。この場合において、「保安林予定森林」とあるのは、「指

定施業要件変更予定保安林」と読み替えるものとする。 

４ 法第３３条の３において準用する第３２条の規定による

意見の聴取については、第１０条から第１４条を準用するも

のとする。 

５ 法第３３条の３において準用する法第３３条第６項にお

いて準用する同条第３項の規定による森林所有者等への保

安林の指定施業要件の変更の通知については、第１５条を準

用するものとする。この場合において、「指定通知」とあるの

は、「指定施業要件変更通知」と、「保安林予定森林」とある

のは、「指定施業要件変更予定保安林」と読み替えるものと

する。 

６ 保安林又は保安施設地区の指定後に択伐又は皆伐が行わ

れている森林について指定施業要件を変更する場合には、規

 

（指定施業要件の変更を要しない行為） 

第１８条 （省略） 

 （２）  別表４の３に掲げる行為 

 （３）  （省略） 

 

（変更の手続き） 

第１９条 保安林の指定施業要件の変更の手続きは、第７条か

ら第１０条第１項までの規定を準用する。 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

則第５６条第３項に規定する保安林又は保安施設地区の指

定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第

２第２号（一）ニの択伐率を定めることを要しないものとす

る。 

 

第５章 保安林の指定の解除 

 

（解除の理由） 

第２５条 法第２６条の２第１項に規定する「指定の理由が消

滅したとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとす

る。 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３） 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設

（以下「代替施設」という。）等が設置されたとき又はそ

の設置が極めて確実と認められるとき。 

（４）（省略） 

２（省略） 

（２） 国等以外の者が実施する事業のうち、別表６に掲げる

事業に該当するもの 

（３）（省略） 

 

（転用解除の取扱い） 

第２６条 前条第１項及び第２項による解除のうち、保安林を

森林以外の用途に供すること（以下「転用」という。）を目的

とする解除（以下「転用解除」という。）については、地域に

おける保安林の配備状況等及び当該転用の目的、態様、規模

等を考慮の上、やむを得ない事情があると認められ、かつ、

当該保安林の指定の目的の達成に支障がないと認められる

 

 

 

 

 

第５章 保安林の指定の解除 

 

（解除の理由） 

第２０条 法第２６条の２第１項に規定する「指定の理由が消

滅したとき」とは、次の各号の１に該当するときとする。 

 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３） 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設

等が設置されたとき又はその設置が極めて確実と認め

られるとき。 

（４）（省略） 

２（省略） 

 （２） 国等以外の者が実施する事業のうち、別表５に掲げる

事業に該当するもの 

 （３）（省略） 

 

（転用解除の取り扱い） 

第２１条 保安林を森林以外の用途に転用するために行なう

解除（以下「転用解除」という。）は、地域における保安林の

配備状況等及び当該転用の目的、態様、規模等を考慮の上、

やむを得ない事情があると認められ、かつ、当該保安林の指

定の目的の達成に支障がないと認められる場合に限って行

なうものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

場合に限って行なうものとする。 

なお、保安林については、制度の趣旨からして転用を抑制

すべきものであり、転用解除に当たっては、保安林の指定の

目的並びに国民生活及び地域社会に果たすべき役割の重要

性に鑑み、地域における森林の公益的機能が確保されるよう

森林の保全と適正な利用との調整を図る等厳正かつ適切な

措置を講ずるとともに、当該転用が保安林の有する機能に及

ぼす影響の少ない区域を対象とするよう指導するものとす

る。 

２ 転用解除に係る事務については、その申請に先立つ任意の

事前の相談があったときには、必要に応じて書類及び現地の

確認等を行ったうえで状況を把握し、法規に適合した適切な

指導を行うとともに、許認可等を必要とする場合又は環境影

響評価法若しくは地方公共団体の条例等に基づく環境影響

評価手続の対象となる場合には、当該行政庁と相互に緊密な

連絡調整を図るものとする。 

３ 事業実施期間が長期にわたる転用解除に係る事務につい

ては、次の各号のとおりとする。 

 （１） 保安林解除の予定告示等については、次に掲げる要

件を全て満たすものは、事業の全体計画に係る転用区

域の全部又は一部について一括して法第３０条の２

の告示等を行うことができるものとする。 

ア 保安林の解除が、法第２６条第２項に規定する「公

益上の理由」によるもの又は当該事業が規則第５条に

規定するものであること。 

イ 事業者が、法第１０条の２第１項第１号に規定する

ものであること。 

（２） 前号による解除予定保安林についての法第３４条第

２項の許可（以下「作業許可」という。）及び法第３３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の転用解除を行なうに当たっては、地域における森林

の公益的機能が確保されるよう森林の保全と適正な利用と

の調整を図る等厳正かつ適切な措置を講ずるとともに、当該

転用が、保安林の有する機能に及ぼす影響の少ない区域を対

象とするものとする。 

 

 

３ 公益上の理由以外の転用解除は、当該保安林の機能に代替

する機能を果たすべき施設 等が設置されたとき又はその設置

が極めて確実と認められるときに行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉県保安林制度施行要綱（新旧対照表） 

 23

 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

条第１項の告示等（以下「確定告示等」という。）につ

いては、次により取り扱うものとする。 

  ア 代替施設の設置等のための作業許可の申請は、期別

実施計画に従い予算措置等の見通しが得られた区域

から計画的に行うよう事業者に指示するものとする。 

  イ 確定告示等については、代替施設の設置や地番の分

筆の措置状況等を踏まえ、まとまりのある区域ごとに

逐次行うこととする。 

 

 （転用以外の解除の取扱い） 

第２７条（省略） 

 

（転用解除の要件） 

第２８条（省略） 

 （１） 別表４の第１級地に該当する保安林については、原則

として、解除は行わないものとする。 

     同表の第２級地に該当する保安林については、第２６

条の規定を満たす場合に限って解除を行うものとする。 

 （２）  保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置（以

下「事業等」という。）による土地利用が、その地域に

おける公的な各種土地利用計画に即したものであり、

かつ、当該転用の目的、その地域における土地利用の

状況等からみて、その土地以外に他に適地を求めるこ

とができないか、又は著しく困難であること。 

ただし、都道府県（地方公営企業（昭和２７年法律

第２９２号）第２条の地方公営企業をいう。）を含む。）

が事業主体となり製造場を整備する事業で、保安林の

指定の解除を伴うもの（以下「製造場整備事業」とい

う。）のうち、次の各号に掲げる要件を満たすものにつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（転用以外の解除の取扱い） 

第２２条（省略） 

 

（転用解除の要件） 

第２３条（省略） 

（新設） 

 

 

 

 （１）  保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置（以

下「事業等」という。）による土地利用が、その地域に

おける公的な各種土地利用計画に即したものであり、

かつ、当該転用の目的、その地域における土地利用の

状況等からみて、その土地以外に他に適地を求めるこ

とができないか、又は著しく困難であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

規定を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

いては、これを適用しないものとする。この場合にお

いて、知事は、保安林の指定を解除したときは、製造

場整備事業の事業区域（以下「整備事業区域」という。）

内において残置し、又は造成した森林を保安林に指定

するものとし、法第２５条第１項の規定による保安林

の指定が必要なときは、法第２７条第１項の規定によ

り農林水産大臣に申請するものとする。 

   ア 製造場整備事業が、公的な計画に位置づけられた重

要分野に係るものでありかつ、その地域における公的

な各種土地利用計画に即したものであること。 

   イ 製造場整備事業が、既に整備された製造場（以下「既

存製造場」という。）を拡張するものであり、かつ、製

造場整備事業により新たに整備される製造場で実施

される事業が既存製造場で実施されている事業（以下

「既存事業」という。）と一体的に実施されるもので

あること。 

   ウ 事業環境の変化等により、既存事業を整備事業区域

内において拡張する必要があること。 

   エ 整備事業区域の主たる区域が、保安林以外であるこ

と。 

   オ 既存事業の事業区域に隣接した土地に保安林以外

の利用可能な土地がある場合は、当該土地を優先して

利用する計画に基づいて実施されるものであること。 

   カ 整備事業区域が、既存事業の主要な施設が存する区

域に隣接していること。 

   キ 整備事業区域において残置し、又は造成する森林の

面積の割合が、同区域の面積の３５％以上確保される

ものであること。 

（３） 保安林の転用に係る土地の面積が、次に例示するよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保安林の転用に係る土地の面積が、次に例示するよう
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

うに当該転用の目的を実現する上で必要最小限度のも

のであること。 

  ア 転用により設置しようとする施設等について、法令

等により基準が定められている場合には、当該基準に

照らし適正であること。 

   イ 大規模かつ長期にわたる事業等のための転用に係

る解除の場合には、当該事業等の全体計画及び期別実

施計画が適切なものであり、かつ、その期別実施計画

に係る転用面積が必要最低限度のものであること。 

 （４） 次の事項の全てに該当し、申請に係る事業等を実施

することが確実であること。 

   ア（省略） 

   イ（省略） 

   ウ 事業者が事業等を行うため当該保安林と併せて使

用する土地がある場合において、その土地を使用する

権利を取得している、又は取得することが確実である

こと。 

   エ イ及びウの土地の利用又は事業等について、他の行

政庁の免許、許可、認可その他の処分（以下「許認可

等」という。）を必要とする場合には、当該許認可等が

なされているかの確認又は当該申請に係る申請の状

況の確認ができること。また、行政庁の処分以外に環

境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は地方公共

団体の条例等に基づく環境影響評価手続の対象とな

る場合には、その手続の状況の確認もできること。 

   オ 事業者に当該事業等を実施するのに十分な信用、資

力及び技術があることが確実であること。 

 （５） 転用解除に当たって、当該転用解除に直接の利害関

係を有する者の意見を聴取していること。 

に当該転用の目的を実現する上で必要最小限度のもの

であること。 

ア 法令等により基準が定められている場合には、当該

基準に照らし適正であること。 

 

   イ 大規模、かつ、長期にわたる事業等のための転用に

係る解除の場合には、当該事業等の全体計画及び期別

実施計画が適切なものであり、かつ、その期別実施計

画に係る転用面積が必要最低限度のものであること。 

 （３）  次の事項の全てに該当し、申請に係る事業等を行う

ことが確実であること。 

  ア（省略） 

  イ（省略） 

  ウ 事業者が事業を行うため当該保安林と併せて使用す

る土地がある場合において、その土地を使用する権利を

取得しているか、又は取得することが確実であること。 

 

  エ イ及びウの土地の利用、又は事業等について、法令等

による許認可等を必要とする場合には、当該許認可等が

なされているか、又はなされることが確実であること。 

   

 

 

 

 

オ 事業者に当該事業等を遂行するのに十分な信用、資力

及び技術があることが確実であること。 

（４）  転用の目的を実現するため保安林を解除することに

ついて、当該保安林の解除に利害関係を有する市町村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 （６） その他の満たすべき基準は次によるものとする。 

   ア 転用に当たっては、当該保安林の指定の目的の達成

に支障を来さないよう、代替施設の設置等の措置が講

じられた、又は確実に講じられることについて、第３

６条第１項の規定による知事の確認があること。 

 

   イ アの代替施設の設置等については、当該施設の設置

に係る転用が、千葉県林地開発許可審査基準（平成２

２年１０月１日施行）の第２章の第２、第５及び第６

の規定（以下「林地開発審査基準」という。）に適合す

るものであること。 

   ウ イのほか、事業等に係る転用に伴う土砂の流出又は

崩壊その他の災害の防止、周辺の環境保全等について

は、林地開発審査基準に適合するものであること。た

だし、転用に係る保安林の面積が５ヘクタール以上で

ある場合又は事業者が所有権その他の当該土地を使

用する権利を有し、事業等に供しようとする区域（以

下「事業区域」という。）内の森林の面積に占める保安

林の面積の割合が１０パーセント以上である場合（転

用に係る保安林の面積が１ヘクタール未満の場合を

除く。）には、林地開発審査基準に代えて別表７に示

す基準に適合するものであること。 

   エ 転用に係る保安林の面積が５ヘクタール以上であ

る場合又は事業区域内の森林の面積に占める保安林

の面積の割合が１０パーセント以上である場合（転用

に係る保安林の面積が１ヘクタール未満の場合を除

の長の同意及びその解除に直接の利害関係を有する

者の同意を得ているか又は得ることができると認め

られるものであること。 

 （５）  その他の満たすべき基準は次によるものとする。 

  ア 当該保安林の指定の目的の達成に支障のないよう、転

用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能

を果すべき施設（以下「代替施設」という。）の設置等の

措置が講じられたか、又は確実に講じられることについ

て、次のイからエに適合すること。 

  イ アの代替施設の設置等については、当該施設の設置に

係る転用が、千葉県林地開発許可審査基準（平成２２年

１０月１日施行）の第２章の第２及び第５の規定（以下

「林地開発審査基準」という。）に適合すること。 

 

  ウ イのほか、事業等に係る転用に伴う土砂の流出又は崩

壊その他の災害の防止、周辺の環境保全等についても、

林地開発審査基準に適合すること。ただし、転用に係る

保安林の面積が５ヘクタール以上である場合又は事業

者が所有権その他の当該土地を使用する権利を有し事

業等に供しようとする区域（以下「事業区域」という。）

内の森林の面積に占める保安林の面積の割合が１０パ

ーセント以上である場合（転用に係る保安林の面積が１

ヘクタール未満の場合を除く。）には、林地開発審査基

準に代えて別表６に示す基準に適合すること。 

 

（新設） 

 

 

 

市町村の長

の意見聴取

については

事務処理要

領により林

業事務所長

が聴取する

こととして

いるため修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

く。）であって、水資源の涵養又は生活環境の保全形

成等の機能を確保するため代替保安林の指定を必要

とするものにあっては、原則として、当該転用に係る

面積以上の森林が確保されるものであること。 

  オ 転用に係る保安林の面積が０．３ヘクタール以上で

かつ１ヘクタール以下（「太陽光発電設備の設置」を

目的とした転用については０．３ヘクタール以上でか

つ０．５ヘクタール以下）である場合は、千葉県林地

開発行為等に関する行政指導指針（平成２２年１０月

１日施行）で規定する別表第３の森林若しくは緑地の

割合の基準に適合するものであること。 

２ 「公益上の理由」による転用解除のうち国等が行う事業に

よる場合は、次の各号の要件を備えなければならないものと

する。 

 （１） 別表４の第１級地については、転用の態様、規模等

からみて国土の保全等に支障を来さないと認められ

るものを除き、原則として、解除は行わないものとす

る。 

同表の第２級地については、前項の（１）を準用す

るものとする。 

 （２）  前項の（２）を準用するものとする。 

 （３）  前項の（３）を準用するものとする。 

 （４）  前項の（４）アからエまでの事項すべてに該当し、申

請に係る事業等を行うことが確実であること。 

 （５）  前項の（６）を準用するものとする。 

 

３ 「公益上の理由」による転用解除のうち国等以外の者が実

施する事業による場合は、次の各号による要件を備えなけ

ればならないものとする。 

 

 

 

 

エ 転用に係る保安林の面積が０．３ヘクタール以上でか

つ１ヘクタール以下である場合は、千葉県林地開発行為

等に関する行政指導指針（平成２２年１０月１日施行）

で規定する別表第３の森林若しくは緑地の割合の基準

に適合すること。 

 

 

２ 「公益上の理由」による転用解除のうち国等が行う事業に

よる場合は、次の各号の要件を備えなければならないものと

する。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （１）  前項の（１）と同様とする。 

 （２）  前項の（２）と同様とする。 

 （３）  前項の（３）アからエまでの事項すべてに該当し、申

請に係る事業等を行うことが確実であること。 

 （４）  前項の（５）に準じた措置が講じられるものであるこ

と。 

３ 「公益上の理由」による転用解除のうち国等以外の者が実

施する事業による場合は、次の各号による要件を備えなけ

ればならないものとする。 

 

 

 

 

林地開発及

び小規模林

地開発制度

の改正内容

を反映 

 

 

 

 

 

基本通知の

規定を追加 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 （１） 第１項の（１）を準用するものとする。 

 （２）  第 1 項の（２）を準用するものとする。 

 （３）  第 1 項の（３）を準用するものとする。 

 （４）  第 1 項の（４）を準用するものとする。 

 （５）  第 1 項の（５）を準用するものとする。 

 （６）  第 1 項の（６）を準用するものとする。 

 

 

（森林審議会） 

第２９条 （省略） 

 

（保安林の解除に直接の利害関係を有する者の範囲） 

第３０条 法第２７条第１項に規定する保安林の解除に直接

の利害関係を有する者は、第５条の規定を準用するものとす

る。 

  この場合において、「指定」とあるのは「指定の解除」と読

み替えるものとする。 

 

（解除の申請書に添付する書類等） 

第３１条 規則第４８条第１項第１号の規定により申請書に

添付する位置図及び区域図は、原則として実測図とするもの

とする。ただし、転用を目的とするものでない場合には、森

林計画図の写しとすることができるものとする。 

２ 規則第４８条第１項第２号に規定する申請者が、当該申請

に係る指定に直接の利害関係を有する者であることを証す

る書類は第６条第１項の規定を準用する。 

３ 規則第４８条第２項第１号に規定する計画書は、次の各号

の事項を記載した書類、転用に係る区域及びそれに関連する

区域並びにそれらの区域内に設置される施設の配置図、縦横

 （新設） 

 （１）  第 1 項の（１）と同様とする。 

 （２）  第 1 項の（２）と同様とする。 

 （３）  第 1 項の（３）と同様とする。 

 （４）  第 1 項の（４）と同様とする。 

 （５）  第 1 項の（５）に準じた措置が講じられるものである

こと。 

 

（森林審議会） 

第２４条 （省略） 

 

（保安林の解除に直接の利害関係を有する者の範囲） 

第２５条 保安林の解除に直接の利害関係を有する者の範囲

は、第５条の規定を準用する。 

 この場合において、「指定」とあるのは「指定の解除」と読み

替えるものとする。 

 

 

（申請書に添付する書類等） 

第２６条（新設） 

 

 

 

（移動） 

 

 

規則４８条第２項第１号に規定する計画書は、次の各号の

事項を記載した書類、転用に係る区域及びそれに関連する区

域並びにそれらの区域内に設置される施設の配置図、縦横断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

改正前第２

６条第４項

から移動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

断面図、その他実施設計に関する図面並びに土量計算等に関

する書類とする。 

 （１） 転用の目的に係る事業又は施設の名称 

 （２） 事業者の氏名（法人及び法人でない団体にあっては

名称及び代表者の氏名）及び住所（法人にあっては本

店又は主たる事務所の所在地とし、法人でない団体に

あっては代表者の住所とする。） 

 

 （３）  事業等又は施設の設置（以下「事業等」という。）の

用に供するため当該保安林を選定した事由 

 （４）  事業等を実施する者が当該保安林の土地を使用する

権利の種類及び当該権利の取得の状況 

 （５）（省略） 

 （６）（省略） 

 （７）  事業等に関する工事を開始する予定の日、当該工事

の工程並びに当該工事により設置される施設の種類、

規模、構造及び所在 

 （８）（省略） 

４ 規則第４８条第２項第２号に規定する代替施設の設置計

画書については次の各号によるものとする。 

 （１）（省略） 

 （２）（省略） 

   エ 代替施設に関する工事を開始する予定の日、当該工

事の工程並びに代替施設の種類、規模、構造及び所在 

 

   オ（省略） 

５ 規則第４８条第２項第３号の書類については次の各号に

よるものとする。 

 （１） 「他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分（以下

面図、その他実施設計に関する図面並びに土量計算等に関す

る書類とする。 

 （１） 転用の目的に係る事業または施設の名称 

 （２） 当該事業を行い、または施設を設置する者の氏名（法

人又は法人でない団体にあっては名称及び代表者の

氏名）及び住所（法人にあっては本店又は主たる事務

所の所在地とし、法人でない団体にあっては代表者の

住所とする。） 

 （３）  当該事業又は施設の設置（以下「事業等」という。）

の用に供するため当該保安林を選定した事由 

 （４）  当該事業等を実施する者が当該保安林の土地を使用

する権利の種類及び当該権利の取得の状況 

 （５）（省略） 

 （６）（省略） 

 （７）  事業等に関する工事を開始する予定の日並びに当該

工事の工程および当該工事により設置される施設の

種類、規模、構造および所在 

 （８）（省略） 

２ 規則４８条第２項第２号に規定する代替施設の設置計画

書については次の各号によるものとする。 

 （１）（省略） 

 （２）（省略） 

  エ 代替施設に関する工事を開始する予定の日並びに当

該工事の工程および代替施設の種類、規模、構造及び所

在 

  オ（省略） 

３ 規則４８条第２項第３号の書類については次の各号によ

るものとする。 

 （１）  行政庁の免許、許可、認可その他の処分（以下「許

 

 

誤記 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 

 

 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 

 

 

 

誤記 

 

 

 

誤記 

 

 

 

誤記 

 

 

 

誤記 

 

基本通知の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

「許認可等」という。）」に係る申請の状況を記載した

書類は、次のとおりとする。 

   ア 申請中の許認可等については、許認可等の種類、申

請先行政庁及び申請年月日を記載した書類 

   イ 申請前の許認可等については、許認可等の種類、申

請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類 

 （２）  「処分があったことを証する書類」については、当

該許認可等を行った行政庁が発行した証明書又は許

認可の写しとすること。 

 （３）  許認可等には、国の機関の通知及び地方公共団体の

条例、規則、通知によるものも含むこと。 

６ 規則第４８条第２項第４号に規定する法人の登記事項証

明書に準ずるものについては、法人が実在することを証明す

るために必要な情報（法人番号、法人の名称・所在地）を記

載した書類又はその写しとする。また、類するものは公的機

関が発行した氏名及び住所が記載された書類又はその写し

とする。 

７ 規則第４８条第２項第５号に規定する資力及び信用があ

ることを証する書類については、次によるものとする。ただ

し、事業等の目的、様態等に応じて必要な書類を追加し、又

は他の書類により資力及び信用を確認できる場合には、当該

書類の添付をもって代替できるものとする。 

 （１） 資金計画書（第３項及び第４項に規定する計画書に

記載する場合は、当該計画書の提出をもって代替する

ことができる。） 

 （２） 資金の調達について証する書類（自己資金により調

達する場合は預金残高証明書、融資により調達する場

合は融資証明書等、資金の調達方法に応じ添付する。） 

 （３） 貸借対照表、損益計算書等の法人の財務状況や経営

認可」という。）に係る申請の状況を記載した書類は、

次のとおりとする。 

  ア 申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行

政庁及び申請年月日を記載した書類 

  イ まだ申請していない許認可については、許認可の種

類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類 

 （２）  許認可があったことを証する書類は、当該許認可を

行った行政庁が発行した証明書又は許認可の写しと

する。 

（３）  許認可には、他法令によるものも含む。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言に合わ

せて修正 

誤記 

 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 

 

基本通知の

文言に合わ

せて修正 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉県保安林制度施行要綱（新旧対照表） 

 31

 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

状況を確認できる資料 

 （４） 納税証明書 

 （５） 事業経歴書（必要に応じ、一定の期間を定め、その

期間内の経歴とすることができる。） 

 （６） 融資決定が転用解除後となる場合等当該書類を提出

することが困難な場合には、次に掲げる方法等により

確認するものとする。 

   ア 代替施設の設置等の先行実施を徹底させる観点か

ら、代替施設の設置等に係る部分の資金の調達につい

て別途預金残高証明書等により確認する。 

   イ 上記が困難な場合には、申請時に、事業者の資金計

画書に加え、金融機関から事業者への関心表明書を提

出させ、着手前に融資証明書を提出させる。 

（７）その他参考となる資料 

８ 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める

件（昭和３７年農林省告示第８５１号、以下「様式告示」と

いう。）１２の注意事項４の「事業等を実施するために必要

な能力があることを証する書類」については、次によるもの

とする。ただし、事業等の目的、様態等に応じて必要な書類

を追加し、又は他の書類により事業等を実施するために必要

な能力を確認できる場合には、当該書類の添付をもって代替

できるものとする。 

 （１） 建築業法許可書（土木工事業） 

 （２） 事業経歴書（必要に応じ、一定の期間を定め、その

貴管内の経歴とすることができる。） 

 （３） 預金残高証明書 

 （４） 納税証明書 

 （５） 事業実施体制を示す書類（職員数、主な役員、技術

者名簿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 （６） 規則第４８条第２項第１号及び第２号に規定する事

業又は施設の設置に係る施行実績を示す書類（監督処

分及び行政指導があった場合は、その対応状況も含

む。必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の実績

とすることができる。） 

 （７） 申請時点で施行者が決定していない場合等当該書類

を提出することが困難な場合には、申請時に施行者の

決定方法や時期、求める施行能力について記載した書

類を提出させるとともに、着手前までに世紀の確認書

類を提出することについて確約書を提出させる等の

方法により確認するものとする。 

 （８） その他参考となる資料 

９ 転用解除に当たって、第２８条の要件を備えているか否か

については、次に掲げる書類を事業者に提出させる等の方

法により確認するものとする。 

なお、当該確認のほか、併せて第３２条の調査等について

十分に実施した上で、判断するものとする。 

（１） 級地区分 

   ア 法第１０条の１５第４項第４号に規定する治山事

業の施行地等の有無については、治山施設台帳等を確

認すること。 

イ 傾斜度については、転用に係る区域の傾斜度を測定

した図面等により確認すること。 

ウ 地形、地質等からして崩壊しやすいものについて

は、転用に係る区域の過去の災害履歴等を確認するこ

と。 

エ 保安林の解除に伴い残置し、又は造成することとさ

れたものについては、過去の転用解除に係る書類によ

り確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

オ その他図面等により確認すること。 

（２） 用地事情 

ア 事業等による土地利用について具体的に示されて

いる公的土地利用計画により確認すること。 

イ 事業等による土地利用について公的土地利用計画

に記載されているものの、その記載が具体的ではない

場合は、当該計画と併せて、事業等が当該計画に適合

することを当該計画の策定者が認める書類により確

認すること。 

ウ 事業等の実施が、その土地以外に他に適地を求める

ことができないことを、ア及びイの公的土地利用計画

のほか、第３項の計画書により確認すること。 

エ 製造場整備事業に係る要件については、ア及びイの

ほか、第３項の計画書により確認すること。 

（３） 面積 

第３項の計画書により確認するものとし、事業等が

他の法令や技術基準等に基づく必要がある場合には、

当該法令等も併せて確認すること。 

 （４） 実現の確実性 

ア 事業等に関する計画の内容については、第３項の計

画書により確認すること。 

イ 事業者が当該保安林の土地を使用する権利を取得

している、又は取得することが確実であることについ

ては、森林の土地の登記事項証明書や所有権、地上権、

貸借権その他の権利を証する書類等により確認する

こと。 

ウ 事業者が事業等を実施するため当該保安林と併せ

て使用する土地がある場合において、その土地を使用

する権利を取得している、又は取得することが確実で
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

あることの確認については、イを準用すること。 

エ イ及びウの土地の利用又は事業等に関する許認可

等については、第５項の書類により確認すること。 

オ 事業者に当該事業等を実施するのに十分な信用、資

力及び技術があることについては、第７項及び第９項

の書類により確認すること。 

（５） 利害関係者の意見 

 転用解除に直接の利害関係を有する者の意見につ

いては、原則として、その全ての者の意見書等により

確認すること。ただし、当該者が多数に及ぶ場合や所

有者が不明な場合等においては、事業等に係る説明会

を開催した上で、当該地区を代表する者等からの意見

書等により確認することもできる。 

なお、意見を聴取する直接利害関係者については、

その範囲を示す図面等を事業者に提出させることに

より確認すること。 

１０ 知事は、申請が不適法であって、補正することができる

ものであるときは直ちに補正を求め、補正することができな

いものであるときは、当該申請者に対して理由を付した書面

を送付して、却下するものとする。 

（移動） 

 

 

 

（解除の調査等） 

第３２条 知事が行う保安林の解除に係る調査等については、

第７条を準用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

４ 法第２７条第１項に規定する保安林の解除に直接の利害

関係を有する者であることを証する書類は第６条の規定を

準用する。 

 

（解除の調査等） 

第２７条 知事は、法第２７条第１項に規定する解除の申請が

あった場合は、実地調査を行うほか適宜の方法により、用地

の取得状況、他法令等の許認可の見通し、事業者の信用、資

力等事業実施の確実性、直接の利害関係者等の同意の有無、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて移動 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

（解除予定保安林の告示等） 

第３３条 解除予定保安林の告示等については、第８条（第３

項、第５項、第８項及び第９項を除く。）を準用するものとす

る。この場合において、「保安林予定森林」とあるのは「解除

予定保安林」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解除予定保安林に関する告示等の取り消し） 

第３４条 知事は、規則第４８条第２項に規定する代替施設

が、法第３４条第２項の規定による許可期間内に設置される

見込みがない場合は予定告示を取り消すことができるもの

とする。 

 

（意見の聴取） 

地域住民の動向等について十分な調査を行うものとする。こ

の場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村の長

の当該解除に関する意見を聴くものとする。なお、申請が不

適法であって、補正することができるものであるときは直ち

にその補正を求め、補正することができないものであるとき

は却下するものとする。 

 

（解除予定保安林の告示等） 

第２８条 法第３０条の２の規定による掲示の内容は、同条の

告示の内容に準ずるものとし、解除予定保安林に関する通知

の内容は､保安林を解除する予定である旨並びに当該保安林

の所在場所、指定の目的及び解除の理由とする。 

２ 前項の告示は、千葉県報で行うものとする。 

３ 知事は、規則第４８条第２項第２号の規定による代替施設

の設置計画書が提出されている場合においては、当該解除に

係る保安林について法第３０条の２の告示の日から４０日

を経過し、かつ、法第３２条第１項の異議の意見書の提出が

なかった場合には、事業者に対し代替施設の設置等を速やか

に講じるよう指導するとともに、当該施設の設置等が講じら

れたか、又は確実に講じられるかについての確認を行うもの

とする。 

 

（解除予定保安林に関する告示等の取り消し） 

第２９条 知事は、規則第４８条第２項に規定する代替施設

が、法第３４条第２項の規定に基づく許可期間内に設置され

る見込みがない場合は予定告示を取り消すことができるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

第３５条 意見の聴取については、第１０条から第１４条まで

を準用するものとする。 

 

（代替施設の設置等の確認に関する措置） 

第３６条 第２８条第１項第６号アに規定する代替施設の設

置等の確認は、次の各号により行うものとする。 

（１） 知事は、転用に係る解除予定保安林について、法第

３０条の２第１項の告示の日から４０日を経過した

後（法第３２条第１項の意見書の提出があったとき

は、これについて同条第２項の意見の聴取を行い、法

第３０条の２第１項により告示した内容を変更しな

い場合に限る。）に、事業者に対し、第２８条第１項第

６号アの代替施設の設置等を速やかに講じるよう指

導するとともに、当該施設の設置等が講じられた、又

は確実に講じられることについて確認を行うものと

する。ただし、製造場整備事業が、次の各号に掲げる

要件を満たすことを知事が確認したときは、当該確認

を要せず、代替施設の設置等を速やかに講じるよう指

導するものとする。 

   ア 主要な代替施設（知事に事前に協議した代替施設の

うち、その主要部分を構成する排水施設、流出土砂貯

留施設、洪水調整施設等のことをいう。以下同じ。）の

設置が完了していること。 

   イ 主要な代替施設以外の代替施設に関する工事の完

了期日が明らかであること。 

   ウ 主要な代替施設以外の代替施設に関する工事の完

了までの間に、製造場整備事業の実施に伴う土砂の流

出又は崩壊その他の災害の防止、周辺の環境保全等に

ついての措置が適切に講じられることが明らかであ

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ること。 

   エ 主要な代替施設以外の代替施設に関する工事の完

了までの間に、製造場整備事業の実施に伴う土砂の流

出又は崩壊その他の災害、周辺の環境を著しく悪化さ

せる事象等が生じた場合、知事に報告を行うととも

に、復旧作業等が適切に講じられる体制が構築されて

いること。 

   オ 主要な代替施設以外の代替施設が設置されなかっ

た場合、解除区域において保安林の機能を回復させる

措置が講じられることが明らかであること。 

また、法第３２条第２項の規定による意見の聴取を

行い、法第３０条の２第１項の規定により告示した内

容を変更する場合には、同規定により改めて告示を行

うなどの手続を行うことが必要であり、事業者に対

し、代替施設の設置等に着手しないよう指導するもの

とする。 

（２） 前号の確認は、次のものについて行うものとする。 

ア 法第２６条の２第１項の規定による解除 

イ 法第２６条の２第２項の規定による解除であって、

令第２条の３に規定する規模を超え、かつ、法第１０

条の２第１項第１号から第３号までに該当しないも

の 

２ 知事は、代替施設の設置等の確認に当たって、単に、当該

保安林種ごとの指定目的に係る機能の代替施設だけでなく、

防災施設、造成森林等の設置状況を確認するとともに、これ

らの代替施設以外にも、事業等に係る転用に伴う土砂の流出

又は崩壊その他災害の防止、周辺の環境保全等の観点から措

置すべき事項についても厳正に確認を行うものとする。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（解除の告示等） 

第３７条 転用に係る解除予定保安林について、法第３３条第

６項において準用する法第３３条第１項の規定による解除

の告示は、前条第１項第１号の確認を了した後に行うものと

する。 

２ 法第３３条第６項において準用する法第３３条第３項の

規定による森林所有者等への保安林の指定の解除の通知（以

下「解除通知」という。）については、第１５条を準用するも

のとする。この場合において、「指定通知」とあるのは「解除

通知」と、「保安林予定森林」とあるのは「解除予定保安林」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３８条（省略） 

 

 （解除予定保安林における作業許可の取扱い） 

第３９条 解除予定保安林において法第３０条の２第１項の

告示の日から４０日を経過した後（法第３２条第１項の意見

書の提出があったときは、これについて同条第２項の意見の

聴取を行い、法第３０条の２第１項の規定により告示した内

（解除の通知） 

第３０条（新設） 

 

 

 

 法第３３条第６項において準用する法第３３条第３項の規

定による通知は、次の各号により行うものとする。 

 （１）  法第３０条の２の規定による通知をした森林所有者

に異動があった場合には、新森林所有者を通知の相手方と

する。 

 （２）  通知の内容が法第３０条の２の規定による通知の内

容と同一である場合には、森林所有者に異動があった場合

を除き、通知書に解除予定保安林についての通知の内容と

同一である旨を記載する。 

 （３）  解除に係る保安林が１筆の土地の一部である場合に

は、通知書に当該部分を明示した図面を添付する。ただし、

森林所有者に異動があった場合を除き当該区域が解除予

定保安林の区域と同一である場合には、この限りでない。 

２ 知事は、保安林の指定を解除したときは、当該処分の内容

その他必要な事項を当該保安林の所在地を管轄する市町村

の長に通知するものとする。 

 

第３１条（省略） 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

改正前第４

９条から移

動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

容を変更しない場合に限る。）に行う代替施設の設置等につ

き、確認を必要とする場合の作業許可等の取扱いに当たって

は、次によるものとする。 

 （１） 作業許可等を行う場合の取扱い 

ア 作業許可の取扱い方法 

（ア） 作業許可申請書が提出された場合には次に掲げ

る順序に従い、許可手続を進めるものとする。 

ただし、解除予定保安林の区域が小規模である

等の理由により、ａからｃまでに掲げる行為（ｂ

に掲げる行為を必要としない場合にあっては、ａ

及びｃに掲げる行為）を同時に許可せざるを得な

い場合であってそれぞれの行為が終わった時点

で次の工事に着手することを条件として許可す

るときは、この限りでない。 

ａ 代替施設の設置等のために必要な起工測量等

（解除予定保安林の区域の測量及び当該区域の

縦横断測量、当該測量のための測量杭の設置、ベ

ンチマーク及び引照点の設置、丁張り等）のため

の土地の形質の変更等の行為 

ｂ 事業計画書に基づき実施する工事に先行して

代替施設（貯砂えん堤、沈砂池、調整池、流末排

水施設等）を設置する場合の土地の形質の変更等

の行為 

ｃ 事業計画書に基づき実施する工事と併せて代

替施設（切盛法面の保護、土留施設、排水路等）

を設置する場合の土地の形質の変更等の行為 

（イ） （ア）のｂの許可は、ウの（イ）のａによる審

査を了しているか否かを確認した後に、（ア）のｃ

の許可は、ウの（イ）のｂによる審査を了してい
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

るか否かを確認した後に行うものとする。 

（ウ） （ア）のａからｃまでの代替施設の設置等につ

いては、それぞれの許可期間満了後現地確認を行

うものとする。 

ただし、当該期間満了前に行為が終了したもの

について、届出があった場合は、その時点で確認

を行うものとする。 

イ 作業許可申請に当たっての事前指導 

作業許可の申請に先立ちあらかじめ、次の事項につ

いて当該申請者を指導するものとする。 

（ア） 立木の伐採については、規則第６０条第１項第

５号の規定により、同条第２項の立木伐採届出書

を伐採しようとする日の２週間前までに必ず提

出させること。 

（イ） 原則としてアの（ア）のａからｃまでに掲げる

順序に従い、作業許可申請をさせること。 

（ウ） 代替施設の設置等に係る工事の工程を変更する

必要が認められるときは、それぞれの作業許可申

請書に変更工程表及び変更理由書を添付させる

こと。 

（エ） 作業許可の内容（作業許可に付する条件を含

む。）に違反したときは、法第３８条第２項の規定

による復旧命令等厳正な取扱いをすること。 

（オ） 解除予定保安林において、転用目的以外の用に

供し、若しくは供しようとすることが明らかとな

った場合又は作業許可の期間内に、代替施設の設

置等が適正に行われない、若しくは行われる見込

みがない場合には、当該解除予定保安林につき解

除を行わないことがあること。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ウ 作業許可申請書の審査 

（ア） 作業許可、許可申請及び附属図面に記載された

内容が次の事項に適合するか否かにつき審査の

上行うものとする。 

ａ 許認可等を必要とするものについて、当該許認

可等があったことを証する書類が添付されてい

ること。 

ｂ 原則としてアの（ア）のａからｃまでに掲げる

順序に従って許可申請されており、かつ、解除予

定保安林の所在場所（又は区域）と一致している

こと。 

ｃ 代替施設の設置等に係る事業計画の内容と適

合していること。 

ｄ 規則第６０条第１項第５号の規定による同条

第２項の届出に係る区域と一致していること。 

（イ） アの（ア）のｂ又はｃに係る作業許可申請書に

ついては、次の事項を確認するものとする。 

ａ アの（ア）のｂに係る作業許可申請書が提出さ

れた場合にあっては、実地調査等により、アの

（ア）のａによる起工測量等が終了しているか否

かを確認すること。 

ｂ アの（ア）のｃに係る作業許可申請書が提出さ

れた場合にあっては、実地調査等により、アの

（ア）のａの起工測量及びｂの代替施設の設置が

完了しているか否かを確認すること。 

なお、アの（ア）のｂの代替施設を設置する区

域が解除予定保安林の区域外である場合におい

ても、同様とする。 

（２） 代替施設の設置等について変更を要する場合の措置 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

代替施設の設置等について、変更を要することとなっ

た場合には、あらかじめ知事に協議するものとし、次に

より取り扱うものとする。 

ア 代替施設の位置、工種、規模及び数量等の変更は、

当初計画（解除予定保安林の代替施設計画）と比較し、

代替機能が下回らないよう措置するものとする。 

イ 代替施設の設置等に係る事業計画の変更が軽微（法

第３０条の２の規定による予定告示の変更を伴わな

い変更）であり、変更後の計画が法第２６条の２第１

項もしくは第２項の規定による解除要件に該当しか

つその理由がやむを得ないと認められる場合は、その

変更を認めるものとする。 

ウ 代替施設の設置等に係る事業計画の内容の変更で

あって、当該内容を著しく変更し、又は解除予定保安

林の変更（法第３０条の２の規定による予定告示の変

更）を伴うものは認めないものとする。ただし、当該

変更が区域の変更であって、変更しなければ事業目的

が達成できないと認められるものについては、変更後

の計画が法第２６条の２第１項もしくは第２項の規

定による解除要件に該当しかつその理由がやむを得

ないと認められる場合は、その変更を認めるものと

し、法第３０条の２の規定による予定告示の変更を行

うこととする。 

（３） その他 

ア 作業許可申請書の様式及び記載方法 

作業許可申請の手続を行うに当たっては、規則第６

１条の申請書の様式及び記載方法によるもののほか、

（１）のアの（ア）のａからｃまでに掲げる順序に従

って次のように記載するよう申請者を指導するもの
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

とする。 

（ア） 作業許可申請書の所在場所欄は、保安林が２筆

以上ある場合にあっては、１筆の代表地番を記載

し、その他の場合にあっては大字、字、地番につ

いて「ほか○○」と記載するほか、「明細は別紙調

書及び添付図面のとおり」と併記すること。 

（イ） 行為の方法欄は、「別紙調書のとおり」と記載す

ること。 

（ウ） 行為の期間欄は、原則として（１）のアの（ア）

のａからｃまでに掲げる順序に従って記載する

こと。 

（エ） 作業許可申請書に添付する図面は、解除申請書

の事業計画（平面図）に様式告示１２の解除図面

の作成に必要な記号を用いて地番界等を明示す

るとともに、当該申請区域を色別すること。 

（オ） （ア）及び（イ）の調書の様式は、次によるこ

と。 

申 請 の

目的 

字名及び

地番 

許 可 申 請

面積 

行 為 の 種

類 
備  考 

（記 載 要 領）  

ゴ ル フ

場 の

造成 

字甲－１  起工測量、

丁張、杭

打ち 

Ｎｏ．１コンク

リートえん堤

の起工測量 

 字乙－２   Ｎｏ．２  〃 

 字丙－３   Ｎｏ．１コース

の起工測量 

Ｎｏ．２コース

の起工測量 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

イ 代替施設の設置等に伴い一時的に使用する附帯施

設等（使用後は森林に復旧する施設）の作業許可につ

いては、（１）に準じて取り扱うよう指導すること。 

 

（削る。） 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

第６章 異議意見書 

 

（異議意見書及び添付書類） 

第３２条 法第３２条第１項の規定による異議意見書は、異議

意見に係る森林及び理由が共通である場合に限り連署して

提出ができるものとする。 

２ 規則第５１条で規定する直接の利害関係を有する者であ

ることを証する書類は、第６条の規定を準用する。 

 

（異議意見書の受理） 

第３３条 （省略） 

 

（意見聴取会の期日等の通知） 

第３４条 法第３２条第３項の通知書には、同項に規定された

事項のほか、次の各号を記載するものとする。 

 （１） 意見聴取会の開始時刻 

（省略） 

 

（意見聴取会の期日等の公示） 

第３５条 （省略） 

 

（意見聴取会の運営等） 

第３６条 （省略） 

９ 前第５項の規定によりその陳述につき時間を制限された

者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は前第６

 

 

 

 

 

 

 

改正後第１

０条に移動 

 

 

 

 

 

改正後第１

１条に移動 

 

改正後第１

２条に移動 

 

 

 

 

改正後第１

３条に移動 

 

改正後第１

４条に移動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 立木の伐採許可及び届出 

 

（皆伐面積の限度の公表） 

第４０条 令第４条の２第３項の規定による公表は、千葉県ホ

ームページに掲載するものとする。 

２ 前項の公表は、同一の単位とされる保安林ごとに皆伐面積

の限度を明示してするものとする。この場合において、伐採

方法の特例に該当して伐採種を定めないとされたものにつ

いての皆伐面積の限度は、第２０条の規定により指定された

ものについての皆伐面積の限度に合算して定めるものとす

る。 

３（省略） 

４ 面積は、ヘクタールを単位とし、小数第２位にとどめ、第

３位以下を四捨五入するものとする。 

５ 令別表第２の第２号（一）イの皆伐面積の限度を算出する

基礎となる伐期齢は、指定施業要件において植栽の樹種が定

められている森林にあっては当該樹種の標準伐期齢とし、そ

れ以外の森林にあっては更新期待樹種の標準伐期齢とする

ものとする。ただし、同一の単位とされる保安林に樹種が２

以上ある場合には、次式によって算出して得た平均年齢と

項若しくは前第７項に規定により発言を許可された者が前

項の範囲を越えて発言し、若しくは不穏当な言動があったと

きは、議長は、その者の陳述若しくは発言を禁止し、又は退

場を命ずることができる。 

10 （省略） 

11 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に

関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印

するものとする。 

 

第７章 立木の伐採許可 

 

（皆伐面積の限度の公表） 

第３７条 令第４条の２第３項の規定による公表は、千葉県報

に掲載するものとする。 

２ 前項の公表は、同一の単位とされる保安林ごとに皆伐面積

の限度を明示してするものとする。この場合において、第１

３条第１項第４号に規定する伐採方法の特例に該当して伐

採種を定めないとされたものについての皆伐面積の限度は、

第１５条の規定により指定されたものについての皆伐面積

の限度に合算して定めるものとする。 

３（省略） 

４ 面積は、ヘクタールを単位とし、少数第２位にとどめ、第

３位以下を四捨五入するものとする。 

５ 伐採の限度を算出する基礎となる伐期齢伐採の限度を算

出する基礎となる伐期齢は、指定施業要件において植栽の樹

種が定められている森林にあっては当該樹種の標準伐期齢

とし、それ以外の森林にあっては更新期待樹種の標準伐期齢

とするものとする。ただし、同一の単位とされる保安林に樹

種が２以上ある場合には、次式によって算出して得た平均年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正に伴

い、公表方

法を県報か

らホームペ

ージに変更 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

し、当該年齢は整数にとどめ小数点以下は四捨五入するもの

とする。 

 ｕ＝ａｕ１＋ｂｕ２＋ｃｕ３……… 

 ｕ          …………  平均年齢 

 ｕ１、ｕ２、ｕ３    ………  各樹種の標準伐期齢 

 ａ、ｂ、ｃ       ………  各樹種の期待占有面積

歩合 

６ 第２０条及び令第４条の２第４項の規定による皆伐面積

の限度の算出に当たっては、規則第６０条第１項第１０号の

規定による協議（同項第５号から９号までに該当する立木の

伐採についての協議を除く。以下「立木伐採協議」という。）

に係る皆伐面積は、立木伐採許可をした面積とみなすものと

する。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 （伐採許可基準等） 

第４１条 法第３４条第３項の規定による許可は、次の各号に

留意して行うものとする。 

 （１） 令別表第２の第１号（一）ロの択伐とは、森林の構

成を著しく変化させることなく逐次更新を確保する

ことを旨として行う主伐であって、次に掲げるものと

する。 

なお、これらに該当しない主伐については、皆伐と

して取り扱うものとする。 

ア 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木的に

齢とし、当該年齢は整数にとどめ小数点以下は四捨五入する

ものとする。 

 ｕ＝ａｕ１＋ｂｕ２＋ｃｕ３……… 

 ｕ          …………  平均年齢 

 ｕ１、ｕ２、ｕ３    ………  各樹種の標準伐期齢 

 ａ、ｂ、ｃ       ………  各樹種の期待占有面積

歩合 

６ 第１５条及び令第４条の２第４項の規定により皆伐面積

の限度を算定するにあたっては、規則第６０条第１項第１０

号の規定による協議（同項第５号から９号までに該当する立

木の伐採についての協議を除く）に係る皆伐面積は、法第３

４条第１項の許可をした面積とみなすものとする。 

 

７ 規則第６０条第１項第５号から第９号までの届出および

同条第５号から第９号までに掲げる目的を達成するための

立木の伐採についての協議に係る伐採面積は、令第４条の２

第５項に規定された法第３４条第１項の許可をした面積に

は含まれないものとする。 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて改正前

第３９条か

ら移動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

選定してする伐採又は１０メートル未満の幅で帯状

に選定してする伐採（当該伐採区域内に当該伐採によ

って帯状に生ずる無立木地の配置及びその間隔が、お

おむね均等であり、それぞれの無立木地の幅が１０メ

ートル未満であるような伐採をいう。） 

イ （省略） 

 （２） 許可にかかる伐採の方法が伐採方法の特例に該当す

る場合は、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及

ぼさないと認められるときに限り許可をするものと

する。ただし、許可に条件を付することによって支障

をきたさないこととなる場合は、この限りでない。 

 （３） 令別表第２の第１号（二）イの樹冠疎密度は、その

森林の区域内における平均の樹幹疎密度を示すもの

ではなく、その森林の区域内においてどの部分に２０

メートル平方の区域をとったとしても得られる樹冠

疎密度とする。 

 （４） 令別表第２の第２号（一）ロの１箇所とは、立木の

伐採により生ずる連続した伐採跡地（連続しない伐採

跡地があっても、相隣する伐採跡地で当該伐採跡地問

の距離（当該伐採跡地間に介在する森林（未立木地を

除く。）又は森林以外の土地のそれぞれについての距

離をいう。）が２０メートル未満に接近している部分

が２０メートル以上にわたっているものを含む。）を

いう。ただし、形状が一部分くびれている伐採跡地で

そのくびれている部分の幅が２０メートル未満であ

り、その部分の長さが２０メートル以上にわたってい

るものを除く。なお、形状が細長い伐採跡地であらゆ

る部分の幅が２０メートル未満であるもの及びその

幅が２０メートル以上の部分があってもその部分の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

長さが２０メートル未満であるものについては、令別

表第２の第２号（一）ロの規定は適用しないものとす

る。 

 （５） 規則第５６条第１項の「前回の択伐」には、規則第

６０条第１項第１号から第９号までに掲げる伐採は

含まれないものとする。 

なお、規則第６０条第１項第１０号による伐採であ

って、同項第１号から第９号までに相当する伐採につ

いても同様とする。 

（６） 前回の主伐の方法が択伐によらない場合における規

則第５６条第１項の適用については、当該択伐によら

ない前回の伐採を「前回の択伐」とみなすものとする。 

（７） 規則第５６条第１項の「前回の択伐を終えたときの

当該森林の立木の材積」が不明である場合には、同項

の択伐率は、当該森林の年成長率（年成長率が不明な

場合には、当該伐採年度の初日におけるその森林の立

木の材積に対する当該森林の総平均成長量の比率）に

前回の択伐の終わった日を含む伐採年度から伐採を

しようとする前伐採年度までの年度数を乗じて算出

するものとする。 

なお、「前回の択伐を終えたときの当該森林の立木

の材積が不明である場合」とは、原則として、次のい

ずれかの場合に限られる。 

ア 前回の択伐が平成１４年３月３１日以前であって、

当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積が保

安林台帳等に記載されていない場合 

イ 前回の伐採が択伐ではないために、第４６条第６項

が適用されず、伐採を終えたときの当該森林の立木の

材積が保安林台帳等に記載されていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成１４

年４月５日

基本通知改

正により、

択伐を終え

たときの当
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（８） 同一の伐採年度内において、間伐を行った後に択伐

による立木伐採許可申請がされた場合には、令別表第

２の第２号（二）並びに規則第５６条第１項及び第２

項の規定を踏まえるほか、特に当該申請に係る伐採が

適切な森林施業であるかどうかを十分に審査の上、当

該保安林がその指定の目的に即して機能することを

確保するために必要な指導等を行うものとする。 

なお、当該指導等を行った上で許可が必要とされる

ときには、法第３４条第６項及び第７項の規定を踏ま

え、「当該森林の立木の材積が、当該伐採年度の初日に

おける当該森林の立木の材積に相当する材積以上に

回復した後に伐採を行うこと。」等、当該保安林の指定

の目的を達成するために必要な条件を付して許可す

るものとする。 

（９） 規則付録第７の「当該森林と同一の樹種の単層林が

標準伐期齢に達しているものとして算出される当該

単層林の立木の材積」は、原則として、森林簿等に示

されている当該森林の樹種に係る地位級に対応する

収穫表に基づき、当該樹種の単層林が標準伐期齢（当

該森林が複数の樹種から構成されている場合にあっ

ては、伐採時点の構成樹種が第４０条第５項の式によ

って算出して得た平均年齢）に達した時点の収穫予想

材積をもって表すものとする。 

 （１０）（省略） 

 （１１） 許可又は協議に係る伐採の方法が伐採方法の特例

に該当する場合は、当該保安林の指定の目的の達成に

支障を来さないと認められるときに限り許可又は同

意をするものとする。ただし、許可又は同意に条件を

付することによって支障を来さないこととなる場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該森林の立

木の在籍を

保安林台帳

等に記載す

ることが規

定された） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

は、この限りでない。 

 

（伐採許可申請書に添付する書類等） 

第４２条 規則第５９条第１項各号に掲げる申請書について

は、次によるものとする。 

 （１） 第１号の「森林の位置図及び区域図」については、

原則として保安林台帳の図面又は森林計画図の写し

とする。 

（２） 第２号については、第３１条第６項を準用する。 

（３） 第３号については、第３１条第５項を準用する。 

（４） 第４号の森林の土地の登記事項証明書に準ずるもの

については、許可を受けようとする者が申請の対象と

なる森林の土地の所有権、地上権、貸借権その他の権

利を取得していることを証する書類とする。 

（５） 第５号については、第６条第１項第２号を準用する。 

（６） 第６号の「許可を受けようとする者が申請の対象と

なる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境

界の確認を行ったことを証する書類」については、申

請の対象となる保安林の伐採区域が明確になってい

るかを確認するために添付を求めるものであるため、

境界の確認に立ち会った者の氏名や境界の確認日時

など境界の確認時の状況を記載した書類など境界の

確認に関する取組状況を証する書類とする。 

２ 規則第５９条第２項各号の同条第１項第６号に掲げる書

類の添付を省略できる場合は、次によるものとする。 

 （１） 第１号の「申請の対象となる森林の土地が隣接する

森林の土地との境界に接していないことが明らかな

場合」とは、路網の作設や施設の保守等のため、線状

又は単木的な伐採を行う場合や、面的に伐採する場合

 

 

（伐採許可申請書に添付する書類等） 

第３８条 規則第５９条第２項に規定する申請書に添える書

類は、第６条の規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行規則の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

であって申請者が隣接する森林の土地から距離をお

いて伐採することを明らかにした場合とする。 

 （２） 第２号の「地形、地物その他の土地の範囲を明示す

るのに適当なものにより申請の対象となる森林の土

地が隣接する土地との境界が明らかな場合」について

は、明確な谷や尾根等により境界を判断できる場合

や、地籍調査済みで境界を示す杭が打たれている場合

や、立木への標示や林相により境界が明らかな場合等

とする。 

 （３） 第３号の「申請の対象となる森林の土地の所有者と

境界の確認を確実に行うと認められる場合」について

は、申請者が国、地方公共団体又は独立行政法人であ

る場合や、伐採開始時までに隣接する森林の土地の所

有者と境界の確認を行うことを明らかにした場合と

する。 

ただし、申請者が過去３年の間に県から保安林の立

木の伐採に係る指導、勧告又は命令を受けている場合

（規則第５９条第１項第７号の知事が必要と認める

書類により提供された情報により判明したものを含

む。）は、同条第２項第３号の規定に該当しないものと

して、同条第１項第６号に規定する書類の添付の省略

を認めないものとする。 

３ 様式告示１４の注意事項７の（１）において、備考欄には、

「皆伐による伐採をしようとする場合にあっては、植栽によ

らなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地の面積」

を記載することとされているが、当該伐採跡地に残存し、次

のいずれかに該当する残存木の占有面積については、的確な

更新が認められる面積に相当することから、記載を要しない

ものとする。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 （１） 標準伐期齢以上の樹齢にある立木 

 （２） 標準伐期齢未満の樹齢にある立木のうち、当該森林

について指定施業要件として定められた樹種であっ

て、植栽する苗の満１年生以上に相当する大きさと同

等以上の大きさであり、かつ、当該樹種の標準伐期齢

に達する時点で植栽によるものと同等以上に成長す

ることが期待できるもの 

なお、この場合の「残存木の占有面積」については、

原則として、当該残存木の現に占有する面積とする

が、当該残存木の現に占有する面積が当該樹種の平均

占有面積（１ヘクタールを、指定施業要件として定め

られた当該樹種についての１ヘクタール当たりの植

栽本数で除して得られる面積。以下同じ。）に満たない

場合にあっては、当該平均占有面積を当該残存木の占

有面積とし、複数の残存木の占有する区域が重なって

いる場合にあっては、その重複分を差し引いた占有面

積とする。 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（伐採許可基準等） 

第３９条 法第３４条第３項の規定による許可は、次の各号に

留意して行うものとする。 

（１） 令別表第２の第１号（１）ロの択伐とは、森林の構

成を著しく変化させることなく逐次更新を確保するこ

とを旨として行う主伐であって、次に掲げるものとす

る。 

ア 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木的に選

定してする伐採又は１０ｍ未満の幅で帯状に選定して

する伐採 

イ （省略） 

（２） 許可にかかる伐採の方法が第１５条第１項第３号に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて移動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

規定する伐採方法の特例に該当する場合は、当該保安林

の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められる

ときに限り許可をするものとする。ただし、許可に条件

を付することによって支障をきたさないこととなる場

合は、この限りでない。 

（３） 規則第５３条に規定する樹冠疎密度は、広大な区域

若しくはその平均について示すものでなくその森林に

ついてあらゆる２０メートル平方の部分ごとに得られ

る樹冠疎密度とする。 

（４） 令別表第２の第２号（１）ロの１箇所とは、立木の

伐採により生ずる連続した伐採跡地（連続しない伐採跡

地があっても、相隣する伐採跡地で当該伐採跡地間の距

離（当該伐採跡地間に介在する森林（未立木地を除く。）

又は森林以外の土地のそれぞれについての距離をい

う。）が２０メートル未満に接近している部分が２０メ

ートル以上にわたっているものを含む。）をいう。なお、

形状が細長い伐採跡地であらゆる部分の幅が２０メー

トル未満であるもの及びその幅が２０メートル以上の

部分があってもその部分の長さが２０メートル未満で

あるものについては、令別表第２の第２号（１）ロの規

定は適用しないものとする。 

（５） （省略） 

２ 法第３４条第４項の規定による許可は、前項によるほか、

次の各号に留意して行うものとする。 

（１） 皆伐による立木の伐採の許可申請（２月１日の公表

に係るものを除く。）について、令第４条の３第１項第１

号の規定により縮減するにあたり、令第４条の２第４項

の残存許容限度が当該申請に係る森林の森林所有者等

が同一の単位とされる保安林等において森林所有者と
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請書の処理） 

第４３条 立木伐採許可申請があったときは、実施調査を行う

ほか適宜の方法により十分な調査を行い、申請が不適法であ

って、補正することができるものであるときは、直ちにその

補正を求め、補正することができないものであるときは、申

請者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとす

る。 

２ （省略） 

３ 立木の伐採について許認可等を必要とする場合（当該保安

林が国有林野及び国庫帰属森林であって管理処分の申請が

なされている場合を除く。）であって、当該許認可等がなさ

れる前に立木伐採許可したときは、当該許認可等を必要とす

る旨その他必要な事項を決定通知書に付記するとともに、関

係行政庁に対し立木伐採許可をした旨その他必要な事項を

連絡するものとする。ただし、関係行政庁に対する連絡が、

なっている森林の年伐面積の限度の合計に満たない場

合には当該合計に対する残存許容限度の比率を森林所

有者の年伐面積に乗じて得た面積を令第４条の３第１

項第１号の年伐面積とみなして計算する。 

（２）（省略） 

３（省略） 

（４） 当該伐採の方法が第１５条第１項第３号に規定する

伐採の方法の特例に該当するものであって、第３９条第

１項第２号ただし書に該当する場合は当該条件及び当

該伐採跡地につき植栽によらなければ樹種又は林相を

改良することが困難と認められる場合には、植栽の方

法、期間及び樹種について条件を付す。 

（５） その他必要な事項 

 

（申請書の処理） 

第４０条 法第３４条第１項の許可の申請があったときは、実

施調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、申請

が不適法であって、補正することができるものであるとき

は、直ちにその補正を求め、補正することができないもので

あるときは、申請者に対し理由を付した書面を送付して却下

するものとする。 

２ （省略） 

３ 許可申請に係る立木の伐採について他の法令により行政

庁の許認可を必要とする場合（当該保安林が国有林野であっ

て管理処分の申請がなされている場合を除く。）であって、

当該認可がなされる前に許可したときは、当該許認可を必要

とする旨その他必要な事項を通知書に付記するとともに、関

係行政庁に対し許可をした旨その他必要な事項を連絡する

ものとする。ただし、関係行政庁に対する連絡が、法令の規
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

法令の規定により又は法令の運用に関する覚書等により事

前に関係行政庁と連絡、協議を行って処理することとされて

いる場合はこの限りでない。 

 

 （許可の条件） 

第４４条 （省略） 

 （４） 当該伐採の方法が伐採方法の特例に該当するもので

あって、第４１条第１項第２号のただし書に該当する

場合にあっては当該条件を、当該伐採跡地につき植栽

によらなければ樹種又は林相を改良することが困難

と認められる場合にあっては、植栽の方法、期間及び

樹種について条件を付す。 

 （５） その他次の事項について、条件を付するものとする。 

   ア 県の職員が、第５５条第１項第７号に例示する集材

路の設置について「主伐時における伐採・搬出指針」

（令和３年３月１６日付け２林整整第１１５７号林

野庁長官通知）に基づき現地指示等を行った場合に

は、これを遵守すること。 

   イ 許可を受けた行為については、令第４条の２第１項

又は第２項の申請書および規則第５９条第１項各号

に掲げる添付書類の内容に従って行うこと。 

   ウ その他申請者に徹底すべき事項 

 

 （縮減） 

第４５条 法第３４条第４項の規定による許可は、前条による

ほか、次の各号に留意して行うものとする。 

 （１） 皆伐による立木の伐採の許可申請（２月１日の公表

に係るものを除く。）について、令第４条の３第１項

第１号の規定により縮減するに当たり、令第４条の２

定により又は法令の運用に関する覚書等により事前に関係

行政庁と連絡、協議を行って処理することとされている場合

はこの限りでない。 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

改正前第３

９条第３項

から移動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

第４項の残存許容限度が当該申請に係る森林の森林

所有者等が同一の単位とされる保安林等において森

林所有者となっている森林の年伐面積の限度の合計

に満たない場合には当該合計に対する残存許容限度

の比率を森林所有者の年伐面積に乗じて得た面積を

令第４条の３第１項第１号の年伐面積とみなして計

算するものとする。 

 （２） （省略） 

 

（届出の処理） 

第４６条 規則第６８条第２項各号に掲げる保安林の択伐及

び間伐の届出書に添付する書類については、第４２条第１項

を、規則第６８条第３項各号の同条第２項第６号に掲げる書

類を省略することができる場合については、第４２条第２項

を準用するものとする。 

２ 様式告示１８の注意事項５の(1)については、第４２条第

３項を準用するものとする。 

３ 法第３４条の２及び法第３４条の３の届出書の提出があ

ったときは、遅滞なく実地調査その他適宜の方法により調査

を行い、その内容を検討することとし、提出された計画が当

該保安林に係る指定施業要件に適合すると認められるとき

は、その旨を当該届出者に通知するものとする。また、提出

された届出書に記載された計画が当該保安林に係る指定施

業要件に適合していないと認められるときは、当該届出者に

対し、当該届出者に記載された計画の変更を命じるものとす

る。 

４ 法第３４条第８項の届出があったときは、実地調査を行う

ほか適宜の方法により十分な調査を行い、届出が不適法であ

って、補正することができるものであるときは、直ちにその

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（立木伐採終了の届出） 

第４１条  

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第３４条第８項及び第９項の届出があったときは、実地

調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、届出が

不適法であって、補正することができるものであるときは、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

補正を求め、補正することができないものであるときは、届

出者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとす

る。特に、届出書の備考欄に「植栽によらなければ的確な更

新が困難と認められる伐採跡地の面積」が記載されている場

合は、実地調査、補正等の措置を適正に行うものとする。 

５ （省略） 

６ 択伐による立木の伐採がなされた場合には、当該択伐を終

えたときの当該森林の立木の材積を把握し、当該材積を保安

林台帳に記載するものとする。 

 

（立木伐採許可を要しない場合） 

第４７条 規則第６０条第１項第１号及び第５号から第１０

号までに掲げる立木伐採許可を要しない場合については、次

によるものとする。 

 （１） 規則第６０条第１項第１号の保安施設事業、砂防工

事、地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事には、

当該事業又は実施上必要な材料の現地における採取

又は集積、材料の運搬等のための道路の開設又は改良

その他の附帯工事を含むものとする。 

 （２） 規則第６０条第１項第５号については、次によるも

のとする。 

ア 当該保安林の機能に代替する機能を有する施設の

解釈は、第２８条第１項第６号のアと同様であるこ

と。 

イ 伐採できる立木は、当該施設の設置又は改良に直接

供される土地及び当該施設の設置又は改良に係る工

事の実施上必要な材料の採取、集積、運搬その他附帯

工事に係る土地に生育する立木であること。 

 （３） 規則第６０条第１項第６号については、次によるも

直ちにその補正を求め、補正することができないものである

ときは、届出者に対し理由を付した書面を送付して却下する

ものとする。 

 

 

２ （省略） 

３ 択伐による立木の伐採がなされた場合には、当該択伐を終

えたときの当該森林の立木の材積を把握し、当該材積を保安

林台帳に記載すること。 

 

（許可を要しない伐採の届出） 

第４２条 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

のとする。 

   ア 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバ

イラス（以下「害虫等」という。）は、森林病害虫等防

除法（昭和２５年法律第５３号）第２条に規定する森

林病害虫等をも含むものであること。 

   イ 指定は、千葉県報に害虫等の種類を公示して行うこ

と。 

 （４） 規則第６０条第１項第７号の林産物の搬出その他森

林施業に必要な設備は、木材集積場、防火線、区画線

（林班界、小班界等の区画線をいう。）、林道（森林鉄

道、索道、自動車道、車道、木馬道、牛馬道をいう。

以下同じ。）、歩道、簡易索道、造林小屋又は製炭小屋

その他これに類するものであること。 

なお、これらの設備を設置するため保安林の指定を

解除する必要がある場合は本号の届出をする前に解

除の申請を行うよう指導し、また作業許可を受ける必

要がある場合は本号の届出と同時に同項の申請を行

うよう指導すること。 

 （５） 規則第６０条第１項第８号については、次によるも

のとする。 

ア 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条各

号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査は、

同法第１４条第１項に規定する当該事業の準備のた

め行う測量若しくは実地調査又は当該事業により施

設を設置するために行う測量若しくは実地調査であ

ること。 

イ 測量又は実地調査を行うため作業許可を受ける必

要がある場合は、本号の届出と同時に許可の申請を行

うよう指導すること。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 （６） 規則第６０条第１項第９号については、次によるも

のとする。 

   ア 「道路」は、林道、農道その他の一般交通の用に供

する道路も含み、「鉄道」は、索道を含むものであるこ

と。 

イ 「その他これらに準ずる設備」は、土地収用法第３

条各号に掲げるもの及び法令により土地を収用し、若

しくは使用できることとされている事業により設置

された施設並びにこれらに類するもので建築物以外

のものであること。 

ウ 「その他の建築物」は、工場、病院、集会場、旅館

その他これに類するものであること。 

エ 「著しく被害を与え」とは、立木が移動し、傾き、

又は折れて設備又は建築物に重大な損害を与えてい

る状態をいい、「与えるおそれがあり」とは、放置すれ

ば立木が移動し、傾き、又は折れて設備又は建築物に

重大な損害を与えることが確実と見込まれる場合を

いい、「用途を著しく妨げている」とは、立木が移動し、

傾き、又は折れて設備又は建築物の機能又は効用に著

しい支障を及ぼしている場合をいうものであること。 

 （７） 規則第６０条第１項第１０号については、次による

ものとする。 

   ア 立木伐採協議は、立木伐採許可申請書、保安林内択

伐届出書又は保安林内間伐届出書に準ずる書面に当

該伐採に係る区域を表示した図面を添付する書類に

よって応ずるものとする。ただし、当該書面について

は、知事と当該伐採に係る国有林を管理する国の機関

が協議して定めたものをもって代えることができる

ものとする。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

   イ 立木伐採協議に応ずる期間は、令第４条の２第１項

若しくは第２項又は規則第６０条第２項若しくは規

則第６８条第１項に規定する日までとするものとす

る。 

ウ 立木伐採協議に対する同意には、許可の場合に準じ

て留意事項を付するものとする。 

エ 立木伐採協議があったときは、令第４条の２第５項

に規定する期間内に決定するものとする。ただし、法

第３４条の２第１項又は法第３４条の３第１項（これ

らの規定を法第４４条において準用する場合を含

む。）に係る立木伐採協議があったときは、２０日以内

に決定するものとする。 

オ 立木伐採協議に対する同意又は不同意の通知は、書

面により行うものとし、不同意の場合は当該不同意の

理由を付するものとする。 

２ 立木伐採許可を要しない場合の届出の処理については、次

によるものとする。 

 （１） 法第３４条第９項の届出があったときは、実地調査

を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、届出

が不適法であって、補正することができるものである

ときは、直ちにその補正を命じ、補正することができ

ないものであるときは、届出者に対し理由を付した書

面を送付して却下するものとする。 

（２） 規則第６０条第３項各号に掲げる届出書に添付する

書類については、第４２条第１項を、規則第６０条第

４項各号の同条第３項第６号に掲げる書類を省略す

ることができる場合については、第４２条第２項を準

用するものとする。ただし、第７号の届出のうち、法

第１１条第５項の認定を受けた森林経営計画の期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

内の伐採を一括して届け出る場合の届出書に添付す

る森林の位置図及び区域図は、当該森林経営計画の認

定の申請の際に添付した図面の写しとすることもで

きる。 

（３） 様式告示１５の注意事項２の（１）については、第

４２条第３項を準用するものとする。 

（４） 届出書の提出があったときは、遅滞なく実地調査そ

の他適宜の方法により調査を行い、その結果適当と認

めて受理したときは当該届出者に対し受理の通知を

するものとする。特に、届出書の備考欄に「植栽によ

らなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地

の面積」が記載されている場合は、実地調査、補正等

の措置を適正に行うものとする。 

なお、届出が不適法であって、補正することができ

るものであるときは、直ちにその補正を求め、補正す

ることができないものであるときは、当該届出者に対

し理由を付した書面を送付して却下するものとする。 

（５） 国有林野、国庫帰属森林又は官行造林地に係るもの

であって当該立木の伐採を必要とする者が森林管理

局長（森林管理局が直轄で管理経営する区域に係るも

のに限る。）、森林管理署長又は支署長以外の者である

場合は、原則として規則第６０条第１項第１０号の協

議によらず本条の届出により取り扱うよう指導する

ものとする。 

なお、この場合において、届出書には、当該保安林

を管理する森林管理局長（森林管理局が直轄で管理経

営する区域に係るものに限る。）、森林管理署長又は支

署長の当該立木の伐採についての承諾書（同意書）を

添付させるよう指導するものとする。 

 

 

 

 

 

 

規則第６０条第２項の規定による届出書の提出があった

ときは、遅滞なく実地調査その他適宜の方法により調査を行

ない、その結果適当と認めて受理したときは当該届出者に対

し受理の通知をするものとする。なお、届出が不適当であっ

て、補正することができるものであるときは、直ちにその補

正を求め、補正することができないものであるときは、当該

届出者に対し理由を付した書面を送付して却下するものと

する。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（６） 規則第６０条第１項第５号から第９号までの届出及

び同条同項第５号から第９号までに掲げる目的を達

成するための立木の伐採についての協議に係る伐採

面積は、令第４条の２第４項に規定された「法第３４

条第１項（法第４４条において準用する場合を含む。）

の許可をした面積」には含まれないものとする。 

 

（サンブスギ非赤枯性溝腐病被害木の伐採の届出） 

第４８条 前条第１項第３号の届出のうち、規則第６０条第１

項第６号により知事が樹木又は森林種苗に損害を与える菌

類として指定（平成９年９月２４日千葉県告示第６９１号）

したチャアナタケモドキを駆除する目的でする伐採の届出

については、規則第６０条第２項に基づく届出書に加えて、

「保安林内におけるサンブスギ非赤枯性溝腐病被害木の伐

採届出処理取基準」により定める書類を提出するものとす

る。 

 

第７章 作業許可 

 

（土地の形質を変更する行為） 

第４９条 法第３４条第２項の「土石若しくは樹根の採掘」に

は、砂、砂利又は転石の採取を含むものとする。また、同項

の「その他の土地の形質を変更する行為」は、例示すれば次

に掲げるとおりである。 

（１） 鉱物の採掘 

（２） 宅地の造成 

（３） 土砂捨てその他物件の堆積 

（４） 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築 

（５） 土壌の理学的及び科学的性質を変更する行為その他

 

 

 

 

 

 

 

（サンブスギ非赤枯性溝腐病被害木の伐採の届出） 

第４３条 前条の１項の届出のうち、規則第６０条第１項第６

号に基づき知事が樹木又は森林種苗に損害を与える菌類と

して指定（平成９年９月２４日千葉県告示第６９１号）した

チャアナタケモドキを駆除する目的でする伐採の届出につ

いては、規則第６０条第２項に基づく届出書に加えて、「保

安林内におけるサンブスギ非赤枯性溝腐病被害木の伐採届

出処理取基準」により定める書類を提出するものとする。 

 

 

第９章 作業許可 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

の植生に影響を及ぼす行為 

 

（申請書に添付する書類等） 

第５０条 規則第６１条第１項各号に掲げる申請書に添付す

る書類については、第４２条第１項を、規則第６１条第２項

各号の規則第６１条第１項第６号に掲げる書類を省略する

ことができる場合については、第４２条第２項を準用する。 

２ 様式告示１６の注意事項４の図面は、原則として実測図と

するものとする。（立竹の伐採に係るものを除く。） 

３ 施設の設置に係る許可申請については、所定の許可申請書

に、具体的な行為の内容、設置する施設の位置、規模、構造、

工程等を明らかにした実施計画書、実施設計図、土量計算書

その他必要な図書を明細として添付すること。なお、第５３

条第１項に定めるところにより許可に際して条件として付

された期間の終了前において、当該許可行為を継続して実施

するために再度許可申請を行う場合にあっては、行為内容を

的確に把握する上で支障がない限り、添付図書を省略して差

し支えない。 

 

 （申請書の処理） 

第５１条（省略） 

２ 法第３４条第２項の許可申請の処理については、第４３条

第１項及び第３項の規定を準用する。 

３ 許可に当たっては、保安林として適正な林地の利用が確保

されるよう次の事項に留意し、審査の徹底を図るものとす

る。 

 （１） 行為の確実性 

次の全ての事項に該当し、作業許可申請に係る行為が

計画の内容どおり実施されることが確実であること。 

 

 

（申請書に添付する書類等） 

第４５条 保安林内作業許可申請書に添付する書類等は、第６

条の規定を準用する。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （申請書の処理） 

第４６条 （省略） 

２ 法第３４条第２項の許可申請の処理については、第４０条

第１項及び第３項の規定を準用する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行規則の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ア 行為に関する計画の内容が具体的であること。 

イ 申請者が当該保安林の土地を使用する権利を取得

している、又は取得することが確実であること。 

ウ 申請者に当該行為を遂行するのに十分な信用、資力

及び技術があることが確実であること。 

 （２） 行為による影響 

     作業許可申請に係る行為により、当該保安林の保全

対象が害されることのないこと。特に、施設の設置等

に係る許可申請については、当該行為の内容につい

て、事前に関係市町村長等へ説明するよう申請者に指

導し、必要に応じて関係市町村長、都道府県森林審議

会等の意見を聴取すること。 

また、申請者が環境影響評価法等に基づく環境影響

評価手続を実施している場合は、その結果を踏まえる

こと。 

 

（許可の基準） 

第５２条 申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場

合には、法第３４条第２項の許可をしないものとする。ただし、

解除予定保安林において、法第３０条の２第 1 項の告示の日か

ら４０日を経過した後（法第３２条第１項の意見書の提出があ

ったときは、これについて同条第２項の意見聴取を行い、法第

３０条の２第１項に基づき告示した内容を変更しない場合に限

る。）に規則第４８条第２項第１号及び第２号の計画書の内容

に従い行うものである場合並びに別表５に掲げる場合は、この

限りでない。 

（省略） 

２ 申請に係る行為を行うに際し当該行為をしようとする区

域の立木を伐採する必要がある場合で、当該立木の伐採につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（許可の基準） 

第４７条 申請に係る行為が次の各号の１に該当する場合には、

法第３４条第２項の許可をしないものとする。ただし、解除予

定保安林において、法第３０条の２第 1 項の告示の日から４０

日を経過した後（法第３２条第１項の意見書の提出があったと

きは、これについて同条第２項の意見聴取を行い、法第３０条

の２第１項に基づき告示した内容を変更しない場合に限る。）

に規則第４８条第２項第１号及び第２号の計画書の内容に従い

行うものである場合並びに別表４に掲げる場合は、この限りで

ない。 

（省略） 

２ 申請に係る行為を行うに際し当該行為をしようとする区

域の立木を伐採する必要がある場合で、当該立木の伐採につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 

 

 

 

 

 

 

条項ずれ 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

き法第３４条第１項の許可又は規則第６０条第１項第７号

から第９号までの届出若しくは立木伐採協議を要するとき

に、当該許可又は届出若しくは協議がなされていないとき

は、許可しないものとする。 

 

３ 法第３４条第２項の規定による許可は、前２項によるほか、

次の第１号から第４号までに留意して慎重に判断するものと

し、第５号、第６号に該当する場合については、別表５に揚げ

る基準にかかわらず、許可は行わないものとする。 

（省略） 

４ 行為に係る区域は、許可後も引き続き保安林としての制限

を受けるものであり、許可に当たっては、行為の期間内及び

終了後にわたり適切な管理がなされるよう措置するものと

する。 

 

（許可の条件） 

第５３条 

（省略） 

 （３） 前条第１項の別表５に掲げる行為については次による

ものとする。 

   ア （省略） 

   イ 当該保安林について指定施業要件として植栽の期間が

定められていない場合は、別表５の１及び２にあっては、

当該行為に着手する時から５年以内の期間又は当該施設

の使用が終わるまでの期間のいずれか短い期間とし、別

表５の３及び４にあっては、当該施設の使用又は当該行

為が終わるまでの期間とする。 

２（省略） 

 （３） （省略） 

き法第３４条第１項の許可又は規則第６０条第１項第７号

から第９号までの届出を要するときに、当該許可又は届出が

なされていないとき、又は当該行為について他の法令に基づ

く行政庁の許認可を必要とする場合で当該許認可が受けら

れないと見込まれるときも許可しないものとする。 

３ 法第３４条第２項の規定による許可は、前２項によるほか、

次の第１号から第４号に留意して慎重に判断するものとし、第５

号、第６号に該当する場合については、別表４に揚げる基準にか

かわらず、許可は行わないものとする。 

（省略） 

（新設） 

 

 

 

 

（許可の条件） 

第４８条 

（省略） 

（３） 前条第１項の別表４に掲げる行為については次によるも

のとする。 

  ア （省略） 

  イ 当該保安林について指定施業要件として植栽の期間が定

められていない場合は、別表４の１及び２にあっては、当

該行為に着手する時から５年以内の期間又は当該施設の使

用が終わるまでの期間のいずれか短い期間とし、別表４の

３及び４にあっては、当該施設の使用又は当該行為が終わ

るまでの期間とする。 

２（省略） 

（３） （省略） 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

条項ずれ 

 

 

 

条項ずれ 

 

条項ずれ 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

   オ 県の職員が、別表５の区分１の（１）の森林の施業

及び管理の用に供する作業道の設置について「千葉県

森林作業道作設指針」に基づき現地指示等を行った場

合その他県の職員が必要と認めて現地指示等を行っ

た場合には、これを遵守すること。 

   カ （省略） 

   キ 許可を受けた行為については、規則第６１条の申請

書並びに同条第１項各号及び第５０条第３項に掲げ

る添付書類の内容に従って行うこと。 

   ク その他事業者に徹底すべき事項 

 （４） 許可の条件として付した期間が経過したときは、実

地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行

い、申請に係る行為がなされたかどうか確認するもの

とする。 

 

 

（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 県の職員により現地指示等が行われた場合は、これを

遵守すること。 

 

 

 

カ （省略） 

（新設） 

 

 

キ その他事業者に徹底すべき事項。 

（新設） 

 

 

 

 

（解除予定保安林における作業許可の取扱） 

第４９条 解除予定保安林において作業許可申請が出された

場合には、当該申請に係る事業計画が、当該保安林の解除申

請書に添付された事業計画書及び代替施設設置計画書と一

致していることを確認するものとする。 

２ 代替施設の設置等について変更を要する場合は、次の各号

によるものとする。 

 （１） 工事の工程を変更する必要が認められるときは、変

更工程表及び変更理由書を添付させるものとする。 

 （２）  代替施設の位置、工種、規模及び数量等を変更する

必要が認められるときは、変更理由及び当初計画と変

更計画の対比表並びに変更した関係書面等を添付さ

せるものとする。 

 （３）  前号の変更を行うときは、当初計画（解除予定保安

基本通知の

改正 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

基本通知の

構成に合わ

せて第３９

条に移動 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （許可後の保安林の管理） 

第５４条 作業許可を行った場合には、必要に応じ現地の巡

回、調査等を行い、許可に係る行為の実施状況等を把握する

ものとする。特に、施設の設置等が完了したときは、所要の

調査を実施し、施行結果の確認を行うものとする。 

２ 調査等の結果、行為の内容が申請の内容と異なる場合又は

許可に付した条件に従っていない場合には、当該許可を受け

た者に対し、当該行為を是正するよう指導を行い、是正され

ない場合には、復旧命令等適切な措置を講じるものとする。 

 

（作業許可を要しない場合） 

第５５条 法第３４条第２項に例示される土地の形質を変更

する行為については、次によるものとする。 

（１） 「立竹を伐採」とは、立竹を刈り取ることにより当

該保安林を維持できないおそれのある行為であり、サ

サの刈払いは含まれない。 

（２） 「立木を損傷」とは、立木を損ない傷つけることに

より立木の成育を阻害するおそれのある行為であり、

次に例示する行為はこれに該当しない。 

ア 樹幹の外樹皮の剥離（桧皮・桜皮のはく皮、虫害防

除のための荒皮むき等） 

林の代替施設計画）と比較し、代替機能が下回らない

よう措置するものとする。 

３ 代替施設の設置等に係る事業計画の内容の変更であって、

当該内容を著しく変更し、又は解除予定保安林の変更を伴う

ものは認めないものとする。ただし、当該変更が区域の変更

であって、変更しなければ事業目的が達成できないと認めら

れるものについてはこの限りではない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

イ 生長錐等による樹幹のせん孔、ステイプル・針・釘

等の打付け、極印の打刻、品等調査のための打突等 

ウ 枯枝又は葉量を大幅に減少させず樹幹を損傷しな

い生枝の切除（歩道のかぶり取りのための枝の切除、

測量の見通し確保のための枝の切除及び電線、建物等

の施設の保守管理のための枝の切除等） 

エ 病害虫の治癒又は樹勢の回復のために行う腐朽部

分の切除等 

オ 立木からのキノコの採取及び立竹の損傷 

 （３） 前号ウの生枝の切除については次の事項に留意す

る。 

ア 「葉量を大幅に減少させず樹幹を損傷しない生枝の

切除」の目安は以下のとおりとする。 

  （ア） 単木もしくは林縁部分など限られた範囲の立木

の枝先のみを落とすもので、一時的に葉量が減少す

るものの、その後の成長により葉量が回復するもの

(切除される葉量が全葉量の 1/2 未満程度) 

（イ） 単木もしくは林縁部分など限られた範囲の立木

について、樹幹近くから切除する必要がある場合

は、切除により立木の生育に影響がないもの(切除

される葉量が全葉量の 1/3 未満程度) 

イ 造林又は保育のために行う枝打ちについては、法第

３４条第２項第５号の規定により許可を要しない。 

ウ 電気通信事業法第１３６条、電気事業法第６１条の

規定により許可を受けて施設管理者が行う枝落とし

については、法第３４条第２項第６号の規定により許

可を要しない。 

エ サカキ、シキミ、クロモジなど特用林産物採取のた

めの枝の切除については、採取対象となる範囲が面的
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

で広く、採取により保安機能への影響を及ぼす可能性

が大きいことから、「立木の損傷」に該当するものとす

る。 

（４） 「家畜を放牧」とは、牛、馬、羊等を放し飼いにす

ることにより立木の生育に支障を及ぼし、又は土砂が

流出し、若しくは崩壊するおそれのある行為であり、

家畜の通行及び一時的な繋留は含まれない。 

（５） 「下草、落葉若しくは落枝を採取」とは、下草、落

葉若しくは落枝を選んで拾い取ることにより土壌の

生成が阻害され、又は土壌の理学性が悪化若しくは土

壌が流亡するおそれのある行為であり、表土を露出さ

せない範囲の下草、落葉又は落枝の収集（数株程度の

下草・数枚程度の落葉・数本程度の落枝の収集）、下草

の刈払、下草、落葉又は落枝を一時的に除去した後に

直ちに復元する行為、キノコ及びタケノコの採取はこ

れに該当しない。 

（６） 「土石若しくは樹根の採掘」は、土や岩石を掘って、

その中の土石若しくは樹根を取ることにより立木の

生育を阻害する、又は土砂が流出し、若しくは崩壊す

るおそれのある行為であり、立木の根系を露出又は損

傷せず、下草、落葉又は落枝によって拾集後の地表が

被覆される程度の土石の拾集（数個程度の石の拾集

等）は該当しない。 

（７） 「開墾その他の土地の形質を変更する行為」は、土

地の形状又は性質を復元できない状態にするおそれ

のある行為であり、立木の更新又は生育の支障となら

ず、かつ掘削又は盛土をしない、又は一時的にした後

に直ちに復元する行為（例示すれば、抗・測量杭の挿

入、基礎・境界標・炭焼窯の埋設、挿入又は埋設した
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

物件の採掘、施肥、標識・道標・案内板・作業小屋・

トイレ・集材路の設置又は改築、人の通行及び車両の

通行等）は該当しない。 

２ 規則第６３条第１項第１号及び第５号の立竹の伐採等の

許可を要しない場合は、次によるものとする。 

（１） 規則第６３条第１項第１号の保安施設事業、砂防工

事、地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事には、

当該事業又は工事の実施上必要な材料の現地におけ

る採取又は集積、材料の運搬等のための道路の開設又

は改良その他の附帯工事を含むものとする。 

（２） 規則第６３条第１項第５号については、次によるも

のとする。 

ア 作業協議は、規則第６１条の申請書の様式に準ずる

書面に土地の形質を変更する行為に係る区域を表示

した図面を添付する書類によって応ずるものとする。

ただし、当該書面については、知事と当該伐採に係る

国有林を管理する国の機関が協議して定めたものを

もって代えることができるものとする。 

イ 作業協議に対する同意には、許可の場合に準じて留

意事項を付するものとする。 

ウ 作業協議に対する同意又は不同意の通知は、書面に

より行うものとし、不同意の場合は当該不同意の理由

を付するものとする。 

 

第１１章 植栽の義務 

 

（植栽本数等）  

第５６条 規則第５７条第３項の適用は、指定施業要件として

伐採種が定められていない森林において、択伐による伐採が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 植栽の義務 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

行われる場合についても適用するものとする。 

２ 指定施業要件として定められている複数の樹種を植栽す

るときは、樹種ごとに、植栽する１ヘクタール当たりの本数

を規則第５７条第２項の規定による植栽本数で除した値を

求め、その総和が１以上となるような本数を植栽するものと

する。 

 

（植栽の義務の履行の確認） 

第５７条 知事は、指定施業要件として、植栽の方法、期間お

よび樹種が定められている保安林において立木の伐採が行

われた場合は、当該植栽の期間の満了後速やかに、指定施業

要件の定めるところに従って植栽が行われたかどうかを調

査するものとする。特に、満１年未満の苗を植栽した場合に

あっては、根元径及び苗長が明らかに規格を満たしていない

など不適当な苗が植栽されていないことを、目視等の方法に

より確認するものとする。 

２ 第４６条第４項又は第４７条第２項第６号の届出書の備

考欄に「植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる

伐採跡地の面積」が記載されている場合は、指定施業要件と

して定められた１ヘクタール当たりの植栽本数を当該面積

に乗じて得られる本数の苗の植栽が行われたかどうかにつ

いて確認するものとする。 

 

（植栽の義務の免除又は猶予の認定） 

第５８条 規則第７２条第１号の規定による認定は、森林所有

者から認定の請求があった場合又は知事が必要があると認

めた場合において、次の各号のいずれかに該当するときに限

り行うものとする。 

（１） （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

（植栽の義務の履行の確認） 

第５０条 知事は、法第３４条の４に規定された植栽の義務の

履行について、指定施業要件として、植栽の方法、期間およ

び樹種が定められている保安林において立木の伐採が行わ

れた場合は、当該植栽の義務期間の満了後速やかに、指定施

業要件の定めるところに従って植栽が行われたかどうかを

調査するものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（植栽の義務の免除又は猶予の認定） 

第５１条 規則第７２条第１号の規定による認定は、森林所有

者から認定の請求があった場合又は知事が必要があると認

めた場合において、次の各号の１に該当する場合に限り行う

ものとする。 

（１） （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（２） 非常災害により当該伐採跡地までの通行が困難にな

り、又は苗木若しくは労務の調達が著しく困難になっ

たため、森林所有者が当該保安林に係る指定施業要件

として定められている植栽の方法、期間又は樹種に従

って植栽をすることが著しく困難となった場合。 

なお、この場合には、植栽の義務を停止する期間及

び必要に応じて植栽の方法又は樹種を明らかにして

認定する。 

２ 規則第７２条第２号の規定による認定は、森林所有者から

認定の請求があった場合又は知事が必要があると認めた場

合において、次のいずれにも該当しないときに行うものと

し、この認定に当たっては、伐採が終了した日を含む伐採年

度の翌伐採年度の初日から起算して５年を超えない範囲で

植栽の義務を猶予する期間を明らかにすることとする。 

 （１） 当該伐採跡地が、当該保安林に係る指定施業要件に

適合しない択伐による伐採により生ずるものである

場合 

 （２） （省略） 

 

 

第９章 損失の補償 

 

第５９条 （省略） 

 

第６０条 （省略） 

 

第１０章 監督処分 

 

（中止命令） 

（２） 非常災害により当該伐採跡地までの通行が困難になり

又は苗木若しくは労務の調達が著しく困難になったた

め、森林所有者が当該保安林に係る指定施業要件として

定められている植栽の方法、期間又は樹種に従って植栽

をすることが著しく困難となった場合。 

なお、この場合には、植栽の義務を停止する期間及び

必要に応じて植栽の方法又は樹種を明らかにして認定

する。 

２ 規則第７２条第１号の規定による認定は、森林所有者から

認定の請求があった場合又は知事が必要があると認めた場

合において、次のいずれにも該当しないときに行うものと

し、この認定に当たっては、伐採が終了した日を含む伐採年

度の翌伐採年度の初日から起算して５年を超えない範囲で

植栽の義務を猶予する期間を明らかにすることとする。 

 ア 当該伐採跡地が、当該保安林に係る指定施業要件に適合

しない択伐により生ずるものである場合 

 

 イ （省略） 

 

 

第１１章 損失の補償 

 

第５２条 （省略） 

 

第５３条 （省略） 

 

第１２章 監督処分 

 

（中止命令） 

 

 

 

 

 

 

 

 

号ずれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章ずれ 

 

条項ずれ 

 

条項ずれ 

 

章ずれ 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

第６１条 法第３８条第１項又は第２項の中止命令は、立木竹の

伐採その他の行為が立木伐採許可又は作業許可を受けずに行わ

れた場合のほか、当該行為が立木伐採許可若しくは作業許可の

内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場

合、法第３４条第１項第７号若しくは第２項第４号の規定に該

当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段

により立木伐採許可若しくは作業許可を受けたものと認められ

る場合に行うものとする。 

 

（造林命令） 

第６２条 法第３８条第１項又は第３項の造林命令は、立木の伐

採が立木伐採許可を受けずに行われた場合のほか、立木の伐採

が当該許可の内容又は許可に付した条件に違反していると認め

られる場合、法第３４条第１項第７号の規定に該当するもので

ないと認められる場合若しくは偽りその他不正な手段により当

該許可を受けたものと認められる場合又は法第３４条の２第１

項の届出をせずに行われた場合であって、造林によらなければ

当該伐採跡地につき的確な更新が困難と認められる場合に行う

ものとする。ただし、違反者が自発的に当該伐採跡地について

的確な更新を図るため必要な期間、方法及び樹種により造林を

しようとしている場合はこの限りでない。 

 

２ 造林命令の内容は、当該保安林について指定施業要件として

植栽の方法、期間及び樹種が定められている場合は、その定め

られたところによるものとする。 

 

（復旧命令） 

第６３条 法第３８条第２項の復旧命令は、立竹の伐採その他の

行為が、作業許可を受けずに行われた場合のほか、当該行為が

第５４条 法第３８条第１項又は第２項の中止命令は、立木竹

の伐採その他の行為が、法第３４条第１項又は第２項の許可

を受けずに行われた場合のほか、当該行為が同条第１項又は

第２項の許可の内容又は許可に付した条件に違反している

と認められ、同条第１項第６号若しくは第２項第４号の規定

に該当するものでないと認められ、又は偽りその他不正な手

段により同条第１項又は第２項の許可を受けたものと認め

られる場合に行うものとする。 

 

（造林命令） 

第５５条 法第３８条第１項又は第３項の造林命令は、立木の伐

採が、法第３４条第１項の許可を受けずに行われた場合のほか、

立木の伐採が同条第１項の許可の内容又は許可に付した条件に

違反していると認められ、若しくは同条第１項第６号の規定に

該当するものでないと認められる場合若しくは、偽りその他不

正な手段により同条第１項の許可を受けたものと認められる場

合又は法第３４条の２第１項の届出をせずに行われた場合であ

って、造林によらなければ当該伐採跡地につき的確な更新が困

難と認められる場合に行うものとする。ただし、違反者が自発

的に、当該伐採跡地について的確な更新を図るため必要な期間、

方法及び樹種により造林をしようとしている場合はこの限りで

ない。 

２ 法第３８条第１項又は第３項の造林命令の内容は、当該保安

林について指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定

められている場合はその定められたところによるものとする。 

 

（復旧命令） 

第５６条 法第３８条第２項の復旧命令は、立竹の伐採その他の

行為が、法第３４条第２項の許可を受けずに行われた場合のほ

基本通知に

文言を合わ

せた 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知に

文言を合わ

せた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知に

文言を合わ
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

当該許可の内容又は当該許可に付した条件に違反していると認

められる場合、法第３４条第２項第４号の規定に該当するもの

でないと認められる場合若しくは偽りその他不正な手段により

当該許可を受けたものと認められる場合であって、当該違反行

為に起因して、当該保安林の機能が失なわれ、若しくは失なわ

れるおそれがある場合又は土砂が流出し、崩壊し、若しくは堆

積することにより付近の農地、森林その他の土地若しくは道路、

鉄道その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物

に被害を与えるおそれがある場合に行うものとする。 

 

 

第６４条 （省略） 

 

第６５条 （省略） 

 

（監督処分を行うべき時期） 

第６６条 中止命令及び植栽命令にあっては違反行為を発見した

とき、造林命令及び復旧命令にあっては当該命令を行う必要が

あると認めるとき、それぞれ遅滞なく行うものとする。 

 

第６７条 （省略） 

 

（命令書に記載する事項） 

第６８条 法３８条の規定による命令は、次に掲げる事項を記載

した書面を送付してするものとする。 

なお、第４号には命令の内容の実施状況の報告をすべき事項

及び保育その他当該保安林の維持管理上の注意すべき事項を含

むものとする。 

（１） 命令に係る保安林の所在場所 

か、当該行為が同条第２項の許可の内容又は許可に付した条件

に違反していると認められ若しくは同条第２項第４号の規定に

該当するものでないと認められ又は偽りその他不正な手段によ

り同条第２項の許可を受けたものと認められる場合であって、

当該違反行為に起因して、当該保安林の機能が失なわれ、若し

くは失なわれるおそれがある場合又は土砂が流出し、崩壊し、

若しくはたい積することにより付近の農地、森林その他の土地

若しくは道路、鉄道その他これらに準ずる設備又は住宅、学校

その他の建築物に被害を与えるおそれがある場合に行うものと

する。 

 

第５７条 （省略） 

 

第５８条 （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

第５９条 （省略） 

 

（命令書に記載する事項） 

第６０条 法３８条の規定による命令は、次に掲げる事項を記載

した書面を送付してするものとする。 

（１） 命令に係る保安林の所在場所 

（２） 命令の内容 

（３） その他必要な書類 

２ 造林命令及び復旧命令に係る前項第３号の事項には、当該命

せた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

条項ずれ 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

条項ずれ 

 

 

基本通知に

文言を合わ

せた 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（２） 命令の内容 

（３） 命令を行う理由 

（４） その他必要な事項 

 

第１１章 標識の設置 

 

（標識の設置の時期） 

第６９条 知事は、法第３９条第１項の規定による標識の設置を、

保安林の指定について法第３３条第６項において準用する法第

３３条第１項の規定による告示がなされた日以降遅滞なく行う

ものとする。 

 

（標識の設置地点） 

第７０条 標識は、次の各号のいずれかに該当する地点に設置す

るほか、その他特に保安林の境界を示すに必要な地点に設置す

るものとする。 

（省略） 

 

（標識の維持管理） 

第７１条 知事は、設置した標識が損壊されないよう監視し、損

壊等によりその効用が減じた場合には修繕、再設置その他の所

要の措置を講じ、また、保安林が解除された場合には速やかに

標識を撤去するものとする。 

 

第７２条 （省略） 

 

（標識の色彩） 

第７３条 標識の色彩は、次のとおりとする。 

 

令の内容の実施状況の報告をすべきこと及び保育その他当該保

安林の維持管理上の注意すべき事項を含むものとする。 

 

 

第１３章 標識の設置 

 

（設置の時期） 

第６１条 知事は、法第３９条第１項の規定による標識の設置を、

保安林の指定について法第３３条第６項において準用する法第

３３条第１項の規定による告示がなされた日以降遅滞なく行う

ものとする。 

 

（設置地点） 

第６２条 標識は、次の各号の１に該当する地点に設置するほか、

その他特に保安林の境界を示すに必要な地点に設置するものと

する。 

（省略） 

 

（標識の維持管理） 

第６３条 設置した標識が損壊等によりその効用が減じた場合に

は修繕、再設置その他の所要の措置を講じるほか、保安林が解

除された場合には速やかに標識を撤去するものとする。 

 

 

第６４条 （省略） 

 

（標識の色彩） 

第６５条 規則第７３条で定める別記様式で示す標識の色彩は、

次の各号に定める色彩とする。 

 

 

 

 

章ずれ 

 

 

条項ずれ 

 

 

 

 

 

条項ずれ 

誤記 

 

 

 

 

基本通知に

文言を合わ

せた 

 

 

条項ずれ 

 

 

基本通知に

文言を合わ
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（省略） 

 

第１２章 保安林台帳 

 

第７４条 （省略） 

 

（台帳の記載事項） 

第７５条 規則第７４条第３項第６号のその他必要な事項には、

申請者の氏名又は名称及び住所、指定の事由、指定手続の経過、

治山事業等との関係、当該森林についての土地利用に関する他

の法令による制限との関係並びに立木竹の伐採等、造林、治山

事業等、損失補償、違反行為、監督処分、標識その他保安林の

維持管理に関する事項を含むものとする。 

２ 規則第７４条第４項に規定する図面に記載する事項について

は、次によるものとする。 

（１） 第３号の保安林に係る指定施業要件の記載は、伐採種、

伐採の方法に関する特例、１箇所当たりの面積の限度及

び植栽に関する事項をそれぞれの区域を明らかにして適

当な色彩又は記号を用いて描示するものとする。 

（２） 第５号のその他必要な事項には、方位、縮尺、治山事

業等に係る施設の位置、標識の位置及び道路、河川その他

顕著な地物を含むものとする。 

 

（台帳の訂正） 

第７６条 保安林台帳の訂正に当たっては、土地登記簿の閲覧等

の方法により保安林の所在場所の変更を的確に把握するよう措

置するものとする。 

 

２ 記載事項の訂正を行った場合には、訂正の年月日及び原因を

 （省略） 

 

第１４章 保安林台帳 

 

第６６条 （省略） 

 

（台帳の記載事項） 

第６７条 規則第７４条第３項及び第４項の規定による保安林台

帳の記載については、次の各号に留意するものとする。 

（１） 規則第７４条第３項第６号の事項には、申請者の氏名

又は名称及び住所、指定手続の経過、治山事業等との関

係、当該森林についての土地利用に関する他の法令によ

る制限との関係並びに立木竹の伐採等、造林、治山事業

等、損失補償、違反行為、監督処分、標識その他保安林

の維持管理に関する事項を含むものとする。 

（２） 規則第７４条第４項第３号の事項には、伐採種、伐採

の方法に関する特例、１箇所当たりの面積の限度および

植栽に関する事項をそれぞれの区域を明らかにして適当

な色彩または記号を用いて描示するものとする。 

（３） 規則第７４条第４項第５号の事項には、方位、縮尺、

保安施設事業に係る施設の位置、標識の位置および道路、

河川その他顕著な地物も含むものとする。 

 

（台帳の訂正） 

第６８条 規則第７４条第５項の規定による保安林台帳の訂正に

ついては、登記簿を閲覧する等の方法により保安林の所在場所

の変更を的確に把握するよう措置するほか、次の各号に留意す

るものとする。 

 （１）  記載事項の訂正を行った場合には、訂正の年月日及び

せた 

 

章ずれ 

 

条項ずれ 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

付記するものとする。 

３ 保安林の解除があったときは、保安林が解除された年月日及

び当該保安林の解除に係る法第３３条第１項又は６項の規定に

よる告示の番号その他必要な事項を記載するものとする。 

 

４ 指定施業要件の変更があったときは、指定施業要件が変更さ

れた年月日及び当該指定施業要件の変更に係る法第３３条の３

において準用する法第３３条第１項の規定による告示の番号そ

の他必要な事項を記載するものとする。 

 

 

第１３章 保安施設地区 

 

 （指定） 

第７７条 法第４１条第３項の規定による申請は、保安施設事業

を実施しようとする土地について、当該事業に係る計画及び予

算の実施予定額が確定し、工種及び施行場所が明らかとなった

後速やかに行うものとする。 

ただし、当該申請に係る地区の隣接地（地続きではないが地

形の状況から接続しているとみなされるものを含む。）で次年

度以降の事業予定地のうち、事業計画及び設計が明らかで、お

おむね確実に実施されると見込まれるものは、１の地区に含め

併せて申請できるものとする。 

２ 地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域又は同法

第４条第１項のぼた山崩壊防止区域内における地すべり防止施

設又はぼた山崩壊防止施設で保安施設事業の施設と効用を兼ね

ると認められる施設を造成し、又は維持する必要があると認め

られる場合にも速やかに指定を行うものとする。 

３ 指定する土地については、次の各号によるものとする。 

原因を付記するものとする。 

 （２）  保安林の解除があったときは、保安林が解除された年

月日及び当該保安林の解除に係る法第３３条第１項又は

６項の規定による告示の番号その他必要な事項を記載す

るものとする。 

 （３）  指定施業要件の変更があったときは、指定施業要件が

変更された年月日及び当該指定施業要件の変更に係る法

第３３条の３において準用する法第３３条第１項の規定

による告示の番号その他必要な事項を記載するものとす

る。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

基本通知の 

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 （１） 指定する土地は、保安施設事業として山腹工事、渓間

工事等を施行する土地及び当該施行地の隣接地であって

その効用を果たすために必要な土地とする。ただし、そ

の土地を指定しなければ当該事業の実施に支障を来すと

認められる場合には、当該事業の実施上必要な材料の採

取地、集積地又は資材運搬道路敷地その他の附帯地を指

定するものとする。 

なお、効用を果たすために必要な土地とは、当該土地

において立木竹の伐採、土地の形質変更などが行われた

場合、保安施設事業の実施又は施設の維持が困難になる

と認められる区域で、例示すれば、山腹工事の施行地の

周辺で工事の施行又は施設の維持に直接影響を及ぼす区

域、渓間工事のえん堤の水たたき部分及び袖部の周辺、

堆砂地等である。 

 （２） 保安施設事業の実施のため一時的に必要とする材料の

採取地、集積地又は資材運搬道路敷地その他の附帯地に

ついては、当該土地所有者等の協力を得て土地使用承諾

書をとることとし、つとめて指定は行なわないものとす

る。 

４ 次の各号に掲げる土地については、保安施設事業の実施につ

き当該土地の所有権その他の権利を有する者の同意を得ること

ができないと認められる場合、当該事業が大規模でかつ長期に

わたる場合、又は当該事業の実施に必要な区域の一部が当該土

地以外の土地にかかる場合を除き、指定を省略して差し支えな

いものとする。 

 （１） 保安林又は保安林予定森林（法第２５条第１項第８号

から第１１号までに掲げる目的に係るものを除く。） 

（２） 「保安林整備管理事業実施要領の制定について」（昭

和５３年８月２２日５３林野治第号林野庁長官通知）第
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

２の１に基づく指定に係る調査事務の対象森林 

（３） 国有林野 

５ 指定区域の形状は、原則として多角形とするものとし、法第

４１条第３項の規定による申請に先立ち当該区域のそれぞれの

辺の交点に標柱を設置するものとする。 

６ 保安施設地区に係る指定施業要件は、森林である土地及び森

林の造成事業又は造成に必要な事業を実施する土地について定

めるものとする。 

なお、指定施業要件のうち立木の伐採の方法は、令別表第２

の第１号(一)ハにより原則として禁伐とされるが、立木を伐採

しても保安施設地区の指定の目的の達成に支障を来すおそれが

ないと認められる場合には、択伐とする、又は伐採種を定めな

いものとする。この場合における指定施業要件の内容は、当該

保安施設地区の指定の目的を達成するための保安林に係る指定

施業要件に準ずるものとする。 

７ 知事は、法第４１条第３項の規定による申請をしようとする

場合には、あらかじめ実地調査を行うほか適宜の方法により十

分な調査を行い、申請書に、規則第７９条の事業計画書のほか、

次の書類を添付するものとする。この場合においては、申請に

係る土地の所有者及び当該土地に関し、登記した権利を有する

者の当該指定に関する意見を聴くものとする。 

（１） 指定調書 

（２） 指定調査地図 

（３） 位置図 

（４） その他必要な書類 

８ 前項第４号の書類には、次の各号に掲げる書類を含むものと

する。 

（１） 申請に係る土地が国有林である場合にあっては、当該

国有林を管理する国の機関の長（国有林野、国庫帰属森
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

林又は官行造林地にあっては管轄の森林管理局長）の意

見 

（２） 当該指定については土地所有者又は当該土地に関し登

記した権利を有する者に異議がある場合にあってはそれ

らの者の氏名（法人にあっては名称）、当該土地の所在

場所、異議の内容及び理由その他必要な事項を記載した

書面 

９ 申請に係る土地が海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３

条の規定により海岸保全区域に指定されている場合には、当該

指定の特別の必要がある理由並びに規則第７９条の事業計画書

及び第７項第１号から第３号までに掲げる書類を提出するもの

とする。 

１０ 保安施設事業が、緊急治山事業、公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法（昭和２６年法第９７号）第３条の規定による

林地荒廃防止施設に関する災害の復旧事業費である場合には、

法第４４条ただし書後段規定に基づき法第４４条において準用

する法第４０条の告示の日からなるべく早い時期に指定するも

のとする。 

１１ 知事は、年度当初に地区指定計画が確定したときは、個々

の地区ごとに指定調書等を提出する前にあらかじめ当該年度の

全ての地区の所在場所（市町村、大字、字、地番）及び事業名

を明らかにした指定計画箇所一覧表を作成し、林野庁に提出す

るものとする。 

なお、地区は、当該地区の所在する流域若しくはその支流又

は市町村若しくは大字、字の名称で表示することとし、同一地

区に２以上の地区が存することとなる場合は、支番号を付すこ

とによって区分するものとする。 

 

（指定の有効期間） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

第７８条 法第４２条ただし書の規定による指定の有効期間の延

長は、指定の有効期間内に保安施設事業の実施行為が完了しな

い場合であって当該指定の有効期間の満了後３年以内に当該事

業の実施行為を完了することができると認められるときに行う

ものとし、３年以内に完了することができないと認められると

きは、指定の有効期間の延長は行わず改めて保安施設地区の指

定を行うものとする。 

２ 知事は、保安施設地区の指定の有効期間の延長を必要と認め

るときは、申請書を、その期間の満了の日から４か月前までに

農林水産大臣に提出するものとする。 

 

（解除） 

第７９条 法第４３条第１項に規定する「保安施設事業を廃止し

たとき」とは、当該地区に係る保安施設事業に着手したのち、

当該事業の全部又は一部を将来にわたって実施しないこととし

たとき、又は当該事業により設置された全部又は一部の施設の

撤去、埋没その他その効用の消滅を必要とするときとするもの

とする。 

２ 法第４３条第２項に規定する「着手」とは、保安施設事業の

実施行為をいい、本工事と密接不可分の関係にある準備行為の

開始を含むものとする。 

なお、当該地区において保安施設事業の実施行為の一部につ

いて着手があれば、その全体について着手があったものとして

取り扱うものとする。 

３ 知事は、保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく、次の書

類を添えて、その旨を農林水産大臣に通知するものとする。 

（１） 解除調書 

（２） 解除調査地図 

（３） 位置図 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（４） その他必要な書類 

４ 解除に係る区域が保安施設地区の区域の一部である場合に

は、前項の規定による通知に先立ち、当該解除に係る区域のそ

れぞれの辺の交点に標柱を設置するものとする。 

５ 知事は、法第４１条第３項の規定により指定された保安施設

地区の指定の効力が法第４３条第２項の規定により失われたと

きは、遅滞なく当該保安施設地区の土地の所有者及びその土地

に関し登記した権利を有する者に対しその旨を通知するものと

する。 

６ 知事は、保安施設地区の指定後１年を経過したときに、当該

保安施設地区において保安施設事業に着手していないときは、

遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知するものとする。 

 

（指定施業要件の変更） 

第８０条 知事は、法第４１条第１項の規定により指定された保

安施設地区に係る指定施業要件についてその変更を申請し、又

は申請の進達をする場合には、あらかじめ保安施設事業を行う

森林管理局長の意見を聴くものとする。 

２ 変更の手続については、第２４条第１項及び第２項で準用す

る第５条から第８条まで及び第１０条から第１５条まで並びに

第２４条第６項を準用するものとする。 

 

（保安施設地区における制限） 

第８１条 知事は、法第４１条第１項の規定により指定された保

安施設地区内における立木竹の伐採その他の行為に係る法第４

４条において準用する立木伐採許可若しくは作業許可の申請又

は規則第６０条第１項第５号から第９号までの規定による届出

を受けたときは、保安施設事業を行う森林管理局長の意見を聴

くものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

２ 伐採の限度を算出する基礎となる伐期齢、協議に係る皆伐面

積の取扱い、皆伐面積の限度の公表、許可申請又は協議の適否

の判定、許可申請等又は協議の処理、許可の条件、縮減、届出

の処理、規則第６０条第１項第１号及び第６３条第１項第１号

の保安施設事業等の範囲、規則第６０条第１項第５号から第９

号までの取扱いについては第７章に準ずるものとする。 

 

（標識等の設置） 

第８２条 法第４４条において準用する法第３９条の規定による

標識の設置は、第１１章を準用するものとする。 

 

（保安施設地区台帳） 

第８３条 法第４６条の２第１項の保安施設地区台帳は、地区ご

とに調製するものとし、その保管及び調製については、第１２

章を準用するものとする。 

 

（保安林への転換） 

第８４条 知事は、指定の有効期間が満了するまでに保安林への

転換に必要な調査を行い、保安林へ転換すべき土地については

転換調書及び転換調査地図を作成するものとする。 

２ 知事は、保安林へ転換したものについて、指定の有効期間の

満了後、遅滞なく森林所有者並びに当該保安林の所在地を管轄

する市町村長及び登記所に対し当該保安林の所在場所その他必

要な事項を通知するものとする。 

 

（保安施設地区の監視） 

第８５条 知事は、保安施設事業に係る施設の維持管理行為の適

正な実施及び保安施設地区における違反行為の発生を防止する

ため監視に必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

第１４章 標準処理期間 

 

（標準処理期間） 

第８６条 保安林の指定、保安林の指定の解除及びその他本要

綱に係る申請書の標準処理期間は別表８のとおりとする。 

 

第１５章 申請書等の提出先等 

 

 （申請書等の提出先及び提出部数） 

第８７条 （省略） 

 （６） 規則第６０条第１項第５号から第９号までに該当す

る立木の伐採許可を要しない場合の伐採の届け出書 

（省略） 

２ 申請書等の提出部数は次の各号のとおりとする。 

 （１） 前項１号から３号まで及び８号の書類は正本１部、

副本１部 

 （２） 前項４号から７号までの書類は正本１部 

 

第１６章 その他 

 

第８８条 （省略） 

 

附 則 

この要綱は、令和８年２月２日から施行する。 

 

 

別表１（第４条関係） 

保安林の機能等 

 

第１５章 標準処理期間 

 

（標準処理期間） 

第６９条 保安林の指定、保安林の指定の解除及びその他本要

綱に係る申請書の標準処理期間は別表７のとおりとする。 

 

第１６章 申請書等の提出先等 

 

 （申請書等の提出先及び提出部数） 

第７０条 （省略） 

（６） 規則第６０条第１項第５号から第９号に該当する立木

の伐採許可を要しない場合の伐採の届け出書 

（省略） 

２ 申請書等の提出部数は次の各号のとおりとする。 

 （１） 前項１号から３号及び８号の書類は正本１部、副本

１部 

 （２） 前項４号から７号の書類は正本１部 

 

第１７章 その他 

 

第７１条 （省略） 

 

 

 

 

 

別表 1（第４条関係） 

保安林の機能等（１） 

 

章ずれ 

 

 

条項ずれ 

 

 

章ずれ 

 

 

条項ずれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

章ずれ 

 

条項ずれ 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

保安林の種類 保安林の機能と配備 

飛砂防備 

保安林 

海岸の砂地を森林で被覆することにより、

砂面に対する風衝を緩和して飛砂の発生を防

止する機能及び飛砂が海岸から内陸に進入す

るのを遮断する機能を持つ。 

この保安林は、内陸部における土地の高度利

用、住民の生活環境の保護を図るために沿岸部

に配備される。 

防風保安林 林冠をもって障壁を形成して風に抵抗してそ

のエネルギーを減殺して、風下、風上に渦動流を

発生させ、風速を緩和して風害を防止する機能

を持つ。 

水害防備 

保安林 

河川の洪水時における氾濫にあたって、主と

して樹幹による水制作用及び濾過作用並びに樹

根による地表の侵食防止作用によって水害の防

止軽減を図る機能を持つ。 

潮害防備 

保安林 

津波又は高潮に際して、主として林木の樹幹

によって波のエネルギーを減殺して、その被害

を防ぐ目的と、風波の強い海岸において主とし

て林冠によって、強風による空気中の海水微粒

子を捕捉するとともに風速を緩和して海水塩分

による被害を防止する機能を持つ。 

干害防備 

保安林 

局所的な用水源を保護するために、森林の

もつ水源かん養機能の確保を図る機能を持

つ。 

この保安林は、飲用水又は農業用水等の水源

地に指定される。 

防雪保安林 風によって吹雪（気象用語では「飛雪」とい

う。）が発生するのを防止する機能を持つ。 

保安林の種類 保安林の機能と配備 

飛砂防備 

保安林 

海岸の砂地を森林で被覆することにより、

砂面に対する風衝を緩和して飛砂の発生を防

止する機能及び飛砂が海岸から内陸に進入す

るのを遮断する機能を持つ。 

この保安林は、内陸部における土地の高度利

用、住民の生活環境の保護を図るために沿岸部

に配備される。 

防風保安林 林冠をもって障壁を形成して風に抵抗してそ

のエネルギーを減殺して、風下、風上に渦動流を

発生させ、風速を緩和して風害を防止する機能

を持つ。 

水害防備 

保安林 

河川の洪水時における氾濫にあたって、主と

して樹幹による水制作用及び濾過作用並びに樹

根による地表の侵食防止作用によって水害の防

止軽減を図る機能を持つ。 

潮害防備 

保安林 

津波又は高潮に際して、主として林木の樹幹

によって波のエネルギーを減殺して、その被害

を防ぐ目的と、風波の強い海岸において主とし

て林冠によって、強風による空気中の海水微粒

子を捕捉するとともに風速を緩和して海水塩分

による被害を防止する機能を持つ。 

干害防備 

保安林 

局所的な用水源を保護するために、森林の

もつ水源かん養機能の確保を図る機能を持

つ。 

この保安林は、飲用水又は農業用水等の水源

地に指定される。 

防雪保安林 風によって吹雪（気象用語では「飛雪」とい

う。）が発生するのを防止する機能を持つ。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

防霧保安林 樹林によって空気の乱流を発生させて霧の移

動を阻止するとともに、林木の枝葉によって霧

粒を捕捉して霧の害を防止する機能を持つ。 

なだれ防止 

保安林 

森林によってなだれの原因となる雪疵ができ

るのを防ぎ、また、山腹斜面の摩擦抵抗を大きく

して雪がすべり出すのを防ぎ、あるいは一旦滑

動したものの勢いを弱め、又は、方向を変えて無

害な所へ誘導する等の機能を持つ。 

落石防止 

保安林 

林木の根系によって岩石を金欠固定してその

転落を防止し、また転落する石灰を山腹で阻止

して、落石による既険を防止する機能を持つ。 

防火保安林 耐火樹又は防火樹によって防火樹帯を構成

し、森林火災の延焼を防止する機能を持つ。 

魚つき保安林 森林の水面への陰影、投影、魚類等に対する養

分の提供、水質汚濁の防止等の作用により魚類

の棲息と繁殖を助ける機能を持つ。 

航行目標 

保安林 

海岸又は湖岸の付近にあって、漁場から見易

い独立的な山容の森林が指定されて、主として

漁船の航行の目標となる機能を持つ。 

保健保安林 森林による局所的な気象条件の緩和、塵埃、煤

煙の濾過作用等の機能及び森林の有する生理

的、心理的効果を活用した市民のレクリエーシ

ョン等の保健、休養の場としての機能を持つ。 

風致保安林 名所（有名な場所）や旧跡（歴史に残るできご

とや物のあった場所）の趣のある景色を森林に

よって価値づけられている場合に指定して、こ

れを保存する機能を持つ。 

 

 

防霧保安林 樹林によって空気の乱流を発生させて霧の移

動を阻止するとともに、林木の枝葉によって霧

粒を捕捉して霧の害を防止する機能を持つ。 

なだれ防止 

保安林 

森林によってなだれの原因となる雪疵ができ

るのを防ぎ、また、山腹斜面の摩擦抵抗を大きく

して雪がすべり出すのを防ぎ、あるいは一旦滑

動したものの勢いを弱め、又は、方向を変えて無

害な所へ誘導する等の機能を持つ。 

落石防止 

保安林 

林木の根系によって岩石を金欠固定してその

転落を防止し、また転落する石灰を山腹で阻止

して、落石による既険を防止する機能を持つ。 

防火保安林 耐火樹又は防火樹によって防火樹帯を構成

し、森林火災の延焼を防止する機能を持つ。 

魚つき保安林 森林の水面への陰影、投影、魚類等に対する養

分の提供、水質汚濁の防止等の作用により魚類

の棲息と繁殖を助ける機能を持つ。 

航行目標 

保安林 

海岸又は湖岸の付近にあって、漁場から見易

い独立的な山容の森林が指定されて、主として

漁船の航行の目標となる機能を持つ。 

保安林の機能等（２） 

保健保安林 森林による局所的な気象条件の緩和、塵埃、煤

煙の濾過作用等の機能及び森林の有する生理

的、心理的効果を活用した市民のレクリエーシ

ョン等の保健、休養の場としての機能を持つ。 

風致保安林 名所（有名な場所）や旧跡（歴史に残るできご

とや物のあった場所）の趣のある景色を森林に

よって価値づけられている場合に指定して、こ

れを保存する機能を持つ。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

別表２（第５条関係ほか） 

保安林の指定又は解除等に係る直接の利害関係を有する者 

保安林の種類 保安林の指定により直接利害を受ける者等 

飛砂防備 

保安林 

当該森林の林帯方向における両端を通って林

帯方向に対して直角に交わる直線が当該林帯

の林縁と交わる点（以下「林縁点」という｡)か

ら当該林帯の期待平均樹高（以下「樹高」とい

う｡）の風上側へ５倍、風下側へ１０倍の水平距

離（林帯が不整形の場合は最も風上側及び風下

側となる林縁からのそれぞれ５倍、１０倍の水

平距離）となる点（以下それぞれ「風上点」、「風

下点」という。）をその直線上にとり、風上点及

び風下点をそれぞれ結んだ線分によって囲まれ

る区域（林帯の連続状態が失われる場合には、風

の吹き抜けによる影響が予想される区域を含

む。）内に居住する者及び土地等について正当な

権原を有する者（当該権原が当該森林の存続と

重要な関連を有するものであると認められる

場合に限る｡）とする。 

防風保安林 飛砂防備保安林に準ずる区域（風下点は、風下

側の林縁点から樹高の３５倍の水平距離となる

点とする。）内に居住する者及び土地等について

正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の

存続と重要な関連を有するものであると認めら

れる場合に限る。）とする。 

水害防備 

保安林 

当該森林に隣接し、その周辺における災害状

況等からみて当該森林の水制作用、洪水流送物

の制御作用の効果を直接受ける区域内に居住す

る者及び土地等について正当な権原を有する者

別表２（第５条関係ほか） 

保安林の指定により直接利益を受ける者等の範囲（１） 

保安林の種類 保安林の指定により直接利害を受ける者等 

飛砂防備 

保安林 

当該森林の林帯方向における両端を通って林

帯方向に対して直角に交わる直線が当該林帯

の林縁と交わる点（以下「林縁点」という｡)か

ら当該林帯の期待平均樹高（以下「樹高」とい

う｡）の風上側へ５倍、風下側へ１０倍の水平距

離（林帯が不整形の場合は最も風上側及び風下

側となる林縁からのそれぞれ５倍、１０倍の水

平距離。）となる点（以下それぞれ「風上点」、「風

下点」という。）をその直線上にとり、風上点及

び風下点をそれぞれ結んだ線分によって囲まれ

る区域（林帯の連続状態が失われる場合は、風の

吹き抜けによる影響が予想される区域を含む。）

内に居住する者及び土地等について正当な権原

を有する者（当該権原が当該森林の存続と重要

な関連を有するものであると認められる場合

に限る｡）とする。 

防風保安林 飛砂防備保安林に準ずる区域（風下点は、風下

側の林縁点から樹高の３５倍の水平距離となる

点とする。）内に居住する者及び土地等について

正当な権原を有する者（当該権原が当該森林の

存続と重要な関連を有するものであると認めら

れる場合に限る。）とする。 

水害防備 

保安林 

当該森林に隣接し、その周辺における災害状

況等からみて当該森林の水制作用、洪水流送物

の制御作用の効果を直接受ける区域内に居住す

る者及び土地等について正当な権原を有する者

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有

するものであると認められる場合に限る。）とす

る。 

潮害防備 

保安林 

１ 塩害の防止については、飛砂防備保安林に

準ずる区域（風上側の区域は除くとともに、

風下点は風下側の林縁点から樹高の２５倍

の水平距離となる点とする。）内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有する

者（当該権原が当該森林の存続と重要な関連

を有するものであると認められる場合に

限る。）とする。 

２  津波等の被害の防止については、当該森林

に隣接し、その周辺の災害状況、沿岸の地形

等からみて当該森林の津波・高潮の防止効果

を直接受ける区域内に居住する者及び土地

等について正当な権原を有する者（当該権原

が当該森林の存続と重要な関連を有するも

のであると認められる場合に限る。）とす

る。 

干害防備 

保安林 

当該森林に水利用を直接依存している取水施

設、貯水池等に正当に権限を有する者とする。 

防霧保安林 飛砂防備保安林に準ずる区域（風上側の区域

は除くとともに、風下点は風下側の林縁点から

樹高の２０倍の水平距離となる点とする。）内に

居住する者及び土地等について正当な権原を有

する者（当該権原が当該森林の存続と重要な関

連を有するものであると認められる場合に限

る。）とする。 

 

（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有

するものであると認められる場合に限る。）とす

る。 

潮害防備 

保安林 

１ 塩害の防止については、飛砂防備保安林に

準ずる区域（風上側の区域は除くとともに、

風下点は風下側の林縁点から樹高の２５倍

の水平距離となる点とする。）内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有する

者（当該権原が当該森林の存続と重要な関連

を有するものであると認められる場合に

限る。）とする。 

２  津波等の被害の防止については、当該森林

に隣接し、その周辺の災害状況、沿岸の地形

等からみて当該森林の津波・高潮の防止効果

を直接受ける区域内に居住する者及び土地

等について正当な権原を有する者（当該権原

が当該森林の存続と重要な関連を有するも

のであると認められる場合に限る。）とす

る。 

干害防備 

保安林 

当該森林に水利用を直接依存している取水施

設、貯水池等に正当に権限を有する者とする。 

防霧保安林 飛砂防備保安林に準ずる区域（風上側の区域

は除くとともに、風下点は風下側の林縁点から

樹高の２０倍の水平距離となる点とする。）内に

居住する者及び土地等について正当な権原を有

する者（当該権原が当該森林の存続と重要な関

連を有するものであると認められる場合に限

る。）とする。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

なだれ防止 

保安林 

当該森林の下方の地形等からみてなだれが流

下し、堆積するおそれがある区域内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有する者

（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有

するものであると認められる場合に限る。）と

する。 

落石防止 

保安林 

当該森林の地形、下方の地形等からみて落石

の影響が予想される区域内に居住する者及び土

地等について正当な権原を有する者（当該権原

が当該森林の存続と重要な関連を有するもので

あると認められる場合に限る。）とする。 

防火 

保安林 

当該森林に隣接し、当該森林の火災の延焼防

止の効果を直接受ける区域内に居住する者及び

土地等について政党な権原を有する者（当該権

原が当該森林の存続と重要な関連を有するもの

であると認められる場合に限る。）とする。 

魚つき保安林 当該森林が魚類の棲育と繁殖に影響を与える

海域において、漁業権を有する者とする。 

航行目標 

保安林 

当該森林を通常航行の目標としている小型漁

船及び小型船舶に正当な権限を有するものと

する。 

保健保安林 １ 「局所的な気象条件の緩和、塵埃・煤煙

のろ過作用等」を目的とするものについて

は、当該森林の隣接する区域内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有す

る者（当該権原が当該森林の存続と重要な

関連を有するものであると認められる場

合に限る。）とする。 

２  「市民のレクリエーション等の保健、休養

保安林の指定により直接利益を受ける者等の範囲（２） 

保安林の種類 保安林の指定により直接利害を受ける者等 

なだれ防止 

保安林 

当該森林の下方の地形等からみてなだれが流

下し、堆積するおそれがある区域内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有する者

（当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有

するものであると認められる場合に限る。）と

する。 

落石防止 

保安林 

当該森林の地形、下方の地形等からみて落石

の影響が予想される区域内に居住する者及び土

地等について正当な権原を有する者（当該権原

が当該森林の存続と重要な関連を有するもので

あると認められる場合に限る。）とする。 

防火 

保安林 

当該森林に隣接し、当該森林の火災の延焼防

止の効果を直接受ける区域内に居住する者及び

土地などについて政党な権原を有する者（当該

権原が当該森林の存続と重要な関連を有するも

のであると認められる場合に限る。）とする。 

魚つき保安林 当該森林が魚類の棲育と繁殖に影響を与える

海域において、漁業権を有する者とする。 

航行目標 

保安林 

当該森林を通常航行の目標としている小型漁

船及び小型船舶に正当な権限を有するものと

する。 

保健保安林 １ 「局所的な気象条件の緩和、塵埃・煤煙

のろ過作用等」を目的とするものについて

は、当該森林の隣接する区域内に居住する

者及び土地等について正当な権原を有す

る者（当該権原が当該森林の存続と重要な

関連を有するものであると認められる場
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

の場」を目的とするものについては、その効

果、効用の及ぶ範囲は極めて不特定かつ広範

囲に及ぶものであり、保安林の指定により直

接利益を受ける者等に該当する者はいない。 

風致保安林 名所、旧跡と一体となって景観の保存を目的

としているものについては、その名所、旧跡に

ついて正当な権限を有する者とする。 

 

 

 

別表３（第１８条関係） 

指定施業要件として定める保安林の種類ごとの伐採種（主伐に係

るもの） 

保安林の種類 伐採の方法 

飛砂防備 

保安林 

１ 林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が著しく困難

になるおそれがあると認められる森林

にあっては、禁伐 

２ その地表が比較的安定している森林

にあっては、伐採種を定めない。 

３ その他の森林にあっては、択伐 

防風保安林 

防霧保安林 

１ 林帯の幅が狭小な森林（その幅がおお

むね２０メートル未満のものをいうも

のとする｡）その他林況が粗悪な森林及

び伐採すればその伐採跡地における成

林が困難になるおそれがあると認めら

れる森林にあっては、択伐（その程度が

特に著しいと認められるもの（林帯に

ついては、その幅がおおむね１０メー

合に限る。）とする。 

２  「市民のレクリエーション等の保健、休養

の場」を目的とするものについては、その効

果、効用の及ぶ範囲は極めて不特定かつ広範

囲に及ぶものであり直接利益を受ける者等

に該当する者はいない。 

風致保安林 名所、旧跡と一体となって景観の保存を目的

としているものについては、その名所、旧跡に

ついて正当な権限を有する者とする。 

 

別表３（第１３条関係） 

指定施業要件として定める主伐に係る伐採の方法（１） 

 

保安林の種類 伐採の方法 

飛砂防備 

保安林 

１ 林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が著しく困難

になるおそれがあると認められる森林

にあっては禁伐 

２ その地表が比較的安定している森林

にあっては、伐採種を定めない。 

３ その他の森林にあっては、択伐 

防風保安林 

防霧保安林 

１ 林帯の幅が狭小な森林（その幅がおお

むね２０メートル未満のものをいうも

のとする｡）その他林況が粗悪な森林及

び伐採すればその伐採跡地における成

林が困難になるおそれがあると認めら

れる森林にあっては、択伐（その程度が

特に著しいと認められるもの林帯につ

いては、その幅がおおむね１０メート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条項ずれ 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

トル未満のものをいうものとする。）に

あっては、禁伐） 

２ その他の森林にあっては、伐採種を定

めない。 

水害防備保安林 

潮害防備保安林 

防雪保安林 

１ 林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が著しく困難

になるおそれがあると認められる森林

にあっては、禁伐 

 ２ その他の森林にあっては、択伐 

干害防備保安林 １ 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法

を制限しなければ、急傾斜地等の森林

で土砂が流出するおそれがあると認め

られるもの及び用水源の保全又はその

伐採跡地における成林が困難になるお

それがあると認められる森林にあって

は、択伐（その程度が特に著しいと認め

られるものにあっては、禁伐） 

２ その他の森林にあっては、伐採種を定め

ない。 

なだれ防止 

保安林 

落石防止保安林 

１ 緩傾斜地の森林その他なだれ又は落

石による被害を生ずるおそれが比較的

少ないと認められる森林にあっては、

択伐 

２ その他の森林にあっては、禁伐 

防火保安林 禁伐 

魚つき保安林 １ 伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては、禁伐 

２ 魚つきの目的に係る海洋、湖沼等に面

ル未満のものをいうものとする。）にあ

っては、禁伐） 

２ その他の森林にあっては、伐採種を定

めない。 

水害防備保安林 

潮害防備保安林 

防雪保安林 

１ 林況が粗悪な森林及び伐採すればそ

の伐採跡地における成林が著しく困難

になるおそれがあると認められる森林

にあっては、禁伐 

 ２ その他の森林にあっては、択伐 

干害防備保安林 １ 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法

を制限しなければ、急傾斜地等の森林

で土砂が流出するおそれがあると認め

られるもの及び用水源の保全又はその

伐採跡地における成林が困難になるお

それがあると認められる森林にあって

は、択伐（その程度が特に著しいと認め

られるものにあっては、禁伐） 

２ その他の森林にあっては、伐採種を定め

ない。 

なだれ防止 

保安林 

落石防止保安林 

１ 緩傾斜地の森林その他なだれ又は落

石による被害を生ずるおそれが比較的

少ないと認められる森林にあっては、

択伐 

２ その他の森林にあっては、禁伐 

防火保安林 禁伐 

魚つき保安林 １ 伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては、禁伐 

２ 魚つきの目的に係る海洋、湖沼等に面
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

しない森林にあっては伐採種を定めな

い。 

３ その他の森林にあっては、択伐 

航行目標保安林 ｌ 伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては、禁伐 

２  その他の森林にあっては、択伐 

保健保安林 １ 伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては、禁伐 

２ 地域の景観の維持を主たる目的とす

る森林のうち、主要な利用施設又は眺

望点からの視界外にあるものにあって

は、伐採種を定めない。 

３ その他の森林にあっては、択伐 

風致保安林 ｌ 風致の保存のため特に必要があると

認められる森林にあっては、禁伐 

２ その他の森林にあっては、択伐 

 

 

 

（注） 

１ 保安施設事業の施行地の森林の伐採方法については、水源

かん養保安林において「伐採の方法を制限しなければ、急傾

斜地、保安施設事業の施行地等の森林で土砂が崩壊し、又は

流出するおそれがあると認められるもの」は択伐（その程度

が特に著しいと認められるものにあっては、禁伐）、土砂流

出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林において「保安施設事

業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他伐採

しない森林にあっては伐採種を定めな

い。 

３ その他の森林にあっては、択伐 

航行目標保安林 ｌ 伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては、禁伐 

２  その他の森林にあっては、択伐 

 

指定施業要件として定める主伐に係る伐採の方法（２） 

保安林の種類 伐採の方法 

保健保安林 １ 伐採すればその伐採跡地における成

林が著しく困難になるおそれがあると

認められる森林にあっては、禁伐 

２ 地域の景観の維持を主たる目的とす

る森林のうち、主要な利用施設又は眺

望点からの視界外にあるものにあって

は、伐採種を定めない。 

３ その他の森林にあっては、択伐 

風致保安林 ｌ 風致の保存のため特に必要があると

認められる森林にあっては禁伐 

２ その他の森林にあっては、択伐 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

すれば著しく土砂が流出又は崩壊するおそれがあると認め

られる」ものは禁伐とされていることを踏まえ、原則として、

保安施設事業の施行地であって施行後一定の期間（事業施行

後 10 年（保安施設事業により森林の造成（山腹緑化工、植

栽工、植生導入工等）を実施した区域にあっては事業施行後

20 年）を目安とする。）を経過していないものについては、

禁伐又は択伐とすること。 

なお、当該期間が経過したものについては、林況、地況等

から引き続き伐採の方法を制限しなければ土砂が崩壊し、又

は流出するおそれがあると認められるものを除き、当該保安

林の指定の目的を達成するため必要最小限度の制限となる

ことを旨として伐採の方法に係る指定施業要件を変更（例え

ば、禁伐を択伐に、択伐を伐採種を定めないに変更）するこ

とができる。 

２ 保健保安林において「地域の景観の維持を主たる目的とす

る森林のうち、主要な利用施設又は眺望点からの視界外にあ

るものにあっては、伐採種を定めない」としているが、原則

として、当該視界外にある森林を地域の景観の維持を主たる

目的とする保健保安林として指定する場合とは、一体性の観

点から当該視界内にある森林と一体のものとして指定する

必要がある場合に限ること。 

なお、主要な利用施設又は眺望点からの視界外にある森林

であっても、地域の景観の維持以外を主たる目的として森林

を保健保安林に指定する場合にあっては、その伐採方法は禁

伐又は択伐となる。 

 

別表４（第２８条関係） 

転用を目的とする保安林解除の審査に当たっての級地区分 

級地区分 該当する保安林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

第１級地 次のいずれかに該当する保

安林 

１ 法第 10 条の 15 第４項４

号に規定する治山事業の施

行地（これに相当する事業

の施行地を含む。）であるも

の（事業施行後 10 年（保

安林整備事業、防災林造成

事業等により森林の整備を

実施した区域にあっては事

業施行後 20 年（法第 39 条

の７第１項の規定により保

安施設事業を実施した森林

にあっては事業施行後 30 

年））を経過し、かつ、現在

その地盤が安定しているも

のを除く。） 

２ 傾斜度が 25 度以上のも

の（25 度以上の部分が局所

的に含まれている場合を除

く。）その他地形、地質等か

らして崩壊しやすいもの 

３ 人家、校舎、農地、道路

等国民生活上重要な施設等

に近接して所在する保安林

であって、当該施設等の保

全又はその機能の維持に直

接重大な関係があるもの 

４ 海岸に近接して所在する
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

ものであって、林帯の幅が

150 メートル未満であるも

の 

５ 保安林の解除に伴い残置

し、又は造成することとされ

たもの 

第２級地  第１級地以外の保安林 

（注） 

１ 治山事業の施行地については、特に国土保全等公益を確保す

る上で厳正な取扱いを必要とするものであり、当該施行地が介

在する保安林については、開発転用を極力避けるよう指導する

ものとする。 

２ 海岸に近接して所在する保安林は、その立地特質等からして

多様な役割を果たすことが期待されているものであり、また、

その林帯幅が縮減又は分断された場合には全体として機能の減

退をもたらすこととなることから、原則として解除を行わない

ものとし、第１級地の林帯幅以上の保安林にあっても開発転用

は極力避けるよう指導するものとする。 

 

別表５（第２３条第１項第２号、第５２条第３項、第５３条関

係） 

保安林の土地の形質の変更行為の許可基準 

区分 行為の目的・態様・規模等 

１ 

森林の施業・管

理に必要な施設 

(1) 林道（車道幅員が４メートル以下の

ものに限る。）及び森林の施業 ・管理

の用に供する作業道、作業用索道、木

材集積場、歩道、防火線、作業小屋等

を設置する場合 

(2) 森林の施業・管理に資する農道等で、

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

別表４（第１８条第１項第２項、第４７条第１項、第４８条第

１項第３号関係） 

保安林の土地の形質の変更行為の許可基準（１） 

区分 行為の目的・態様・規模等 

１ 

森林の施業・管

理に必要な施設 

(1) 林道（車道幅員が４メートル以下の

ものに限る。）及び森林の施業 ・管理

の用に供する作業道、作業用索道、木

材集積場、歩道、防火線、作業小屋等

を設置する場合。 

(2) 森林の施業・管理に資する農道等で、
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

規格及び構造が(1)の林道に類するもの

を設置する場合 

２ 

森林の保健機能

の増進に資する

施設 

保健保安林の区域内に、森林の保健機

能の増進に関する特別措置法（平成元年

法律第７１号。以下「森林保健機能増進

法」という｡)第２条第２項第２号に規定

する森林保健施設に該当する施設を設

置する場合（森林保健機能増進法第５条

の２第 1 項第１号の保健機能森林の区域

内に当該施設を設置する場合又は当該

施設を設置しようとする者が当該施設

を設置しようとする森林を含むおおむ

ね３０へクタール以上の集団的森林に

つき所有権その他の土地を使用する権

利を有する場合を除く。）であって、次の

要件を満たすもの 

(1) 当該施設の設置のための土地の形

質の変更（以下この表において「変

更行為」という｡)に係る森林の面積

の合計が、当該変更行為を行おうと

する者が所有権その他の土地を使用

する権利を有する集団的森林（当該

変更行為を行おうとする森林を含む

ものに限る。）の面積の１０分の１未

満の面積であること。 

(2) 変更行為 (遊歩道及びこれに類す

る施設に係る変更行為を除く｡以下

同じ。）を行う箇所が、次の条件を満

たす土地であること。 

規格及び構造が(1)の林道に類するもの

を設置する場合。 

２ 

森林の保健機能

の増進に資する

施設 

保健保安林の区域内に、森林の保健機

能の増進に関する特別措置法（平成元年

法律第７１号。以下「森林保健機能増進

法」という｡)第２条第２項第２号に規定

する森林保健施設に該当する施設を設

置する場合（森林保健機能増進法第５条

の２第 1 項第１号の保健機能森林の区域

内に当該施設を設置する場合又は当該

施設を設置しようとする者が当該施設

を設置しようとする森林を含むおおむ

ね３０へクタール以上の集団的森林に

つき所有権その他の土地を使用する権

利を有する場合を除く。）であって、次の

要件を満たすもの。 

(1) 当該施設の設置のための土地の形

質の変更（以下この表において「変

更行為」という｡)に係る森林の面積

の合計が、当該変更行為を行おうと

する者が所有権その他の土地を使用

する権利を有する集団的森林（当該

変更行為を行おうとする森林を含む

ものに限る。）の面積の１０分の１未

満の面積であること。 

(2) 変更行為 (遊歩道及びこれに類す

る施設に係る変更行為を除く｡以下

同じ。）を行う箇所が、次の①及び②

の条件を満たす土地であること。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

① 土砂の流出又は崩壊その他の災

害が発生するおそれのない土地 

② 非植生状態（立木以外の植生が

ない状態をいう。）で利用する場合

にあっては傾斜度が１５度未満の

土地、植生状態（立木以外の植生

がある状態をいう。）で利用する場

合にあっては傾斜度が２５度未満

の土地 

(3) １箇所当たりの変更行為に係る森

林の面積は、立木の伐採が材積にし

て３０パーセント以上の状態で変更行

為を行う場合には０.０５へクタール

未満であり、立木の伐採が材積にし

て３０パーセント未満の場合には

１.２０へクタール未満であること。 

(4) 建築物の建築を伴う変更行為を行

う場合には、一建築物の建築面積は 

２００ 平方メートル未満であり、か

つ、一変更行為に係る建築面積の合

計は ４００ 平方メートル未満であ

ること。 

(5) 一変更行為と一変更行為との距離

は、５０メートル以上であること。 

(6) 建築物その他の工作物の設置を伴

う変更行為を行う場合には、当該建築

物その他の工作物の構造が、次の条件

に適合するものであること。 

①  建築物その他の工作物の高さ

①  土砂の流出・崩壊等の災害が発

生するおそれのない土地 

②  非植生状態（立木以外の植生が

ない状態をいう。）で利用する場合

にあっては傾斜度が１５度未満の

土地、植生状態（立木以外の植生

がある状態をいう。）で利用する場

合にあっては傾斜度が２５度未満

の土地。 

(3) １箇所当たりの変更行為に係る森

林の面積は、立木の伐採が材積にし

て３０パーセント以上の状態で変更行

為を行う場合には０.０５へクタール

未満であり、立木の伐採が材積にし

て３０パーセント未満の場合には

１.２０へクタール未満であること。 

(4) 建築物の建築を伴う変更行為を行

う場合には、一建築物の建築面積は 

２００ 平方メートル未満であり、か

つ、一変更行為に係る建築面積の合

計は ４００ 平方メートル未満であ

ること。 

(5) 一変更行為と一変更行為との距離

は、５０メートル以上であること。 

(6) 建築物その他の工作物の設置を伴

う変更行為を行う場合には、当該建築

物その他の工作物の構造が、次の条件

に適合するものであること。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

は、その周囲の森林の樹冠を構成

する立木の期待平均樹高未満であ

ること。 

②  建築物その他の工作物は、原則と

して木造であること。 

③  建築物その他の工作物の設置に

伴う切土又は盛土の高さは、おお

むね１.５メートル未満であるこ

と。 

(7) 遊歩道及びこれに類する施設に係

る変更行為を行う場合には、幅３メ

ートル未満であること。 

(8) 土地の舗装を伴う変更行為（遊歩

道及びこれに類する施設に係る変

更行為を含む。）を行う場合には、地

表水の浸透、排水処理等に配慮して

なされるものであること。 

３ 

森林の有する保

安機能を維持又

は代替をする施

設 

(1) 森林の保安機能の維持・強化に資す

る施設を設置する場合 

(2) 保安林の転用に当たり、当該保安林

の機能に代替する機能を果たすべき施

設を転用に係る区域外に設置する場合 

４ 

その他 

(1) 上記１から３に規定する以外のも

のであって次に該当する場合 

① 施設等の幅が１メ－トル未満の

線的なものを設置する場合 

（例えば、水路、へい、柵） 

② 変更行為に係る区域の面積が０.

０５へクタール未満で、切土又は

保安林の土地の形質の変更行為の許可基準（２） 

区分 行為の目的・態様・規模等 

森林の保健機

能の増進に資

する施設 

  （続き） 

①  建築物その他の工作物の高さ

は、その周囲の森林の樹冠を構成

する立木の期待平均樹高未満であ

ること。 

②  建築物その他の工作物は、原則

として木造であること。 

③  建築物その他の工作物の設置に

伴う切土又は盛土の高さは、おお

むね１.５メートル未満であるこ

と。 

(7) 遊歩道及びこれに類する施設に係

る変更行為を行う場合には、幅３メ

ートル未満であること。 

(8) 土地の舗装を伴う変更行為（遊歩道

及びこれに類する施設に係る変更行

為を含む。）を行う場合には、地表水の

浸透、排水処理等に配慮してなされる

ものであること。 

３ 

森林の有する保

安機能を維持・

代替する施設 

(1) 森林の保安機能の維持・強化に資す

る施設を設置する場合。 

(2) 保安林の転用に当たり、当該保安林の

機能に代替する機能を果たすべき施設

を転用に係る区域外に設置する場合。 

４ 

その他 

(1) 上記１から３に規定する以外のも

のであって次に該当する場合。 

① 施設等の幅が１メ－トル未満の

線的なものを設置する場合。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

盛土の高さがおおむね１.５メー

トル未満の点的なものを設置する

場合 

（例えば、標識、掲示板、墓碑、

電柱、気象観測用の百葉箱及び雨

量計、送電用鉄塔、無線施設、水

道施設、簡易な展望台等） 

ただし、区域内に建築物を設置

するときには、建築面積が５０平

方メートル未満であって、かつそ

の高さがその周囲の森林の樹冠を

構成する立木の期待平均樹高未満

であるものに限ることとし、保健、

風致保安林内の区域に建築物以外

の工作物を設置するときには、そ

の高さがその周囲の森林の樹冠を

構成する立木の期待平均樹高未満

であるものに限ることとする。 

(2) その他 

    一時的な変更行為であって次の要

件を満たす場合。ただし、一般廃棄物

又は産業廃棄物を堆積する場合は除

く。 

① 変更行為の期間が原則として２

年以内のものであること 

② 変更行為の終了後には植栽され

確実に森林に復旧されるものであ

ること。 

③ 区域の面積が０.２へクタール未

（例えば、水路、へい、柵） 

② 変更行為に係る区域の面積が０.

０５へクタール未満で、切土又は

盛土の高さがおおむね１.５メー

トル未満の点的なものを設置する

場合｡ 

（例えば、標識、掲示板、墓碑、電

柱、気象観測用の百葉箱及び雨量

計、送電用鉄塔、無線施設、水道施

設、簡易な展望台等） 

ただし、区域内に建築物を設置

するときには、建築面積が５０平

方メートル未満であって、かつそ

の高さがその周囲の森林の樹冠を

構成する立木の期待平均樹高未満

であるものに限ることとし、保健、

風致保安林内の区域に建築物以外

の工作物を設置するときには、そ

の高さがその周囲の森林の樹冠を

構成する立木の期待平均樹高未満

であるものに限ることとする。 

(2) その他 

    一時的な変更行為であって次の要

件を満たす場合。ただし、一般廃棄物

又は産業廃棄物を堆積する場合は除

く。 

① 変更行為の期間が原則として２

年以内のものであること 

② 変更行為の終了後には植栽され
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

満のものであること。 

④ 土砂の流出又は崩壊を防止する

措置が講じられるものであるこ

と。 

    ⑤ 切土又は盛土の高さがおおむね

１.５メートル未満のものである

こと。 

 

 

 

（注） 

１ 林道については、車道幅員（路肩を除く。）が４メートル以下

であって、森林の施業及び管理の用に供するため周囲の森林と

一体として管理することが適当と認められる場合には、作業許

可の対象とする。 

農道、市町村道その他の道路については、森林内に設置され、

その規格・構造が林道に類するものであって、森林の施業及び

管理に資すると認められるものに限り林道と同様に取り扱うも

のとする。 

なお、森林の施業及び管理の用に供する、又は資するとは、

林道等の沿線の森林において、施業の実施予定がある場合や施

業を行う対象であることが森林施業に関する各種計画から明ら

かである場合、山火事防止等森林保全のための巡視や境界管理、

森林に関する各種調査等の実施が見込まれる場合とする。 

２ 森林の保安機能の維持及び強化に資する施設とは、その設置

目的及び構造からみて保安機能を持つことが明らかであって、

周囲の森林と一体となって管理することが保安林の指定の目的

の達成に寄与すると認められるものをいい、例えば道路に附帯

する保全施設等がこれに該当する。 

確実に森林に復旧されるものであ

ること。 

③ 区域の面積が０.２へクタール未

満のものであること。 

④ 土砂の流出又は崩壊を防止する

措置が講じられるものであるこ

と。 

    ⑤  切土又は盛土の高さがおおむね

１.５メートル未満のものであるこ

と。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

転用に当たり、転用に係る区域内に設置する当該保安林の機

能に代替する機能を果たすべき施設については、本体施設と一

体となって管理されるべきものであり、作業許可の対象としな

いものとする。また、転用に係る区域外に設置する施設であっ

ても、洪水調節池等の森林を改変する程度が大きいものについ

ては、作業許可の対象としないものとする。 

３ 土砂捨て、しいたけ原木等の堆積、仮設構造物の設置その他

物件の堆積等の一時的な変更 行為に係る作業許可は、土壌の性

質、林木の生育に及ぼす影響が微小であると認められるものに

限って行うものとする。 

４ 切土の高さとして示すおおむね 1.5 メートルとは、樹木の根

系が一般的に分布し、変更行為によっても保安機能の維持に支

障を来さない範囲として目安を示したものである。このため、

現地の樹種や土壌等の調査等を行い、根系が密に分布する深さ

を明らかにすることで、その深さを限度として差し支えないも

のとする。 

また、盛土の高さとして示すおおむね 1.5 メートルとは、切

土を流用土として現地処理することを前提に目安を示したもの

であるが、一般に、切土に比べて盛土の体積は増加することと

なるため、一定の厚さで締固めを行うなど適切な施工を行う上

で、1.5 メートルを超えることは差し支えないものとする。 

なお、切土又は盛土の高さについて、現場での施工上必要な

場合には、1.5 メートルを２割の範囲内で超えることも、「おお

むね」の範囲内であるとして差し支えないものとする。 

５ 一時的な変更行為に係る作業許可の期間については、作業許

可基準が森林の機能を維持した状態を前提としていることか

ら、伐採後の植栽義務の履行期間と同様に２年を原則としてい

る。ただし、事業実施後の遅延に合理的な理由がある場合には、

確実な原状回復を前提に、その期間を５年まで延長することを

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

可能とする。 

６ 変更行為に係る区域（以下「変更区域」という。）の一箇所の

考え方については、変更区域が連続しない場合であっても、相

隣する変更区域間の距離が 20 メートル未満に接近している場

合は、これらの変更区域は連続しているものとし一箇所として

扱うものとする。 

 

別表６（第２５条第２項関係） 

 

国等以外の者が実施する事業 

１ 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）による一般自

動車道又は専用自動車道（同法による一般旅客自動車

運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）による一般貨物自動車運送事業の用に供するも

のに限る。）に関する事業 

２ 運河法（大正２年法律第 16 号）による運河の用に供す

る施設に関する事業 

３ 土地改良区（土地改良区連合を含む。以下同じ。）が

設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、か

んがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は

防風林その他これに準ずる施設に関する事業 

４ 土地改良区が土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）

によって行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴

い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関す

る設備に関する事業 

５ 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）による鉄道事業

者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一

般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事

業 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

別表５（第２０条第２項関係） 

 

国等以外の者が実施する事業（１） 

１ 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）による一般自

動車道又は専用自動車道（同法による一般旅客自動車

運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）による一般貨物自動車運送事業の用に供するも

のに限る。）に関する事業 

２ 運河法（大正２年法律第 16 号）による運河の用に供す

る施設に関する事業 

３ 土地改良区（土地改良区連合を含む。以下同じ。）が

設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、か

んがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は

防風林その他これに準ずる施設に関する事業 

４ 土地改良区が土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）

によって行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴

い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関す

る設備に関する事業 

５ 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）による鉄道事業

者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一

般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事

業 

 

基本通知の

改正 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉県保安林制度施行要綱（新旧対照表） 

 103

 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

６ 軌道法（大正 10 年法律第 76 号）による軌道又は同法

が準用される無軌条電車の用に供する施設に関する

事業 

７ 石油パイプライン事業法（昭和 47 年法律第 105 号）

による石油パイプライン事業の用に供する施設に関

する事業 

８ 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業（路線

を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）又は貨物自動車運送事業法に

よる一般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送を

するものに限る。）の用に供する施設に関する事業 

９ 自動車ターミナル法（昭和 34 年法律第 136 号）第３

条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の

用に供する施設に関する事業 

１０ 漁港漁場整備法（昭和 25 年法律第 137 号）による漁

港施設に関する事業 

１１ 航路標識法（昭和 24 年法律第 99 号）による航路標識

に関する事業又は水路業務法（昭和 25 年法律第 102

号）第６条の許可を受けて設置する水路測量標に関す

る事業 

１２ 航空法（昭和 27 年法律第 231 号）による飛行場又は

航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業 

１３ 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成 17 年

法律第 100 号）第４条第１項第１号に掲げる業務の用

に供する施設に関する事業 

１４ 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 120 条第

１項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定す

る認定電気通信事業の用に供する施設に関する事業 

１５ 放送法（昭和 25 年法律第 132 号）による基幹放送事

６ 軌道法（大正 10 年法律第 76 号）による軌道又は同法

が準用される無軌条電車の用に供する施設に関する

事業 

７ 石油パイプライン事業法（昭和 47 年法律第 105 号）

による石油パイプライン事業の用に供する施設に関

する事業 

８ 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業（路線

を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）又は貨物自動車運送事業法に

よる一般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送を

するものに限る。）の用に供する施設に関する事業 

９ 自動車ターミナル法（昭和 34 年法律第 136 号）第３

条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の

用に供する施設に関する事業 

１０ 漁港漁場整備法（昭和 25 年法律第 137 号）による漁

港施設に関する事業 

１１ 航路標識法（昭和 24 年法律第 99 号）による航路標識

に関する事業又は水路業務法（昭和 25 年法律第 102

号）第６条の許可を受けて設置する水路測量標に関す

る事業 

１２ 航空法（昭和 27 年法律第 231 号）による飛行場又は

航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業 

１３ 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成 17 年

法律第 100 号）第４条第１項第１号に掲げる業務の用

に供する施設に関する事業 

１４ 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 120 条第

１項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定す

る認定電気通信事業の用に供する施設（同法の規定に

より土地等を使用することができるものを除く。）に
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

業者又は基幹放送局提供事業者が基幹放送の用に供

する放送設備に関する事業 

１６ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項

第８号に規定する一般送配電事業又は同項第 10 号に

規定する送電事業の用に供する同項第 18 号に規定す

る電気工作物に関する事業 

１７ 発電用施設周辺地域整備法（昭和 49 年法律第 78 号）

第２条に規定する発電用施設に関する事業 

１８ ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）第２条第 13 項

に規定するガス工作物に関する事業（同条第５項に規

定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。） 

１９ 水道法（昭和 32 年法律第 177 号）による水道事業若

しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業法（昭和

33 年法律第 84 号）による工業用水道事業 

２０ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定す

る学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術

研究のための施設に関する事業 

２１ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）による第一種社

会福祉事業、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第

105 号）に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、児

童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に規定する助産

施設、保育所、児童厚生施設若しくは児童家庭支援セ

ンターを経営する事業、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18 年法律第 77 号）に規定する幼保連携型認定こども

園を経営する事業又は更生保護事業法（平成７年法律

第 86 号）による継続保護事業の用に供する施設に関

する事業 

２２ 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康

関する事業 

１５ 放送法（昭和 25 年法律第 132 号）による基幹放送事

業者又は基幹放送局提供事業者が基幹放送の用に供

する放送設備に関する事業 

１６ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項

第８号に規定する一般送配電事業又は同項第 10 号に

規定する送電事業の用に供する同項第 18 号に規定す

る電気工作物に関する事業 

１７ 発電用施設周辺地域整備法（昭和 49 年法律第 78 号）

第２条に規定する発電用施設に関する事業 

１８ ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）第２条第 13 項

に規定するガス工作物に関する事業（同条第５項に規

定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。） 

 

国等以外の者が実施する事業（２） 

１９ 水道法（昭和 32 年法律第 177 号）による水道事業若

しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業法（昭和

33 年法律第 84 号）による工業用水道事業 

２０ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定す

る学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術

研究のための施設に関する事業 

２１ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）による第一種社

会福祉事業、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第

105 号）に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、児

童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に規定する助産

施設、保育所、児童厚生施設若しくは児童家庭支援セ

ンターを経営する事業、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18 年法律第 77 号）に規定する幼保連携型認定こども
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務

員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若し

くは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共

済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しく

は助産所又は医療法（昭和 23 年法律第 205 号）によ

る公的医療機関に関する事業 

２３ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）

による火葬場に関する事業 

２４ と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号）によると畜場又

は化製場等に関する法律（昭和 23 年法律第 140 号）

による化製場若しくは死亡獣畜取扱場に関する事業 

２５ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律

第 137 号）第 15 条の５第１項に規定する廃棄物処理

センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、

産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設（廃棄

物の処分（再生を含む。）に係るものに限る。）に関

する事業 

２６ 卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）による地方卸売

市場に関する事業 

２７ 自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）による公園事

業 

２８ 鉱業法（昭和 25 年法律第 289 号）第 104 条の規定に

より鉱業権者又は租鉱権者が他人の土地を使用する

ことができる事業 

２９ 鉱業法第 105 条の規定により採掘権者が他人の土地を

収用することができる事業 

３０ 法第 50 条第１項の規定により他人の土地を使用する

権利の設定に関する協議を求めることができる事業 

３１ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律

園を経営する事業又は更生保護事業法（平成７年法律

第 86 号）による継続保護事業の用に供する施設に関

する事業 

２２ 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康

保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務

員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若し

くは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共

済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しく

は助産所又は医療法（昭和 23 年法律第 205 号）によ

る公的医療機関に関する事業 

２３ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）

による火葬場に関する事業 

２４ と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号）によると畜場又

は化製場等に関する法律（昭和 23 年法律第 140 号）

による化製場若しくは死亡獣畜取扱場に関する事業 

２５ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律

第 137 号）第 15 条の５第１項に規定する廃棄物処理

センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、

産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設（廃棄

物の処分（再生を含む。）に係るものに限る。）に関

する事業 

２６ 卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）による地方卸売

市場に関する事業 

２７ 自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）による公園事

業 

２８ 鉱業法（昭和 25 年法律第 289 号）第 104 条の規定に

より鉱業権者又は租鉱権者が他人の土地を使用する

ことができる事業 

２９ 鉱業法第 105 条の規定により採掘権者が他人の土地を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

第 117 号）第 22 条の２第３項の認定を受けた者が当

該認定に係る同条第１項に規定する地域脱炭素化促

進事業計画に従って行う同法第２条第６項に規定す

る地域脱炭素化促進事業（同項に規定する地域脱炭素

化促進施設であって風力を電気に変換するものの整

備に係る部分に限る。） 

 

別表７（第２８条第１項第６号ウ関係） 

林地開発許可基準に代わる基準 

事業等の

目的 

事業区域内に

おいて残置

し、又は造成

する森林又は

緑地の割合 

森 林 の 配 置 等 

別 荘 地 の

造成 

 残 置 森 林 率

は ７ ０ パ ー セ

ン ト 以 上 と す

る。 

１ 原則として周辺部に幅５

０メートル以上の残置森林

又は造成森林を配置する。 

２ １区画の面積は１,０００

平方メートル以上とする。 

３ １区画内の建物敷の面積

は２００平方メートル以下

とし、建物敷その他付帯施設

の面積は１区画の面積の２

０パーセント以下とする。 

４ 建築物の高さは当該森林の

期待平均樹高以下とする。 

ゴ ル フ 場 

の造成 

森 林 率 は ７

０ パ ー セ ン ト

以 上 と す る 。

１ 原則として周辺部に幅５

０ メ ー ト ル 以 上の残 置 森

林又は造成森林（残置森林

収用することができる事業 

３０ 法第 50 条第１項の規定により他人の土地を使用する

権利の設定に関する協議を求めることができる事業 

 

 

 

 

別表６（第２３条第２項第３号ウ関係） 

林地開発許可基準に代わる基準（１） 

開発行為

の目的 

事業区域内に

おいて残置し

又は造成する

森林又は緑地

の割合 

森 林 の 配 置 等 

別 荘 地 の

造成 

 残 置 森 林 率

は お お む ね ７

０ パ ー セ ン ト

以上とする 

１ 原則として周辺部に幅お

おむね５０メートル以上の

残置森林又は造成森林を配

置する。 

２ １区画の面積はおおむね

１,０００平方メートル以上

とする。 

３ １区画内の建物敷地の面

積はおおむね２００平方メ

ートル以下とし、建物敷その

他付帯施設の面積は１区画

の面積のおおむね２０パー

セント以下とする。 

４ 建築物の高さは当該森林の

期待平均樹高以下とする。 

改正 

 

 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

 

 

 

 

 

林地開発許

可基準に合

わせた文言

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



千葉県保安林制度施行要綱（新旧対照表） 

 107

 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（ 残 置 森 林 率

６ ０ パ ー セ ン

ト以上） 

は 原 則 と し て ４０メ ー ト

ル以上）を配置する。 

２ ホール間に幅おおむね５

０ メ ー ト ル 以 上の残 置 森

林又は造成森林（残置森林

は４０メートル以上）を配

置する。 

３ 切土量、盛土量はそれぞれ

１８ホール当たり１５０万立

方メートル以下とする。 

宿 泊 施 設 

レ ジ ャ ー 

施 設 の 設 

置 

残 置 森 林 率

は ７ ０ パ ー セ

ン ト 以 上 と す

る。 

１ 原則として周辺部に幅５

０ メ ー ト ル 以 上の残 置 森

林 又 は 造 成 森 林を配 置 す

る。 

２ 建物敷の面積は事業区域

の 面 積 の ２ ０ パーセ ン ト

以下とし、事業区域内に複

数 の 宿 泊 施 設 を設置 す る

場 合 は 極 力 分 散させ る も

のとする。 

３  レジャー施設に係る事業

等の１箇所当たりの面積は

５ヘクタール以下とし、事業

区域内にこれを複数設置す

る場合は、その間に幅５０メ

ートル以上の残置森林又は

造成森林を配置する。 

工 場 、 事 

業 場 の 設 

森 林 率 は ３

５ パ ー セ ン ト

１ 事業区域内の事業等に係

る 森 林 の 面 積 が２０ ヘ ク

ス キ ー 場

の造成 

 残 置 森 林 率

は お お む ね ７

０ パ ー セ ン ト

以上とする 

１ 原則として周辺部に幅お

お む ね ５ ０ メ ートル 以 上

の 残 置 森 林 又 は造成 森 林

を配置する。 

２ 滑走コースの幅は概ね５

０メートル以下とし、複数

の 滑 走 コ ー ス を並列 し て

設 置 す る 場 合 はその 間 の

中 央 部 に 幅 お おむね １ ０

０ メ ー ト ル 以 上の残 置 森

林を配置する。 

３ 滑走コースの上、下部に

設 け る ゲ レ ン デ等は １ 箇

所 当 た り お お むね５ ヘ ク

タール以下とする。また、

ゲ レ ン デ 等 と 駐車場 の 間

に は 幅 お お む ね５０ メ ー

ト ル 以 上 の 残 置森林 又 は

造成森林を配置する。 

４  滑走コースの造成に当た

っては原則として土地の形

質変更は行わないこととし、

止むを得ず行う場合には、造

成に係る切土量は１ヘクタ

ール当たりおおむね１,００

０立方メートル以下とする。 

ゴ ル フ 場 

の造成 

森 林 率 は お

お む ね ７ ０ パ

ー セ ン ト 以 上

１ 原則として周辺部に幅お

お む ね ５ ０ メ ートル 以 上

の 残 置 森 林 又 は造成 森 林

林地開発許

可基準に合

わせた修正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

置 以上とする。 タ ー ル 以 上 の 場合は 原 則

と し て 周 辺 部 に幅５ ０ メ

ー ト ル 以 上 の 残置森 林 又

は造成森林を配置する。こ

れ 以 外 の 場 合 にあっ て も

極 力 周 辺 部 に 森林を 配 置

する。 

２  事業等に係る１箇所当た

りの面積は、２０ヘクタール

以下とし、事業区域内にこれ

を複数造成する場合は、その

間に幅５０メートル以上の

残置森林又は造成森林を配

置する。 

住 宅 団 地 

の造成 

森林率（緑地

を含む）は３０

パ ー セ ン ト 以

上とする。 

１ 事業区域内の事業等に係

る 森 林 の 面 積 が２０ ヘ ク

タール以上の場合は、原則

と し て 周 辺 部 に幅５ ０ メ

ー ト ル 以 上 の 残置森 林 等

を配置する。これ以外の場

合 に あ っ て も 極力周 辺 部

に 森 林 又 は 緑 地を配 置 す

る。 

２  事業等に係る１箇所当た

りの面積は２０ヘクタール

以下とし、事業区域内にこれ

を複数造成する場合は、その

間に幅５０メートル以上の

残置森林等を配置する。 

とする。（残置

森 林 率 お お む

ね ６ ０ パ ー セ

ント以上） 

（ 残 置 森 林 は 原則と し て

お お む ね ４ ０ メート ル 以

上）を配置する。 

２ ホール間に幅おおむね５

０ メ ー ト ル 以 上の残 置 森

林又は造成森林（残置森林

は お お む ね ４ ０メー ト ル

以上）を配置する。 

３ 切土量、盛土量はそれぞれ

１８ホール当たりおおむね１

５０万立方メートル以下とす

る。 

 

林地開発許可基準に代わる基準（２） 

開 発 行 為

の目的 

事業区域内に

おいて残置し

又は造成する

森林又は緑地

の割合 

森林の配置等 

宿 泊 施 設 

レ ジ ャ ー 

施 設 の 設 

置 

森 林 率 は お

お む ね ７ ０ パ

ー セ ン ト 以 上

とする。 

１ 原則として周辺部に幅お

お む ね ５ ０ メ ートル 以 上

の 残 置 森 林 又 は造成 森 林

を配置する。 

２ 建物敷の面積は事業区域

の 面 積 の お お むね２ ０ パ

ーセント以下とし、事業区

域 内 に 複 数 の 宿泊施 設 を

設 置 す る 場 合 は極力 分 散

させるものとする。 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

土 石 等 の 

採掘 

 １ 原則として周辺部に幅５

０ メ ー ト ル 以 上の残 置 森

林 又 は 造 成 森 林を配 置 す

る。 

２  採掘跡地は必要に応じ埋

め戻しを行い、緑化及び植栽

する。また、法面は可能な限

り緑化し小段平坦部には必

要に応じ客土等を行い植栽

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  レジャー施設の開発行為

に係る１箇所当たりの面積

はおおむね５ヘクタール以

下とし、事業区域内にこれを

複数設置する場合は、その間

に幅おおむね５０メートル

以上の残置森林又は造成森

林を配置する。 

工 場 、 事 

業 場 の 設 

置 

森 林 率 は お

お む ね ３ ５ パ

ー セ ン ト 以 上

とする。 

１ 事業区域内の開発行為に

係 る 森 林 の 面 積が２ ０ ヘ

ク タ ー ル 以 上 の場合 は 原

則 と し て 周 辺 部に幅 お お

む ね ５ ０ メ ー トル以 上 の

残 置 森 林 又 は 造成森 林 を

配置する。これ以外の場合

に あ っ て も 極 力周辺 部 に

森林を配置する。 

２  開発行為に係る１箇所当

たりの面積は、おおむね２０

ヘクタール以下とし、事業区

域内にこれを複数造成する

場合は、その間に幅おおむね

５０メートル以上の残置森

林又は造成森林を配置する。 

住 宅 団 地 

の造成 

森 林 率 は お

お む ね ３ ０ パ

ー セ ン ト 以 上

とする。（緑地

を含む） 

１ 事業区域内の開発行為に

係 る 森 林 の 面 積が２ ０ ヘ

ク タ ー ル 以 上 の場合 は 原

則 と し て 周 辺 部に幅 お お

む ね ５ ０ メ ー トル以 上 の
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

１ 「残置森林率」とは、残置森林（残置する森林）のうち若

齢林（１５年生以下の森林）を除いた面積の事業区域内の森

林の面積に対する割合をいう。これは森林を残置すること

の趣旨からして森林機能が十全に発揮されるにいたらない

ものを同等に取扱うことが適切でないことによるものであ

残置森林又は造成森林・緑

地を配置する。これ以外の

場 合 に あ っ て も極力 周 辺

部 に 森 林 ・ 緑 地を配 置 す

る。 

２  開発行為に係る１箇所当

たりの面積はおおむね２０

ヘクタール以下とし、事業区

域内にこれを複数造成する

場合は、その間に幅おおむね

５０メートル以上の残置森

林又は造成森林・緑地を配置

する。 

土 石 等 の 

採掘 

 １ 原則として周辺部に幅お

お む ね ５ ０ メ ートル 以 上

の 残 置 森 林 又 は造成 森 林

を配置する。 

２  採掘跡地は必要に応じ埋

め戻しを行い、緑化及び植栽

する。また、法面は可能な限

り緑化し小段平坦部には必

要に応じ客土等を行い植栽

する。 

(注)１ 「残置森林率」とは、残置森林（残置する森林）のう

ち若齢林（１５年生以下の森林）を除いた面積の事業区

域内の森林の面積に対する割合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本通知の

改正 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

る。 

２ 「森林率」とは、事業区域内の森林の面積に対する残置森

林及び造成森林（植栽により造成する森林であって硬岩切

土法面等の確実な成林が見込まれない箇所を除く。）の面積

の割合をいう。この場合、森林以外の土地に造林する場合も

算定の対象として差し支えないが、土壌条件、植栽方法、本

数等からして林叢状態を呈していないと見込まれるものは

対象としないものとする。 

３ 「事業等の目的」について 

（１） 「別荘地」とは、保養等非日常的な用途に供する家

屋等を集団的に設置しようとする土地を指すものと

する。 

（２） 「ゴルフ場」とは、地方税法等によるゴルフ場の定

義以外の施設であっても、利用形態等が通常のゴルフ

場と認められる場合は、これに含め取扱うものとす

る。 

（３） 「宿泊施設」とは、ホテル、旅館、民宿、ペンショ

ン、保養所等専ら宿泊の用に供する施設及びその付帯

施設を指すものとする。なお、リゾートマンション、

コンドミニアム等所有者等が複数となる建築物等も

これに含め取扱うものとする。 

（４） 「レジャー施設」とは、総合運動公園、遊園地、動・

植物園、サファリパーク、レジャーランド等の体験娯

楽施設その他の観光、保養等の用に供する施設を指す

ものとする。 

（５） 「工場、事業場」とは、製造、加工処理、流通等産

業活動に係る施設を指すものとする。 

（６） 上記表に掲げる以外の事業等の目的のうち、学校教

育施設、病院、廃棄物処理施設等は工場・事業場の基

 

２ 「森林率」とは、残置森林及び造成森林（植栽により

造成する森林であって、硬岩切土法面等の確実な成林が

見込まれない箇所を除く。）の面積の事業区域内の森林

の面積に対する割合をいう。 

 

 

 

（新設） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

準を、ゴルフ練習場はゴルフ場と一体のものを除き宿

泊施設・レジャー施設の基準をそれぞれ適用するもの

とする。また、企業等の福利厚生施設については、そ

の施設の用途に係る事業等の目的の基準を適用する

ものとする。 

（７） １事業区域内に異なる事業等の目的に区分される複

数の施設が設置される場合には、それぞれの施設ごと

に区域区分を行い、それぞれの事業等の目的別の基準

を適用するものとする。 

この場合、残置森林又は造成森林は区分された区域

ごとにそれぞれ配置することが望ましいが、施設の配

置計画等からみてやむを得ないと認められる場合に

は、施設の区域界に 50 メートルの残置森林又は造成

森林を配置するものとする。 

４ レジャー施設並びに工場及び事業場の設置については、１

箇所当たりの面積がそれぞれ５ヘクタール以下、20 ヘクタ

ール以下とされているが、施設の性格上施設の機能を確保す

ることが著しく困難と認められる場合には、その必要の限度

においてそれぞれ５ヘクタール、20 ヘクタールを超えて設

置することもやむを得ないものとする。 

５ 工場及び事業場の設置並びに住宅団地の造成に係る「１箇

所当たりの面積」とは、当該施設又はその集団を設置するた

めの事業等に係る土地の区域面積を指すものとする。 

６ 住宅団地の造成に係る「緑地」については、土壌条件、植

栽方法、本数等からして林叢状態を呈していないと見込まれ

る土地についても対象とすることができ、当面、次に掲げる

ものを含めることとして差し支えない。 

（１） 公園、緑地又は広場 

（２） 隣棟間緑地、コモン・ガーデン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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 改   正   案 現       行 主な改正 

理由 

（３） 緑地帯、緑道 

（４） 法面緑地 

（５） その他上記に類するもの 

（削る。） 

 

 

 

別表８（第８６条関係） 

（省略） 

（注） 

１ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和５３年４月２

０日法律第２６号）第４条に規定する、航空機騒音障害防止地

区にかかる保安林については、８０日とする。  
２ 森林法第 26 条の 2 第 4 項による大臣協議に係る保安林のう

ち第 2 号に該当する場合は標準処理期間を 150 日とする。 

 

 

 

３ 「ゲレンデ等」とは、滑走コースの上、下部のスキー

ヤーの滞留場所であり、リフト乗降場、レストハウス等

の施設用地を含む区域をいう。 

 

別表７（第６９条関係） 

（省略） 

注１ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和５３年４月

２０日法律第２６号）第４条に規定する、航空機騒音障害防

止地区にかかる保安林については、８０日とする。  
注２ 森林法第 26 条の 2 第 4 項による大臣協議に係る保安林の

うち第 2 号に該当する場合は標準処理期間を 150 日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

条項ずれ 

 

 

 

 

 

 

 

 


